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平成22年９月30日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第24号 平成21年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

出席委員（９人）

主 査 水 間 篤 典

副 主 査 山 下 博 三

委 員 外 山 三 博

委 員 蓬 原 正 三

委 員 外 山 衛

委 員 西 村 賢

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

商工観光労働部次長 梅 原 誠 史

企業立地推進局長 森 幸 男

観光交流推進局長 長 嶺 泰 弘

部参事兼商工政策課長 古 賀 孝 士

金 融 対 策 室 長 福 田 直

工 業 支 援 課 長 冨 髙 敏 明

商 業 支 援 課 長 金 子 洋 士

労 働 政 策 課 長 篠 田 良 廣

地域雇用対策室長 柳 田 俊 治

企 業 立 地 課 長 山 口 俊 匡

観 光 推 進 課 長 後 沢 彰 宏

みやざきアピール課長 小八重 英

工業技術センター所長 橋 口 貴 至

食品開発センター所長 河 野 満 洋

県立産業技術専門校長 押 川 利 孝

労働委員会事務局

事 務 局 長 野 田 俊 雄

調 整 審 査 課 長 上玉利 正 利

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 成 延

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

○水間主査 ただいまから決算特別委員会商工

建設分科会を開会いたします。

まず、分科会の日程についてであります。日

程につきましては、お手元に配付してあります

日程案のとおりで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

次に、先日開催されました主査会について御

報告申し上げます。まず、審査の際の執行部説

明についてであります。お手元の分科会説明要

領により行いますが、決算事項別の説明は、目

の執行残が100万円以上のもの及び執行率が90％

未満のものについて、また主要施策の成果は、

主なものについて説明があると思います。審査

に当たりましては、よろしくお願いいたしま

す。

次に、監査委員への説明を求める必要が生じ

た場合の審査の進め方についてであります。そ

の場合、主査において他の分科会との時間調整

を行った上で質疑の場を設けることとする旨、

確認がなされましたので、よろしくお願いいた
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します。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○水間主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成21年度決算について執行部の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いをいたします。

○野田労働委員会事務局長 労働委員会事務局

の平成21年度決算概要について御説明させてい

ただきます。

決算の内容につきましては、平成21年度決算

に関する調書の146ページから記載されておりま

すが、説明は、お手元にございます平成21年度

決算特別委員会資料で行わせていただきます。

資料の１ページをお開きください。（款）労

働費（項）労働委員会費（目）委員会費でござ

います。合計欄を見ていただきますと、予算額

につきましては１億1,506万6,000円、支出額１

億1,448万1,356円、繰越額はございません。不

用額、いわゆる執行残でございますが、58

万4,644円となっております。執行率は99.5％と

なっております。目の執行残が100万円以上のも

の及び執行率90％未満のものはございません。

次に、労働委員会につきましては、主要施策

の成果に関する報告書への登載はございませ

ん。

なお、平成21年度に当労働委員会で取り扱い

ました事件につきましては、全部で７件ござい

ました。内訳といたしましては、調整事件が２

件、不当労働行為事件が４件、個別的労使紛争

あっせん事件が１件となっております。各事件

の概要につきましては、４月の委員会におきま

して御報告いたしておりますので、今回は省略

させていただきます。

なお、審査意見書の指摘・要望及び監査にお

ける指摘事項はございません。

説明は以上のとおりでございます。御審議の

ほどよろしくお願いします。

○水間主査 執行部の説明が終わりました。こ

れより質疑を行います。質疑はありませんか。

○蓬原委員 事件は、７件あったようですが、

委員会は、延べにすると年間にどれぐらい開か

れたものでしょうか。

○野田労働委員会事務局長 委員会につきまし

ては、第１・第３木曜日に月２回開いておりま

す。総会という形で開いておりますが、事件が

起きまして、総会の下に公益委員会議や打ち合

わせ会議がございますので、実際は月２回プラ

スアルファということになります。

○蓬原委員 プラスアルファは、この事件に絡

んで何日、加算というか、プラスされたんです

か。

○野田労働委員会事務局長 それは内容にもよ

りますけれども、一般的にいきますと、２～３

回、公益委員会議や担当者の専門委員の会議を

行っております。

○蓬原委員 実績ですから、実績はどうだった

のかというお話を概略―７件あったというこ

とでしたから、月２回に加えてどうだったのか

なと。

○上玉利調整審査課長 実績についてですけれ

ども、21年度は、総会が21回、うち公益委員会

議が総会と重複して開催しているものが10回あ

りまして、ほかに１回、計22回開催しておりま

す。

○水間主査 ほかにありませんか。なければこ
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れで終わりますが、よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 それでは、以上をもって労働委員

会事務局を終了いたします。執行部の皆さん、

御苦労さまでございました。

暫時休憩いたします。

午前10時６分休憩

午前10時９分再開

○水間主査 分科会を再開いたします。

平成21年度決算について部長の説明を求めま

す。

○渡邊商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。

本日は、当部の21年度決算につきまして、御

説明させていただきます。

お配りしております平成21年度決算特別委員

会資料の１ページをお開きいただきたいと思い

ます。これは、新みやざき創造計画における分

野別施策のうち、当部に関連するものを体系表

にしたものでございます。私からは、この体系

表に従いまして、当部の主要施策を総括的に御

説明いたします。

まず、Ⅱの「くらしの舞台づくり」のうち、

Ⅱ-3「生き生きとした健康・福祉社会づくり」

につきましては、安心と活力に満ちた長寿社会

づくりに向けて、シルバー人材センターを支援

し、高齢者の社会参加の取り組みを推進したと

ころでございます。

次に、Ⅲの「経済・交流の舞台づくり」のう

ち、Ⅲ-2「工業・商業・サービス業などの活性

化」に向けた取り組みについてでございます。

まず、戦略的企業誘致の推進につきまして

は、21年度、22社、最終雇用予定者数1,511であ

ります。４年間で新規企業立地件数100社の実現

を目指した取り組みを推進したところでござい

ます。次に、新技術・新産業の創出につきまし

ては、農商工連携に関する取り組み、あるいは

産学官連携による共同研究などを推進しまし

た。次に、戦略的マーケティングの推進につき

ましては、商品開発支援あるいは県産品の販路

拡大を図る取り組みを進めたところでございま

す。次に、挑戦する中小企業への支援につきま

しては、中小企業の新たな事業分野への進出を

支援するとともに、世界的な景気低迷に対応し

た資金繰り支援を行ったところでございます。

また、商店街を核とする賑わいのあるまちづく

りにつきましては、意欲ある商業者の支援や商

店街の活性化を図る取り組みを行いました。

次に、Ⅲ-3「経済・交流を支える基盤づく

り」に向けた取り組みについてでございます。

まず、産業人材の確保育成につきましては、す

ぐれた人材の育成に向けた職業訓練などに努め

てまいりました。次に、就労支援と職場環境の

整備につきましては、厳しい雇用情勢に対応し

た雇用機会の創出や若年者の就労支援などを取

り組んだところでございます。

次に、Ⅲ-4「活力ある地域づくり」に向けた

取り組みについてでございます。まず、観光宮

崎の再生につきましては、地域の資源を生かし

た元気な観光地づくり、スポーツランドみやざ

きの全県的な展開、効果的な情報発信と快適な

受け入れ環境づくりに取り組んでまいりまし

た。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。21年度歳出の決算状況でございます。一

般会計では、予算額494億598万4,000円、支出済

額491億7,700万8,255円、翌年度繰越額3,224

万4,000円、不用額１億9,673万1,745円、執行

率99.5％であります。次に、特別会計では、予
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算額17億1,525万7,000円、支出済額13億3,533

万2,449円、翌年度繰越額３億7,968万6,000円、

不用額23万8,551円、執行率77.9％であります。

部の合計では、予算額511億2,124万1,000円、支

出済額505億1,234万704円、翌年度繰越額４

億1,193万円、不用額１億9,697万296円、執行

率98.8％となっております。

次に、資料の21ページをごらんいただきたい

と思います。監査における指摘事項等の一覧表

でございます。（２）支出事務について、商工

政策課における中小企業団体中央会等補助金に

つきまして、交付決定事務がおくれているもの

があったと指摘を受けております。次に、労働

政策課におけるシルバー人材センター連合会支

援事業補助金等につきまして、交付決定事務の

おくれているものが見受けられたとの指摘を受

けております。さらに、観光振興課におけるお

もてなし推進活動支援事業補助金につきまし

て、対象事業の進行管理が適切に行われていな

かったことから、一部補助事業が実施できず事

業の目的が十分に達成されない状況となってい

たとの指摘を受けております。

以上、指摘事項に関しましては、職員の指導

を徹底し、改善に努めているところでございま

す。

また、お手元の平成21年度宮崎県歳入歳出決

算審査及び基金運用状況審査意見書において、

３件の意見・留意事項がありました。これにつ

きましては、後ほど各事業の詳細とあわせまし

て、関係課長から説明いたしますので、よろし

くお願いしたいと思います。

私からの説明は以上でございます。

○水間主査 部長の説明が終わりました。

それでは、平成21年度決算について、商工政

策課、工業支援課、商業支援課、企業立地課の

審査を行います。それぞれ説明をお願いいたし

ます。

なお、委員の質疑は、４課の説明がすべて終

了した後にお願いをいたします。

○古賀商工政策課長 商工政策課の平成21年度

決算につきまして、御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。まず、一般会計であります。予算額は344

億8,950万円、支出済額は344億8,119万5,819

円、不用額は830万4,181円、執行率は99.9％で

あります。次に、特別会計であります。予算額

は９億8,085万円、支出済額は９億8,072万8,209

円、不用額は12万1,791円、執行率は99.9％であ

ります。

詳細につきまして、３ページから７ページに

記載いたしております。３ページをごらんいた

だきたいと思います。左端にページの欄を設け

ております。これはお手元の平成21年度決算に

関する調書のページとなっております。各歳出

予算費目はこの調書のとおりでございますが、

同一費目を各課で執行しておりますので、それ

ぞれの課ごとの状況は委員会資料のとおりでご

ざいます。

それでは、資料に基づき御説明いたします。

まず、目の執行残が100万円以上のものがありま

す。同じく３ページをごらんいただきたいと思

います。（目）商業総務費でありますが、執行

残が128万6,845円となっております。これは、

旅費の21万円余、次のページの需用費28万円余

及び備品購入費52万円余の事務費の執行残であ

ります。

次に、４ページ、（目）商業振興費でありま

す。執行残が592万259円となっております。こ

れは、負担金補助及び交付金526万円余が主なも

のであり、中小企業金融円滑化補助金などの執
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行残であります。

次に、執行率が90％を下回った目について御

説明いたします。７ページの小規模企業者等設

備導入資金特別会計についてであります。

（目）公債諸費で、予算額7,000円に対し、支出

済額が4,947円で、執行率が70.7％となっており

ます。これは、高度化資金貸付金の国への償還

金の執行残であります。

歳出決算の説明は以上でございます。

次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。お手元の平成21年度宮崎県歳入歳出

決算書の特別会計の１ページでございます。平

成21年度小規模企業者等設備導入資金特別会計

の歳入でございます。調定額が26億1,2 4 3

万1,664円、収入済み額が22億9,873万1,742円、

収入未済額３億1,369万9,922円となっておりま

す。特別会計の歳入決算は以上でございます。

次に、お手元の主要成果に関する報告書の商

工政策課のインデックスのところ、157ページを

ごらんいただきたいと思います。経済・交流の

舞台づくりの１の４）挑戦する中小企業への支

援でございます。施策推進のための主な事業及

び実績をごらんいただきたいと思います。ま

ず、頑張る企業応援事業であります。県内の中

小企業の中から、すぐれた新製品開発や地域資

源の活用に取り組むなど、県内産業の振興や地

域経済の活性化に特に寄与している企業を表彰

するものであります。昨年度は、宮崎高砂工業

株式会社など３社を表彰したところでありま

す。

次に、中小企業融資制度貸付金につきまして

は、融資に必要な原資293億8,381万5,000円を金

融機関に預託いたしました。新規融資が4,381件

の404億3,735万5,000円でありました。

次に、中小企業金融円滑化補助金でございま

す。県融資制度利用者の信用保証料の負担軽減

を図るため、信用保証協会に１億7,739万7,000

円の補助を行いました。

次に、信用保証協会損失補償金でございま

す。県融資制度の代位弁済に係る信用保証協会

負担分について、損失補償契約に基づき協会

に8,824万9,000円の損失補償を行ったところで

あります。

次に、中小企業団体中央会補助金でございま

す。県中小企業団体中央会に対しまして、指導

員等の人件費や組合指導事業への補助を行いま

した。

次に、158ページをごらんください。小規模事

業経営支援事業費補助金でございます。商工

会、商工会議所に対しまして、経営指導員等の

人件費や経営改善普及事業等への補助を行いま

した。

次に、21年度新規事業であります建設産業等

地域力連携強化事業費補助でございます。厳し

い経営環境にある建設業等の中小企業者に対し

て、商工会や商工会議所において相談対応を行

うとともに、新分野進出や資金計画など経営改

善の作成について中小企業診断士や税理士など

の専門家チームによる助言等を行うものであり

ます。昨年度は、491件の相談を受け、414件に

ついて具体的な対応をとったところでありま

す。

次に、中山間地域商業活性化支援でございま

す。商工会連合会に対しまして、中山間地域で

の宅配サービスに必要な経費等の補助を行いま

した。

次に、みやざき次世代経営者育成支援でござ

います。宮崎産業経営大学に委託して、次世代

を担う若手経営者育成のための講座等を開催い

たしました。
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次に、高度化資金貸付金でございます。店舗

整備等２件の4,249万5,000円を貸し付けまし

た。

次に、小規模企業者等設備導入資金貸付金及

び159ページの小規模企業者等設備導入貸与資金

貸付金でございます。県から財団に対し、それ

ぞれ１億5,000万円、7,500万円を貸し付け、財

団からそれぞれ10件の資金貸し付けと２件の設

備貸与を行いました。

主要施策の成果については以上でございま

す。

次に、監査指摘事項がございましたので、御

説明申し上げます。

委員会資料にお戻りいただきたいと思いま

す。21ページでございます。（２）支出事務に

ついての指摘事項でございます。「中小企業団

体中央会等補助金について交付決定事務がおく

れているものがあった。留意を要する」という

指摘であります。当該補助金は、中小企業団体

中央会及び県火災共済組合の役員の人件費に係

るものであります。昨年４月、火災共済の役員

が兼務している組合で職員の不祥事が発生した

ため、適正化が図られるまでの間、交付事務を

見合わせたものであります。なお、当該組合に

ついては、昨年中に職員の処分や事務処理の適

正化等改善措置がなされたところであります。

最後に、別冊の平成21年度宮崎県歳入歳出決

算審査意見書・宮崎県基金運用状況審査意見書

の33ページをごらんいただきたいと思います。

２の会計別決算の状況の（１）小規模企業者等

設備導入資金特別会計に関する審査の意見・留

意事項であります。「貸付金の収入未済額につ

いては、前年度に比べ増加していることから、

より一層の償還促進についての努力が望まれ

る」との意見でございます。収入未済額につき

ましては、訪問、文書督促及び担保物件の売却

等による回収に努めた結果、平成21年度に787

万9,000円を回収いたしましたが、新たに貸付先

の倒産により2,539万9,000円の収入未済が発生

したため、差し引き1,752万円の増加となり、平

成21年度末現在の収入未済額は３億1,3 6 9

万9,922円となりました。今後、より一層の債権

回収に努めるとともに、適切な債権管理を図っ

てまいりたいと考えております。

商工政策課の説明は以上でございます。

○冨髙工業支援課長 続きまして、工業支援課

の平成21年度決算について御説明をいたしま

す。

決算特別委員会資料の２ページをお開きいた

だきたいと思います。工業支援課は、一般会計

予算額14億2,527万7,000円、支出済額14億1,178

万3,238円、不用額1,349万3,762円、執行率99.1

％となっております。

続きまして、目の不用額が100万円以上のもの

につきまして御説明をいたします。委員会資料

の８ページをお開きいただきたいと思います。

（目）工鉱業振興費で不用額が768万7,120円と

なっております。不用額の主な理由は、役務費

の中で知的財産権管理事業費、委託料の中で産

学官連携研究体制強化推進事業費に執行残が生

じたものでございます。

次に、９ページをお開きください。（目）工

業試験場費でございます。不用額が542万8,153

円となっております。不用額の主な理由は、需

用費の中で、工業技術センター、食品開発セン

ターの試験機器の維持費、委託料の中で同じく

両センターの運営管理費を節約したことによる

ものでございます。

なお、目の執行率が90％未満のものはござい

ません。
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次に、主要施策の成果について御説明をいた

します。

主要施策の成果に関する報告書の工業支援課

のインデックスのある161ページをお開きいただ

きたいと思います。経済・交流の舞台づくりの

１の２）新技術・新産業の創出についてであり

ます。主な事業名のところをごらんいただきた

いと思います。○改 新事業創出環境整備でござい

ます。県内中小企業の新事業創出などを支援す

るために産業支援財団に総合相談窓口を設置

し、コーディネーターによる販路拡大等への相

談対応を行うほか、情報誌の発行などにより中

小企業支援策や取り組み事例等の情報提供を

行ったところでございます。

次に、先端産業みやざき集積促進でございま

す。太陽電池などの先端産業の集積及びこれら

を支える部品、装置産業の育成を図るため、産

学官連携によるシンポジウムを開催するととも

に、メーカーの技術者等による県内中小企業向

けの技術指導やセミナーなどを実施したところ

でございます。

次に、○新 みやざき農商工連携推進でございま

す。より積極的な農商工連携事業の展開及び早

期の定着を図るため、全県的な推進体制を確立

するとともに、シンポジウムの開催やパンフ

レットの配布を通じて県内に事業を広く普及、

ＰＲしたところでございます。

次に、創業・新事業挑戦支援ファンドでござ

います。競争力のある企業を育成し、本県の産

業構造の強化を図るため、今後の成長性が見込

める中小企業等に対して投資による資金面から

の支援を行ったものでございます。21年度は２

件の投資を行っております。

次に、○新 みやざき新ビジネス応援プラザ開設

でございます。創業意欲があり、すぐれた事業

計画を持つ個人起業家、ベンチャー企業を支援

・育成する場として、また新たに宮崎市への事

業展開を行う県内企業等の臨時のビジネス拠点

として、ビジネス・インキュベーション機能を

有する貸しオフィスを整備したものでございま

す。３月末現在の入居企業は６企業となってお

ります。

次に、162ページをお開きください。新産業・

新事業創出研究開発推進であります。新産業の

創出による産業振興を図るため、産学官ネット

ワークを構築し、セミナーや研究会を開催する

とともに、プロジェクトディレクターによる国

等の大型プロジェクトの導入のための支援や産

学官グループによる研究開発支援などにより、

すぐれた研究シーズの事業化を促進したところ

でございます。

次に、○新 産学官共同研究開発事業化展開強化

であります。産学官連携による研究開発の取り

組みや、これらの取り組みにより得られた県内

中小企業の新技術・新製品を全国規模の展示会

に出展し、事業化や販路開拓の強化を図ったと

ころでございます。

次に、知的財産活用支援機能強化でございま

す。特許等の知的財産を活用した競争力のある

企業を育成するため、知的財産に関するアドバ

イザーを産業支援財団等に配置し、企業訪問や

相談等を行ったところでございます。

次に、工業技術センター総務管理と食品開発

センター総務管理でございます。工業技術セン

ター及び食品開発センターの運営管理に要した

経費でありまして、研究員の技術指導力の向上

のための研究会、講習会への参加、情報誌の発

行を行うとともに、設備機器の更新を行ったと

ころでございます。

次に、工業技術研究開発であります。工業技
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術センターにおいて、機能性材料の開発と応用

に関する研究、機械及びエネルギーシステムに

関する研究など、９テーマの研究を行ったほ

か、企業等からの依頼試験、技術相談を実施し

たところでございます。

次に、163ページをごらんください。食品開発

センター研究開発であります。食品開発センタ

ーにおいて農林畜水産物の機能性に関する研究

や焼酎の品質向上に関する研究など、５テーマ

の研究を行ったほか、企業からの依頼試験、技

術相談等を実施したところでございます。

次に、165ページをお開きいただきたいと思い

ます。４）挑戦する中小企業への支援でござい

ます。東京フロンティアオフィス支援でありま

す。県内中小企業者の課題の一つであります首

都圏を対象とした販路の確保拡大を図るため

に、宮崎県東京ビルの一部を改修したオフィス

を低料金で貸与しているものでございます。３

月末現在の入居企業は９企業で、満室となって

おります。

次に、下請企業振興であります。産業支援財

団を通じて、受発注企業の登録、これらの企業

等を対象とした取引あっせん、商談会などを実

施することにより、中小企業の技術力の向上や

取引の拡大を図ったものでございます。

次に、○改 自動車関連産業レベルアップ支援で

あります。北部九州で成長しております自動車

関連企業との取引を目指し、研修会や専門家派

遣、商談会の開催により、県内企業の生産性向

上のための支援や取引機会の提供を行ったとこ

ろでございます。

次に、○新 宮崎県新技術・新工法展示商談会開

催であります。自動車関連企業とのさらなる取

引拡大を目指し、本県企業の新技術・新工法な

どをトヨタ自動車を初めトヨタ関係企業に直接

ＰＲするための展示商談会を愛知県のトヨタ本

社で開催したところでございます。

次に、167ページをお開きください。２の経済

・交流を支える基盤づくりの１）産業人材の確

保・育成についてであります。○新 半導体関連産

業人材育成支援であります。県内の半導体関連

産業の技術力の向上や即戦力人材の確保を図る

ため、産学官が連携して企業の若手技術者や県

内の理工系大学、高専等の学生を対象とするセ

ミナーや工場見学会等を実施したところでござ

います。

平成21年度の主要施策の成果の説明は以上で

ございます。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しまして、特に報告すべき事項はござ

いません。

工業支援課の説明は以上でございます。

○金子商業支援課長 続きまして、商業支援課

の平成21年度決算について御説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の２ページをお

開きいただきたいと思います。商業支援課の一

般会計予算額は５億7,371万5,000円、支出済額

は５億6,990万8,412円、不用額は380万6,588

円、執行率は99.3％であります。

目の100万円以上の執行残のものについて御説

明いたします。10ページをお願いいたします。

（目）商業振興費220万8,831円でございます。

これは、負担金補助及び交付金の欄でございま

すが、みやざきの商人モデル創造事業やまちな

か商業再生支援事業におきまして、確定見込み

による補助金の執行残が主な理由でございま

す。

次に、11ページ、（目）物産振興費106万682

円でございます。これは、工事請負費の欄でご

ざいますが、みやざき物産館の改修工事におき
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ます入札残が主な理由でございます。

なお、目の執行率90％未満のものはございま

せん。

続きまして、主要施策の成果について御説明

をいたします。

お手元の平成21年度主要施策の成果に関する

報告書、商業支援課のインデックスのとこ

ろ、168ページでございます。経済・交流の舞台

づくりの１の工業・商業・サービス業などの活

性化の３）戦略的マーケティングの推進につい

てであります。まず、みやざき特産品ＰＲ展開

支援でございます。この事業は、県内で特産品

を製造販売する業界・団体が一体となって取り

組む販路拡大の取り組みに対する助成でござい

ます。酒造組合ほか県内５団体の取り組みを支

援し、地場産品の振興を図ったところでありま

す。

次に、伝統的工芸品振興であります。この事

業により伝統的工芸品の維持発展を図るため、

伝統工芸士１名の認定を行いますとともに、優

秀な技術・技能を有する工芸品の制作者３人を

「みやざきの匠」として表彰したところであり

ます。

次に、○新 みやざき工芸品商品力育成強化であ

ります。この事業は、現代のニーズにマッチし

た新しい商品の開発から県外への販路拡大に至

るまで一貫した支援を行いまして、宮崎県の素

材やわざを生かした工芸品の商品力の育成強化

を図るものでございます。商品開発セミナーを

１回、ものづくりアドバイザーを２グループ６

企業に派遣したところでございます。

次に、海外交流駐在員設置であります。海外

交流駐在員を韓国のソウル、台湾の台北、中国

の上海に設置いたしまして、貿易、投資等に関

する情報収集や本県企業の海外活動の支援、観

光コンベンションの誘致促進などに努めてまい

りました。

続きまして、169ページをごらんください。海

外取引促進支援でございます。香港で開催され

ました国際見本市に本県のブースを設置し、来

場したバイヤーとの商談会を行いまして、企業

の海外取引の支援を図ったところでございま

す。

次に、○新 みやざき県産品東アジア販路拡大戦

略推進であります。平成20年度に策定いたしま

したみやざき県産品東アジア販路拡大戦略に基

づきまして、台湾等での海外フェアや商談会、

バイヤー招聘、輸出コーディネーターの配置な

ど、県産品の輸出拡大に向けた総合的な取り組

みを行ったところであります。

次に、○新 みやざき県産品輸出支援でございま

す。社団法人宮崎県物産貿易振興センターに輸

出手続に詳しい輸出促進相談員を配置いたしま

して、県内企業からの輸出相談対応や輸出品目

の掘り起こし等を行ったところであります。

続きまして、販路拡大支援プロジェクトであ

ります。これも社団法人宮崎物産貿易振興セン

ターに委託いたしまして、全国からバイヤーを

招いての商談会の実施、高島屋などでの物産展

の開催、新宿みやざき館等のアンテナショップ

を活用した県産品の紹介、販売等を実施したと

ころでございます。

続きまして、170ページをごらんいただきたい

と思います。売れるみやざき県産品開発支援強

化であります。県産品を製造販売する県内企業

や団体等に対しまして、流通企業バイヤー等に

よる商品開発、あるいはデザインに関する指導

等を行いまして、宮崎らしい売れる県産品づく

りを支援したところであります。

次に、宮崎県優良県産品推奨制度でありま
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す。この事業は、関係法令、品質、市場性等の

審査をクリアした県産品を宮崎県優良県産品と

して推奨する制度でございます。平成21年度

は15品目、20年度からの合計で38品目の推奨を

決定し、特別フェアや広報・ＰＲなど販路拡大

を積極的に支援いたしました。

次に、○新 アンテナショップ多店舗展開であり

ます。社団法人宮崎県物産貿易振興センターに

嘱託職員を１名雇用いたしまして、アンテナ

ショップの多店舗展開の調査研究やミニアンテ

ナショップの開設を行ったところであります。

続きまして、172ページをごらんいただきたい

と思います。５）商店街を核とする賑わいのあ

るまちづくりについてであります。まず、商業

ビジネスサポートであります。新規創業者の発

掘、育成等を図りますため、宮崎県産業支援財

団が実施する経営相談窓口設置事業、あるいは

商圏情報の提供事業に対しまして助成をし、次

代の商業を担う人材育成を図ったところでござ

います。

次に、○新 まちなか商業再生支援であります。

この事業は、商店街等が行います地域あるいは

産業、観光等と連携した振興策、あるいは高齢

者、子育て等の社会的課題の解決に対応するた

めの取り組みに対しまして、助成するものでご

ざいます。21年度は、高鍋町ほか10件に対して

助成を行いまして、商店街の活性化に一定の成

果が得られたところでございます。

次に、みやざきの商人モデル創造でありま

す。商業環境が大変厳しい中、特色ある店づく

りを図ろうとします意欲ある商業者の経営力向

上を図りますため、県内の商工会議所等におい

て研修会、勉強会や、繁盛サポートを実施した

ところでございます。

続きまして、173ページをごらんください。２

の経済・交流を支える基盤づくりの１）産業人

材の確保・育成についてであります。まず、実

務型ＩＴ人材養成であります。ＩＴ人材の育成

・確保を図りますため、県内ＩＴ企業の在職者

等を対象に、実務に即したＩＴ研修を実施いた

しました。計画を上回ります341名の受講者が

あったところでございます。

次に、ＩＴ関連産業振興でございます。コー

ルセンターに必要な人材の確保を図るため、未

就職者等を対象に、ソフトウエア開発などコー

ルセンター就職支援や就職面談会を実施いたし

まして、雇用促進に努めてまいりました。ま

た、未就職者を対象に、職場実習を含みますＩ

Ｔ研修を実施しまして、ＩＴ企業への就職を促

進いたしました。さらに、首都圏の展示会への

出展支援等によりまして、県内ＩＴ企業の受注

確保に取り組んだところでございます。

21年度主要施策の成果の説明は以上でござい

ます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して

は、特に報告すべき事項はございません。

商業支援課からは以上でございます。

○山口企業立地課長 企業立地課の平成21年度

決算について御説明をいたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。企業立地課の一般会計予算額は27億3,638

万8,000円、支出済額は26億4,798万4,116円、翌

年度への明許繰越額は3,224万4,000円、不用額

は5,615万9,884円、執行率は96.8％となってお

ります。

次に、目の不用額が100万円以上のものについ

て御説明をいたします。16ページをお開きいた

だきたいと思います。（目）工鉱業振興費

で5,614万7,843円の不用額がございます。不用

額の主なものにつきましては、企業立地促進補
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助金でございます。その理由といたしまして、

平成21年度に交付対象としておりました誘致企

業の操業開始がおくれたことなどによりまし

て、年度内の補助金交付申請がなされなかった

ために執行残が生じたものでございます。

なお、目の執行率が90％未満のものはござい

ません。

次に、主要施策の成果報告についてでござい

ます。

主要施策の成果に関する報告書の企業立地課

のインデックスのございます183ページをお開き

いただきたいと思います。経済・交流の舞台づ

くりの１の１）戦略的企業誘致の推進について

でございます。施策推進のための主な事業及び

実績をごらんいただきたいと思います。企業誘

致関連では５項目を挙げております。主な３項

目について御説明をさせていただきます。ま

ず、企業誘致活動でございます。本県の企業立

地環境を広く企業に理解していただくことが立

地に向けての第一歩というふうに考えておりま

す。このことを踏まえまして、平成20年度よ

り、民間企業出身の企業誘致コーディネーター

５名を東京、大阪など県外に配置いたしまし

て、専門的知識や人脈を活用した訪問活動を

行っております。その結果、従来の県外事務所

の担当職員による訪問と合わせまして約1,980社

の企業訪問を実施するなど、積極的な誘致活動

を展開してきたところでございます。

次に、立地企業フォローアップ対策強化でご

ざいます。既存誘致企業の県内事業所や県外本

社など364社を訪問いたしまして、事業の状況、

行政への意見・要望などの企業ニーズの把握に

努めまして、誘致企業の県外転出を抑止いたし

ますとともに、工場増設など事業拡大による新

規投資を促進するなど、フォローアップに努め

たところでございます。

最後に、企業立地促進補助金でございます。

誘致企業が操業を開始されまして、補助金の申

請のありました27社に対しまして、設備投資額

や新規の雇用者数等に応じて補助金を交付した

ものでございます。

これらさまざまな誘致活動を展開いたしまし

た結果、平成21年度の企業誘致につきまして

は、22社の企業が立地をいたしまして、1,511人

の最終雇用が予定されているところでございま

す。しかしながら、世界的な景気悪化は依然と

して続いております。企業立地を取り巻く環境

は非常に厳しい状況にございますが、成長性の

高い新エネルギー関連産業、比較的景気動向の

影響が少ない医療機器、食品関連産業に重点を

置くなど、経済、企業の動向に迅速に対応した

誘致活動を展開して、一件でも多くの立地に努

めてまいりたいというふうに考えております。

平成21年度の主要施策の成果については以上

でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しまして、特に報告すべき事項はござ

いません。

説明は以上でございます。

○水間主査 それぞれ説明をいただきました。

商工政策課、工業支援課、商業支援課、企業立

地課、以上４課の説明でありましたが、委員の

皆さん、質疑はありませんか。

○西村委員 企業立地課のことで、昨日の総括

質疑で武井議員が、フリーウェイ工業団地の企

業誘致促進について、お金の出し入れは粉飾決

済だというような発言をされたんですが、きの

うのやりとりではちょっと意味がわからなかっ

たので、丁寧に説明をいただきたいと思いま

す。
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○山口企業立地課長 昨日の武井県議の御質問

でございますが、フリーウェイ工業団地に対す

る貸付金についてでございます。フリーウェイ

工業団地につきましては、当初、35億1,000万円

の用地費で、そのうち貸し付けを34億1,000万円

ほどやっておりました。貸し付けのほうが、長

期が19億5,500万円でございまして、短期貸し付

けが13億ということで貸し付けをやっておりま

した。その貸し付けにつきまして、短期につき

ましては、その貸付額はすべて造成した企業の

ほうに支払いをされております。貸し借りとい

うのは、土地開発公社と県との貸し借りなんで

すが、長期につきましては、すべて分譲が終わ

るまでずっと貸し付けているわけでございま

す。短期の13億につきましては、年度末に返し

ていただくんですが、年度当初に13億を貸し付

ける。１年契約で貸し付けをしておりますの

で、短期契約ですので、13億については貸し付

けて、また翌年度返していただくということに

なります。分譲が進みますと、当初10億だった

んですけれども、２カ所分譲できまして、高原

町にも分譲いたしましたので、現在では13億に

なっております。公社のほうとしましては、そ

の支払いをしなきゃいけませんので、年度末に

銀行から一たんお金を借りまして、４月１日に

はすぐ県のほうに返すと。返したものをまた県

のほうが貸し付けをしまして、銀行にお支払い

をするということで、金利は若干発生します

が、ほとんど発生しないような形になっていま

す。こういった長期、短期の貸し付けというの

は、通常、行政の手法としてやられているわけ

でございますけれども、特に、武井議員が言わ

れたような意味合いでの貸し付けではございま

せんで、短期に貸し付けて残しておきますこと

で、分譲が進みますと、それがだんだん減って

いきまして、順調に進めば、13億分売れてしま

えば短期貸し付けはなくなるというような仕組

みになっております。以上でございます。

○西村委員 結局、短期資金という形で借り入

れて、動かないものだから、また返さなきゃい

けないという、三角形のような形で行ったり来

たりしていたということで、今の説明では会計

上は全く問題がないと考えてよろしいんです

か。

○山口企業立地課長 問題はないというふうに

考えております。

○西村委員 漠然とはわかったんですが、これ

が売れていくと、13億がどんどん目減りをして

いって、最終的には短期のやりとりはなくなっ

て、長期のみが残っていくというような考え方

でよろしいんでしょうか。

○山口企業立地課長 おっしゃるとおりでござ

います。順調に売れて、短期貸し付け10億分が

売れてしまえば、今度はまた長期のほうの返済

に入りますので、その時点でまたどんな形で貸

し付けするかというのは考えることになると思

いますが、当面はその13億、売れるまでは短期

貸し付けで動いていくという形になっておりま

す。

○西村委員 大体わかりました。そのときに若

干ながらの利子補てんみたいなものは県がやら

なくてはいけなかったという考え方でいいの

か。

○山口企業立地課長 銀行から年度末に借り

て、１日には支払いをしますので、１日分ある

いは土・日が入ると３日分になりますので、そ

の分は公社のほうで負担をしているという状況

でございます。

○西村委員 大体わかりました。３日といえど

も、もともとの額が大きいから、数万円の利子
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にはなると思います。

○水間主査 ほかにありませんか。

○外山三博委員 食品開発センターに関して、

これは前から議論があっているんです。職員で

すが、事務は別として、ある程度技術がないこ

とには仕事ができない。今どういう考えで職員

の人事はやっておられますか。

○冨髙工業支援課長 職員の専門性といいます

か、そういったものが当然求められる職種でご

ざいますので、我々とすれば、なるべく長期に

わたって、その専門性を発揮できるような形で

人事配置をお願いしたい、期間も含めてという

ふうには考えております。

○外山三博委員 その考えはわかります。実際

は長期的にずっとおる人もいるようであります

が、どういう人事配置ですか。

○冨髙工業支援課長 かなり長い方がいらっ

しゃいます。10年以上、15年という方もいらっ

しゃいますが、若い方に関しては、３年、４年

ぐらいでかわる方もいらっしゃいます。当然、

本人の御希望ですとか、そういったものは考慮

せざるを得ないので、そういう方も中にはい

らっしゃいますが、結構長い方もいらっしゃっ

て、その方が中核人材となってセンターを引っ

張っていただいているという状況にはございま

す。

○外山三博委員 県のこういう試験場の役割と

いうのは、基礎研究じゃないと思うんです。基

礎は大学の研究室とか、そういうところでやっ

て、実際、民間にそれをおろすときの研究だろ

うと思うんですが、県の職員採用のとき、農業

試験場、畜産試験場も一緒ですが、こういうと

ころに配置するという前提での採用はやってい

るんですか。

○冨髙工業支援課長 いわゆる研究職での採用

はございませんので、例えば化学職、電気職、

そういった採用になりますので、センター、い

ろんな試験場への配置を前提にした人事採用は

やっていないというところでございます。

○外山三博委員 成果を出していくためには、

人事課に任せっきりじゃなくて、やっぱり工業

支援課あたりが相当の意見を言って、この人材

はどうしてもここに置いていかなくちゃいけな

いとか、そういうことが必要になってくる。そ

うじゃないと意味がないと思うんです。ぜひ、

そういうことをお願いしたいんですが、それは

それとして、21年度の成果ですが、ここではっ

きり、こういう成果がありましたと、何か言う

ようなことはありますか。

○冨髙工業支援課長 工業技術センター、食品

開発センターの成果ということでございます

か。成果につきましては、いろいろとあるわけ

でございまして、主要施策の成果の報告等に関

しましても、９つのテーマで研究をやっている

ところでございます。

○外山三博委員 総体的なことはいいから、具

体的に。

○冨髙工業支援課長 では、具体的なことにつ

きましては、センターの所長に。

○橋口工業技術センター所長 ここに掲げてご

ざいますように、大きくは９つのテーマ、例え

ば廃棄物のリサイクル、環境保全、あるいは本

県が持っておりますＳＰＧ技術、こういう先端

の技術を活用したものの開発、研究もやってい

るわけでございます。そういう中で21年度の成

果といたしましては、さまざまございますけれ

ども、共同研究等でやっておりますものを見ま

すと、例えば農産物用の低温の除湿機―ハウ

スの中で温度を上げますと高温多湿になりまし

て、多湿になりますと病気が発生しやすい、そ
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ういったもので除湿ということが課題になって

くるわけですけれども、この除湿機、トリエチ

レングリコールというものを使うんですけれど

も、これを活用して除湿を行って、またそれを

再度循環してやっていくと。湿度をうまく落と

しまして病気の発生を防ぐとか、あるいは湿度

が高くなりますと結露いたします。ハウスの中

で露になってハウスの内側につくわけですけれ

ども、こうなりますと、今度は加温する温度が

非常に効率が悪くなるということもございまし

て、こういった技術を開発するといったものも

ございます。あと、例えば工業用水の浄水の汚

泥がございますけれども、この汚泥をうまく活

用しまして、これまでは産業廃棄物として捨て

ていたわけですけれども、これを資源として活

用して、それでもってエコれんがを開発するな

どの研究成果があったということでございま

す。

○外山三博委員 さっきの除湿機というのはお

もしろいと思うんですが、農業関係との接点は

余り商工観光労働部はないですね。これを現場

におろさないことには生きてこないですね。農

業団体なり農業試験場との連携とか、これを現

場におろすのは、どんな形で実際おりているん

ですか。

○橋口工業技術センター所長 これは県の総合

農業試験場の野菜部と連携しまして、あと、綾

町の農家の方とも現場で一緒に協力いただきま

して、宮崎大学農学部とか、そういった形で研

究を進めているところでございます。

○外山三博委員 これは実際、現場の農家で利

用されているんですか。

○橋口工業技術センター所長 昨年までで一応

事業は終わっているわけですけれども、さらに

実用化に向けての最後の調整を今やっていると

ころでございます。

○河野食品開発センター所長 食品開発センタ

ーのほうでは、平成宮崎酵母という新しい酵母

を５年、研究しまして、その開発をして、今年

度から販売をやっているんですけれども、その

新しい酵母を使った焼酎等も発売されておりま

す。それから、ヘベスのリキュール、焼酎にヘ

ベスをつけてリキュールとして製品化する、そ

ういったこともやっていますし、それからマン

ゴーのピューレ、いわゆる１次加工品にするん

ですけれども、そのためには殺菌技術をしっか

りやっておかないといけないものですから、そ

のあたりをちゃんとやって、ピューレ、液状の

ものにして、いろんな商品に使えるようにす

る、そういった開発等をやっております。

○外山三博委員 肝心なことをもう一点聞くの

を忘れていました。研究開発の実績が出てくる

ためには、そこでやられる方の頭脳というのが

一番大事なんですが、後は、研究するために器

具、機器が必要ですね。その辺の予算ですが、

こういう機械がもうちょっとあったらいいんだ

けど、できないというような、本音のところは

どうですか。十分ですか。

○橋口工業技術センター所長 試験研究用の機

器につきましては、年度計画を立てまして、我

々なりに予算確保について本庁にもいろいろお

願いし、本庁では、また財政当局ともいろいろ

と折衝いただいておるわけですけれども、特に

昨年度におきましては、経済対策といいます

か、そういったもので緊急的に、予算ベースで

は３億近い額だったんですが、実施ベースでは

１億8,000万円ぐらいで終わったようですけれど

も、さまざまな機種を、高度な、かなりな能力

を持った試験機器、研究機器を導入していただ

いているというようなことでございまして、非
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常にありがたいということで……。

○外山三博委員 遠慮されんで、これがないと

だめだと、どんどんやっぱり言うべきなんで

す。それは一言言っておきます。

別の件で、商業支援課の海外駐在、韓国、台

湾、上海、これはことしのことになるのかわか

らんけど、韓国の駐在を廃止しますね。21年度

からの流れだからお聞きするんですが、今の時

代に廃止されたという、外国との関係が一番大

事なときに廃止されたというのは何か背景があ

るんですか。

○金子商業支援課長 海外事務所につきまして

も、やはりそのときの県の施策の力の入れぐあ

いとか、あるいはその後の関係の進展度とか、

そういったことを考慮に入れつつ設置している

ところでございまして、ソウルにつきまして

は、一定の年数を経まして、経済交流の基盤が

できたというふうな判断もございました。それ

と直行便もございますし、県からの職員が従

前、所長で行っておったんですけれども、今は

観光コンベンション協会の事務局長が直行便を

利用した出張対応で業務を処理するというふう

な形で考えております。また、今後につきまし

ては、やはり中国本土をターゲットに入れまし

て、そこの充実強化が必要ではないかというふ

うに考えているところでございます。

○外山三博委員 基盤ができたと言われるけれ

ども、基盤ができたから、そこに常駐が必要だ

と私は思うんです。今後のことを考えたら、一

つのテーマとして部長もお考えいただいて、支

援してほしいと思うんです。

もう一点、南九州―鹿児島、宮崎、熊本連

携が観光議員連盟の中にあるんですけれども、

そこで出てくる話が、飛行機便にしても鹿児島

は上海、宮崎は台湾、それぞれあるんだから、

連携して共同でやろうと。宮崎だけじゃなくて

南九州という一つの枠でやろうじゃないかとい

う機運が出てきているんです。ソウルにしても

３県で、相手さんがあることだけど、事務所を

共同で持つとか、そういうのも一つのこれから

の方向じゃないかと思うんですが、どうでしょ

うか。

○渡邊商工観光労働部長 この問題について

は、特に私のほうでいろいろ関係課と協議しな

がら指示を出している部分があります。まず、

ソウル事務所については、ちょうど私が観光誘

致対策監というのを昔やっていまして、そのと

き設置した事務所でございまして、それから10

年たちました。選択と集中という中で、海外戦

略というのは非常に大切な部分でございますけ

れども、全体を見たときに、どこに今度は集中

するかということを一つ考えなきゃいけない。

それともう一つは、九州各県も、今まさに外

山委員がおっしゃったように、ソウルはずっと

撤退しています。事務所があるのは我が県だけ

でございまして、例えば福岡は、東南アジアの

ほかの地域に今度は事務所を開設しています。

開拓して、そこが安定したら、また次の場所に

移るとか、そういう戦略性のある展開をやって

いるということでございます。したがいまし

て、我々としましては、ソウルについては一

応10年たちましたので、ここで一たん見直し

て、次は、今、中国との関係がこういう状況で

ございますけれども、今度は上海―上海も

今、専任の職員を置いていますけれども、そう

いう展開をやっていく、そういう戦略性を持っ

てやっていくことが必要と。

もう一つは共同事務所なんです。やっぱり外

山委員がおっしゃったように、昨年、私は、熊

本、鹿児島、各県の部長にそういう話をしまし



- 16 -

た。できないのかと。例えば、うちの県はソウ

ル事務所を来年見直す予定でございますけれど

も、せっかくそういう施設を借りているわけで

すから、そこに３県でやろうかと。なかなかこ

れが３県うまくいかない。宮崎県だけ、私だけ

一生懸命になっているんですけれども、ほかの

県の部長は、やっぱりうまくいかない。

もう一つは、熊本県はアシアナなんです。鹿

児島県は大韓なんです。宮崎県はアシアナで

す。そういうキャリアといいますか、会社が違

うという側面もあります。

それともう一つは、九州全体でつくるべき

じゃないかというのもあります。九州は一つ、

国際観光というのは広域観光でございますの

で、九州全体でやるべきじゃないかと。ＪＲ九

州が今度、上海にそういう事務所をつくりまし

た。そういうのと一緒にやるとかですね。やは

りそういう時代を迎えている。従来から、も

う10年間同じようなパターンでずっと来ていま

す。駐在員もやっぱりマンネリ化していまし

て、一回ぴしっとここらあたりで全体をスクリ

ーニングすべきだというのが私の考えでござい

まして、そういうことでことしはこういう形を

とっているということです。外山委員がおっ

しゃいました共同設置というのは大いに私も賛

成でございまして、そういう努力はやっていか

なきゃいけないと思っています。

○蓬原委員 165ページ、工業支援課、○新宮崎県

新技術・新工法展示商談会開催、世界のトヨタ

本社に乗り込んでということですが、新技術・

新工法、どういうものだったのか。

○冨髙工業支援課長 この展示商談会につきま

しては、ことしの１月に開催したものでござい

まして、出展者が県内企業33、団体が４という

ことで、宮崎の自動車関連の技術を提供したと

いうことでございます。一つはソフト的なもの

ということで、ＣＡＤ・ＣＡＭを活用した車の

部品の設計技術はかなり優秀な技術のようでし

て、これは実際に成約している部分があるんで

すが、そういったものを展示して向こうの方に

アピールしたとか、部品の一部については加工

品的なものも展示して商談を行ったとかいうこ

とで、商談がその当時150件ぐらいありまして、

今のところ商談成立が年度末で２件ほどあった

ということでございます。

○蓬原委員 ここは従来、トヨタとそういう取

引が、ある程度ベースがあるところなんです

か。

○冨髙工業支援課長 そういうことは一切ござ

いませんで、新たな販路ということで、この商

談会をきっかけに成約があったという状況に

なっております。

○蓬原委員 全く新規に２件あったということ

ですね。マル秘のこともあるかもしれません

が、それは設計じゃなくて部品、どういう新技

術、材質なのか、工法なのか。

○冨髙工業支援課長 名前はあれですけれど

も、コンピューターのソフト設計メーカー、い

わゆるコンピューターを使って車の部品を３次

元的に設計していく、そういうソフトを提供し

て、私も詳しいことはわかりませんが、かなり

画期的な技術ということで、非常に低コストで

そういう設計ができるというものを売り込まれ

て、成約があったというふうに聞いておりま

す。

○蓬原委員 ということは、単体じゃなくて、

ソフト面の売り込みということですね。わかり

ました。

それと、商工政策課、一番お金を使っている

ところですが、頑張る企業応援、宮崎高砂工業
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ほか２企業ということでしたが、内容的にどう

いうところを評価して、どういうふうにされた

のか、どういうところが頑張っていたのか。

○古賀商工政策課長 頑張る企業につきまして

は、商工３団体、宮大、市町村、そういったと

ころから御推薦をいただいたものから選ぶとい

う格好でやらせていただいております。昨年度

は14社の推薦がございまして、昨年度の試みと

いたしまして、それぞれ部門を設けてみまし

た。要するに、業界でオンリーワンの技術を

持っている、もしくは製品を持っているとこ

ろ、もしくは新技術・新製品、もしくは新サー

ビスの部分、もしくは地域資源の活用、もしく

は新分野進出、経営革新なんかをやっている

と。お尋ねの高砂工業につきましては、先ほど

工業技術センターのほうから紹介がございまし

たけれども、エコれんが―地域で埋もれてい

る資源をうまく使って製品化している、こう

いった部分を評価して表彰したということでご

ざいます。

そのほかに、和光コンクリート工業、これは

日向でございますけれども、ここは御存じかも

しれませんけれども、木材を使ったガードレー

ル、そういった格好のものを開発なさっていま

す。当然、２次製品につきましても、立派なも

のをつくっていらっしゃるんですけれども、そ

ういった部分を評価させていただいたというも

のでございます。

もう一つがみやざきバイオマスリサイクル、

これは川南町にございます鶏ふん発電でござい

ます。当然のことながら、ああいった県内固有

の資源を発電に使っている、また焼却灰につい

ては肥料等に資源化されている、そういった部

分を評価して表彰したところでございます。以

上です。

○蓬原委員 わかりました。

あと１件、158ページ、特別会計ですが、小規

模企業者等設備導入資金貸付金と設備導入貸与

資金貸付金、この違いを簡単に教えてくださ

い。

○福田金融対策室長 この２つの違いでござい

ますが、まず158ページの設備導入資金のほうで

ございます。こちらにつきましては、小規模企

業者の方やこれから創業しようとする方が経営

革新及び創業に必要な設備を導入しようとされ

るときに、導入資金の２分の１以内を無利子で

融資するという事業でございます。

片や、159ページの設備導入貸与資金でござい

ますが、こちらにつきましては、同じく小規模

企業者やこれから創業しようとする方が経営革

新、創業に必要な設備を導入しようとされると

きに、希望される設備をメーカーやディーラー

からかわりに購入しまして、その設備を長期低

利で割賦販売またはリースをするという違いに

なってございます。

○蓬原委員 お金を貸すのと機械を貸すことの

違いですね。わかりました。

あと１件です。183ページ、これは企業立地課

に入ります。立地企業フォローアップ対策強

化、この事業は、中馬部長ぐらいだから、４～

５代前の部長さんでしょうか、中国にどんどん

日本の企業が出ていくときに、釣った魚にえさ

をやる事業というか、宮崎からもせっかく誘致

した企業が出ていかないようにというようなこ

とでできた事業だろうというふうに思っていま

す。364企業ということですが、今だんだんと円

高が進んで、さらに九州内から海外に進出する

企業がふえる。ふえた上に、輸入が楽だから、

部品も現地でつくってこっちに持ってきたほう

が楽だということのようです。364企業、努力し
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ていただいているわけですが、県外の本社にも

行かれたということですけれども、その感触と

いうか、例えばことしにかけて、なお円高が進

んで厳しい状況になりつつあるわけですけれど

も、その訪問された企業の感触、ちゃんとフォ

ローアップできているかということなんです

が、そのあたりの状況で得られたものを成果と

して教えてください。

○山口企業立地課長 円高につきましては、確

かに影響が県内企業にも及んでいるということ

で、数社、いろんな御意見を伺っております。

県内にある企業につきましては、いろんなパタ

ーンがございまして、宮崎でつくっているんで

すが、できた製品は本社と円建てでやっている

もので、特に影響はございませんという企業も

ございます。ただ、こちらの工場が、全体の企

業、本社が東京にあれば本社の企業と会計的に

は一緒ということになりますと、本社でドルの

為替レートを90円程度で設定しているようです

けれども、円がそれ以下になりますと、やはり

年間で１円当たり数億という損失が出る。た

だ、こちらは製造しているだけなので、全体的

なものは本社のほうで対応しておりますとい

う、そういった状況でございます。

それ以外には、当面は円高によって生産が落

ちるというような状況は、自動車部品関係なん

ですけれども、特にはないんですが、どちらか

というとエコカー減税といいますか、ああいっ

たものの影響が大きくて生産が落ちていますと

か、円高につきましては、県内ではそういうふ

うな状況のようでございます。以上です。

○蓬原委員 ちゃんとフォローアップの成果が

出ているというふうに評価しますので、これか

らもさらに、せっかく誘致してきた立地企業が

出ていかないように、ひとつ頑張っていただき

たいと思います。

○坂口委員 食品開発センター、参考までに教

えていただきたいんですけれども、平成宮崎酵

母の話があったものですから関連して、焼酎の

品質向上とかよく言われるんですけれども、嗜

好的な品質―品質のよしあしというのをまず

どうやって整理され、どこを目指すのかという

ときのその方向というか、品質の設定の仕方、

何にターゲットを置いて、どこをいいものとす

るのか、どれが劣るものとするのかというのが

なかなか難しいかなと思うんです。どういうも

のかを設定して、それをとにかく目指していく

わけですけれども、そのときに酵母の世界とい

うのはハンティングの世界なのか、それとも改

良の世界なのか、基本的にはどうなっているん

ですか。

○河野食品開発センター所長 焼酎をつくる上

で基本的なのは、今、本格焼酎と言われていま

すけれども、芋であれば芋の特性が何なのか、

甘みがあるとか、香りとかあると思うんですけ

れども、米であれば米の特性があると思いま

す。宮崎県の場合は芋を中心にやっていますの

で、芋のそういった特性をいかに出すかという

ことが一つ大きな課題だと思います。

それから、酵母については、酵母は要するに

アルコールに変えるという物質ですから、酵母

ですべて味が決まるということではないと思う

んですけれども、ただ酵母がアルコールに変え

るといった場合に、アルコールというのも、微

量元素としていろんなアルコールが存在しま

す。そういう微量なアルコールが酒質に影響す

ると言われていますので、酵母によってそうい

う差がないかどうかというのは、一つ酵母の特

性としてあると思います。ただ、今回見つけた

酵母の一番の特徴は、温度が高いところでも
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しっかり働いているということで、今までです

と30度ぐらいで元気がなくなるんですけれど

も、38度ぐらいでも元気がいいということで、

焼酎をつくるのにつくりやすいというところが

あると思います。そういった面で今後、新しい

酵母の特性がもっと温度を上げて生かされてく

るんじゃないか、そういった研究をやっていき

たいとふうに思っています。

○坂口委員 全く素人でかなりわかりづらいこ

とを聞いているから、説明が難しいと思うんで

すけれども、ある品質を目指しますね。例え

ば、海外向けにはこういう焼酎―焼酎に限れ

ば、嗜好だから、おれはこれがいいと言う人、

いや、これが絶対品質的にはまさっているとい

う、優劣つけがたい領域だと思うんです。そう

いう中で、今言われたように酵母のみじゃない

んですけれども、例えばフーゼル分を除去する

のに、一つは真空蒸留というようなこととか、

あるいはそういった物理的なものとかでいろん

なことがセットになると思うんですけれども、

とにかく酵母が影響する領域でのある品質を目

指そうとしたときに、たまたま平成宮崎という

株を見つけて、これが非常に使いやすい、そし

てかなり条件的にも広い範囲で能力を発揮して

くれるというようなことだと思うんです。当

然、その中でうまい焼酎と思われる焼酎につな

がる酵母というものを選んでいかなきゃいけな

いと思うんです。そういうときに、聞きたいこ

とは単純なんですけれども、ハンティングに

よっていろんな性格の酵母を試験研究されて

いって残されていっているのか、それとも、例

えばこの前からの本県の種牛みたいに、品種改

良によって目指そうとする酵母をつくられてい

るのかというのが、基本的にはどの方向でやっ

ておられるのか、全く素人でわからないものだ

から。

○河野食品開発センター所長 酵母としては、

センターのほうで200種類ぐらいの酵母を見つけ

ています。現在、うちのほうでやっているの

は、それぞれの酵母がアルコールをどれだけつ

くるか、そういったので見ていますので、そう

いう面で見て、アルコールをいっぱいつくるも

のを中心に選抜しまして、その中からまたいろ

んな、熱に強いとか、そういうのを勘案しなが

ら、これがいいなということで平成宮崎酵母を

見つけているんですけれども、それ以外にもま

だいっぱいありますので、それは株として残し

ています。そういったものも今後、違った意味

で使えることもあると思いますので、それは保

存してまた違った研究に使っていくことになる

かもしれません。

○坂口委員 まだ知りたいことがあったんです

けれども、そこらでやめておきます。結論的に

は、まだまだいろんな株を確保しなくても、

もっともっと試験的に取り組んでいくものを余

力を持って確保できているということですね。

最終的につなぎたかったのは、そういった株を

たくさん持っておくことがまず大前提かなと

思って、そのときハンティングだったら、いろ

んなところにリサーチをかけて欲しい株を確保

する必要があると。特に登録とかになったとき

がです。改良だったら、それなりのものをたく

さん、いろんな株を改良でまずは誕生させて、

それを登録する必要がある。いずれにせよ、嗜

好の世界だから、今後、嗜好というのは変わり

ますね。それと、マーケティングを広げようと

すれば広げるほど、そこで特に食べ物、飲み物

に対しての嗜好というのは地域性もあるし、文

化もあるし、他との組み合わせもあるしで、い

かに基礎になる、将来可能性を持った株を手に
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しておくということに行き着けるか、それをや

りたくて今、基本的にどういうぐあいに株とい

うのを持っていっているのかなと。あるいは、

どういうところを目指すときに、どういった選

択の仕方で、どういう特性を持った酵母が欲し

いんだということで、それを即座にそろえられ

る状況にあるかなというのを知りたかったんで

す。

○河野食品開発センター所長 酵母は自然界に

たくさんの種類があります。酒造メーカーの中

にも家つきの酵母というのがありますので、そ

ういった酵母を今どんどん選択して集めている

ということです。それから、酵母は、海洋酵母

とか、海の中にもいるということで、そういっ

た海洋酵母を集めて、それを焼酎をつくるとき

の酵母として使うとか、そういったこともやっ

ていますので、いろんな酵母を集めることもセ

ンターのほうではやっています。

○外山 衛委員 159ページになりますけれど

も、この融資制度は、いろんなセーフティネッ

トでもって充実してもらって助かっていると思

うんですけれども、不況で必要とする資金の用

途、例えば設備投資なのか、あるいは運転資金

なのか、そういう内容をある程度把握されてい

るかどうか。②の「セーフティネット貸付によ

る資金繰り支援により、厳しい経済情勢下、倒

産防止に一定の効果があったと考えられる」、

確かにそうなんですが、これが場当たり的な先

送りになってはいけないわけですね。ある程

度、貸し付けたお金の用途とか実情を把握して

いただかないと、「経営改善に一定の成果を上

げた」というのが何となく心配といいますか、

不安もあるものですから、果たして資金がどう

いう使われ方をしているかというのを把握され

ているかどうか。

○福田金融対策室長 融資制度の用途と、倒産

防止にどういう形で役立っているかという趣旨

の御質問かと思いますが、まず用途についてで

ございますが、これにつきましては、大きく設

備資金と運転資金に分けて考えますと、貸し付

けメニューの中でさまざま融資上限額を設けて

おるんですが、平成20年度にセーフティネット

貸付というものをつくっておりまして、これで

あれば、設備資金については5,000万円まで、運

転資金については3,000万円までといったものを

つくっております。今回、口蹄疫が発生した場

合にも口蹄疫緊急対策貸付というものをつくり

まして、これについては緊急の資金ということ

で、運転資金について5,000万円までというもの

をつくっております。こういうふうに時宜に応

じて機動的な対応をとっておるということでご

ざいます。

倒産防止の効果でございますが、こちらにつ

きましては、例えば平成20年度の県内の倒産件

数でございますが、これが107件ございました。

平成20年度にセーフティネット貸付をつくりま

して、全部が全部これのおかげとは言いません

けれども、平成21年度には、倒産件数が平成20

年度に107件であったものが77件に減っておりま

して、30件減っておるというところを見まして

も、セーフティネット貸付を初めとする融資制

度の効果が一定程度あったものと考えてござい

ます。

○外山 衛委員 言いたいのは、制度はいいん

です。確かに必要な制度でありますけれども、

一抹の不安があるのは、借りるときには当然、

設備投資、いろんな名目をつけて借りるわけだ

けれども、実態が、少し注意しないと、あると

き一遍にいろんなしわ寄せが来るような気がす

るので、把握をお願いしたいと思います。捜査



- 21 -

機関じゃないからもちろん無理だけど……。

○福田金融対策室長 条件変更等についても、

昨年の12月に金融円滑化法が成立しておりまし

て、こういった点も踏まえて各金融機関にお願

いをしてまいりたいと考えてございます。

○新見委員 商業支援課長にお伺いしたいと思

います。成果に関する報告書の173ページです。

実務型ＩＴ人材養成ということで研修を実施さ

れておりますけれども、ＩＴ関連企業に就職を

希望する方々に対しての研修というのなら意味

がわかるんですけれども、既にＩＴ企業に職を

得ている方々に対して県がこういったＩＴ研修

をする、この意味が余りよくわからない。本来

だったら、それぞれのＩＴ企業が自分ところの

責任でもって、いろんな業種、いろんな企業が

あるでしょうから、それぞれの企業に応じた研

修をすべきじゃないかと思うんですけれども、

県があえて、既にＩＴ企業に在職している方々

に対しての研修をする意味をちょっと教えてい

ただきたいと思います。

○金子商業支援課長 確かに、新見委員おっ

しゃる点、十分に理解できるところもございま

すけれども、宮崎県の地域産業の集積というこ

とで４本柱を立てておりますが、その中に一

つ、ＩＴ産業の集積を掲げております。当然、

企業立地局と一緒になりまして、ＩＴ産業の集

積を図っているところでございますが、やはり

ＩＴ産業を支える人材養成という形が必要に

なってまいりますし、また経営のＩＴ化を図る

上での、それによってＩＴ産業市場が広がると

いう点もございます。そういった意味で、既に

採用されている実務者につきましても、よりレ

ベルアップを図っていただいて経営ＩＴ化につ

なげていただきたいという趣旨を込めまして、

マネジメントコースというのと、ソフトウエア

開発あたりを入れまして、後押しをしていると

いうふうな趣旨でございます。

○新見委員 これは数社が一堂に会して研修を

受けるというイメージでとらえてよろしいんで

しょうか。

○金子商業支援課長 それぞれマネジメントコ

ースが７回、ソフトウエアが17回というふうに

回数を分けまして、機会をなるべく確保するよ

うな形で運用しているところでございます。

○新見委員 企業立地課長にお伺いしたいと思

います。183ページに企業誘致活動ということ

で、企業誘致コーディネーターを配置した事業

がございますが、企業誘致コーディネーターを

設けてから何年か、私も記憶ありませんが、何

年ぐらいたったか、それと採用期間はどうなっ

ているかを教えてください。

○山口企業立地課長 コーディネーターは平

成20年度の事業でございまして、６月に公募を

かけまして、５名を選んでおります。20年の８

月から活動を開始していただいております。183

ページに書いてございますように、東京に２

名、大阪に１名、名古屋に１名、福岡に１名と

いうことで、それぞれ企業を回って本県の立地

環境をＰＲしていただいているんですが、これ

は国が３分の２補助しておりまして、実質、事

業は財団でやっていただいているわけなんです

が、３分の１は県のほうで負担をしておりま

す。事業的には、この事業が本年度までとなっ

ております。この事業につきましては、以上で

ございます。

○新見委員 先ほど、実績として1,980社訪問さ

れたということでしたが、コーディネーターを

配置する前はどれぐらいの訪問、要するに、東

京事務所の職員だけで回る時代はどれぐらい訪

問できていたのかを教えてください。
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○山口企業立地課長 事業が20年度からという

ことで、その前は県職員でずっと回っておりま

した。統計をとってございませんで、おおむ

ね800から900は回れていたんじゃないかと思い

ます。ただ、21年度でいいますと、コーディネ

ーター５名で990社回っていただいております。

県職員が998社ということで、合計が2,000社弱

になっているということでございます。以上で

ございます。

○新見委員 184ページですけれども、立地環境

視察のために来県した企業数、目標値はずっ

と60社ですけれども、実績として21年度は前年

度と比べて約倍、来県しておりますが、これに

ついては何か特別大きな要因があったかどうか

を教えてください。

○山口企業立地課長 昨年度は確かに前年度に

比べて倍ぐらい来ております。これは理由がご

ざいまして、名古屋商工会議所の若手の経営者

の皆さんで若鯱会というのがございまして、そ

ちらの皆さんが、いろいろ企業団地等を見るの

も兼ねて、私どもの県のほうを訪問されまし

て、皆さんに対しまして本県の立地環境を説明

して、知事からもＰＲしていただいたんです

が、後、市内の団地を視察していただいたとい

う実績がございまして、これは向こうのほうか

らぜひ宮崎をということでございましたので、

こういった数字になっております。

○新見委員 若鯱会が視察に来られた結果、実

際、誘致に結びついたのはあるんでしょうか。

○山口企業立地課長 現在、特にはございませ

ん。

○太田委員 いろいろ事業については質疑があ

りましたので、私は不用額についてのみ質疑を

したいと思います。不用額が残ったということ

については、補助金の確定とか、入札残とかい

うことで、それはそれでいいだろうと思いま

す。また、不用額については翌年度に繰り越さ

れて、翌年度、いい意味で使われたり、または

基金に入ったりということで、残ったからとい

うことで悪いという意味でもありませんし、逆

に今度は、不用額をその年度にうまいぐあいに

使って、その予算を使い切ることがまた県内の

活性化につながるんじゃないかという意味で

は、残すことがいいのか、使い切るのがいいの

か、それぞれ理由があるだろうと思います。不

用額が残ったからとかいって職員の方に萎縮し

てもらうような気持ちではなくて、ちょっとお

聞きしたいと思います。

資料の９ページです。工業支援課のところ

で、先ほど、需用費のところで230万円近く残っ

たということで、節約をしましたという話があ

りました。節約ということも大事なことだろう

と思いますが、このあたり、どういった形での

節約をされたのか、お聞きしたいと思います。

○冨髙工業支援課長 ９ページの需用費につき

ましては、工業技術センターと食品開発センタ

ーの需用費ということでございまして、消耗品

代、ここはいろんな薬剤ですとか、かなり多額

のものを購入するといったことがございまし

て、そういったものの執行残、それと庁舎と研

究機器の修繕、そういったものが予定よりかか

らなかったというようなことの部分でございま

す。

○太田委員 わかりました。

あと２つほどそういう視点でお聞きします。

４ページの商工政策課のほうですが、備品購入

費が52万円ほど残っておりますが、普通、備品

購入費というと、使ってみようかなといいます

か、気持ちとしては使う方向に行くんですが、

残されたというのも節約という美徳かもしれま



- 23 -

せんけれども、その辺はどうだったんでしょう

か。

○古賀商工政策課長 これは、緊急に必要な部

分が出た場合に予備費的に計上されているもの

で、各部の連絡調整課にそれぞれ50万円程度ず

つ予算化されたもので、緊急な事態が発生しな

かったので、その分については執行しなかった

ということでございます。

○太田委員 わかりました。

最後になります。同じところに交際費という

のがあります。県土整備部のほうにも交際費と

いうのがあるんですが、このように交際費と出

されると使いづらいのかなと。県土整備部のほ

うも執行残でそのまま残っているんです。いい

意味で使われる必要があるんじゃないかなとい

う思いも込めながら、この交際費というのは例

えばどんなふうに使う予定だったんでしょう

か。

○古賀商工政策課長 慶弔費とか、そういった

もので予定しているわけでございますけれど

も、昨年度につきましては、そういった事態が

発生しなかったということでございます。

○太田委員 主に慶弔費ということなんです

ね。いい意味で使われるときには使っていただ

きたいなということであります。わかりまし

た。

○水間主査 では、午前の最後になりますが、

山下副主査。

○山下副主査 商工政策課にちょっとお聞きし

たいんですが、158ページの中山間地域商業活性

化、この事業は何年ぐらいになるんでしょう

か。

○古賀商工政策課長 これは20年度からの２カ

年間の事業でございます。

○山下副主査 もうことしはないんですね。で

は、この実績と、どういう評価をされているの

か、お伺いしたいと思います。

○古賀商工政策課長 この事業は、中山間地域

における商業機能をいかに残していくかという

ことと、一方では買い物難民というふうに言わ

れているわけですけれども、そういった方々に

いかにつないでいくかということで、中山間地

域を中心とした宅配事業を何とかうまく展開で

きないだろうかということでやっている事業で

ございまして、21年度は南郷の商工会と北郷の

商工会、２カ所でやっていただいたところでご

ざいます。結論から申し上げますと、コストが

かかる割には需要がなかったということで、事

業化にはまだ至っておりませんが、このうち南

郷商工会につきましては、今年度もほかの事業

で何とかうまくやっていきたいということで続

けていらっしゃいます。残念ながら、北郷の商

工会につきましては、ちょっと見込みが立たな

いということで、今年度は実施されていないと

いう状況でございます。

○山下副主査 中山間地域は、お年寄りだけで

すね。たまにコンビニができているぐらいで、

高齢者の人というのは本当に買い物に苦労され

ていると思うんですが、これが定着できる方向

で検討されたのかなと思うんですが、実は都城

でも以前、ＪＡ都城が宅配事業をやっていたん

です。これも言われたように採算が合わないと

いうことで、もう４～５年前ですか、廃止に

なったんですが、私は、移動販売というのに

ちょっと魅力を感じたんですけれども、これも

定着できないんでしょうか。

○古賀商工政策課長 実は、北郷の商工会、こ

れはことしやっていないんですけれども、昨年

度の試みの中では、移動販売をやっている方

に、やめようとされていたんですが、この事業
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で何とかやってもらえないだろうかということ

でお願いをしたんですけれども、やはり採算が

とれないということで断念をしたという状況に

ございます。

○山下副主査 わかりました。

商業支援課にお伺いしたいと思うんですが、

これだけ県内各地、いろいろ事業を組まれて、

中心市街地の空洞化に歯どめはかからないです

ね。その辺の見解と、何かいい施策、そういう

ことを考えておられるか、お聞きしたいと思う

んです。

○金子商業支援課長 痛い御質問でございまし

て、ずっと毎年、定点観測で空き店舗等の調査

をしておるんですけれども、年々、率は下がっ

ていく一方でございます。国の商業振興施策あ

たりが郊外への出店を認めていた時期があっ

て、それを今また方針変換して、中心市街地に

持ってこよう、コンパクト化しようというふう

にまた政策が大きく変わったという状況がござ

いまして、郊外に一定の商業集積ができており

ますので、そこをまたもとに戻すというのは大

変厳しい状況もございます。それから、やはり

個々の商店もそうなんですけれども、経営者の

高齢化とか進んでおりまして、また後継者もい

ないとかいう形になっていまして、街の一番顔

であった中心市街地がだんだん廃れていく現象

は、全国的に見ても歯どめがかからない状況に

ございます。とはいえ、全国の、例えば隣の大

分県には豊後高田市とかございますが、あれは

昭和の町、そういうコンセプトのもとに、寂れ

廃ったものを逆に磨いて、一定の集積があると

いうことで、もちろんそこに住んでいる方だけ

でなく周りから、半分、観光地化というような

形で足を運んでいただいて、商業が再活性化す

るというふうな動きも出てきております。県内

におきまして、今、私どもがまちなか商業再生

事業の中で高鍋町を後押ししておりまして、あ

そこは、次世代を担う若手の経営者を中心に、

まちづくりの視点に立った、あそこは城下町と

いう資産がありますので、そこを活用した新た

な商店街の活性化、中心市街地の活性化という

取り組みを進めております。昨年度から始めま

して、来年度まで３カ年支援をしていく予定な

んですけれども、そういった意味で、次の世代

がリーダーとなって真剣に向き合って、地域商

業なり中心市街地のにぎわい創造に向けて、

今、取り組み始めていますので、できました

ら、そういったものをモデルにしまして、それ

がまた県下のほうにも波及していくといいなと

いうふうには思っているところでございます。

○山下副主査 都城の中心市街地ですが、過

去10年かけて400億ぐらい投資して東部開発を

やったんです。大丸の裏通りなんですが、すご

くいい町なかになったんです。その中で、セン

ターモールを40何店舗入ってやっていたんです

が、今回、閉店という形で残念な結果になりま

した。それを見ておりまして、どうしたら中心

市街地というのが―都城市もあれだけの投資

を長期計画でやったのに、これが崩れてくるん

です。私は、やはり根本的な対策、対応という

のが、国が指針変更をやって大店法も制限をか

けてきた、もう間に合わないと思うんです。県

内各地で、宮崎市内もそうでしょうし、だから

本当にこの問題解決を、何かを持ってこないと

だめかなと。以前、部長ともお話ししたことが

あったんですが、福祉のまちづくりとか、いろ

んな形で宮崎の中でそういう議論というのは起

きてきていないのかどうかをちょっとお聞きし

たいと思うんですが、都城の実態も踏まえて、

どう考えておられるのか、お聞きしたいんで
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す。

○金子商業支援課長 おっしゃられるように、

都城大丸もあれだけの整備をしておりながら、

やはりあれだけ郊外に大きな量販店ができてい

る中で、しょせんその地域商圏のパイというの

が限られた中で奪われていったというふうな状

況、直接、会長様からもお話を伺ったことがあ

るんです。やはり中心部に住まないというのが

一つ大きな阻害要因としてあるというふうなこ

とを力説されておられまして、例えば宮崎市に

おきましても、中心市街地活性化の国の計画の

認定を受けておりますけれども、やはり少子高

齢化になって、中心部に都市型のマンションが

建って、そこに郊外に住んでおられた方が移っ

てこられるとか、そういうふうな、いわゆる居

住誘導というんでしょうか、そのような形を

とっていかない限りは、買い物についてはほと

んど郊外の量販店で用が足せる、そういうよう

な状況もありますので、そこらが本当に商業政

策を超えた都市政策というか、そういったかな

り総合的な対策をつくっていかない限りはなか

なか厳しいんじゃないかなというふうに思って

おります。ちょっと答えになっておりませんけ

れども……。

○山下副主査 部長はどうお考えでしょうか。

○渡邊商工観光労働部長 今、商業支援課長が

言った問題、我々もいろいろ議論していまし

て、去年から私、ずっとこの議論をやっており

ます。究極は、まちづくりをどうするかという

話で、町の中に顔が要るのか要らないのかと、

そこからまず話さないと、顔が要らないという

ことであれば、もう中心市街地は要らないとい

うことで、だから、そこを町としてどう考える

かということだろうと思うんです。これはもう

商工観光労働部を超えていまして、副主査とも

以前、議論したこともありますけれども、我々

としては、県土整備部、商工観光労働部、関係

各部が集まって、横軸でいろいろ議論しなきゃ

いけないなと。いろんなことをやっているんで

すけれども、おっしゃるとおり、どんどん空洞

化が進んでいるという状況でございますので、

議会のほうとも協力しながらやっていくしかな

いのかなと思っています。我々も大きなテーマ

として認識しておりますので、よろしくお願い

したいと思います。

○水間主査 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 なければ、以上をもちまして、前

半のグループの審査を終了したいと思います。

執行部の皆様方、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後１時10分再開

○水間主査 分科会を再開いたします。

平成21年度決算について、労働政策課、観光

推進課、みやざきアピール課の審査を行いま

す。それぞれ御説明をお願いいたします。

なお、委員の質疑は、３課の説明がすべて終

了した後にお願いをいたします。

○篠田労働政策課長 労働政策課の平成21年度

決算につきまして、御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。労働政策課の一般会計予算額は87億9,849

万2,000円、支出済額は86億9,216万5,815円、不

用額１億632万6,185円、執行率は98.8％となっ

ております。

目の執行残が100万円以上のもの及び執行率

が90％未満のものにつきまして、御説明いたし

ます。12ページをお開きください。（目）労政
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総務費であります。不用額は8,589万977円と

なっております。その主な理由でありますが、

（節）報酬の不用額304万6,750円、（節）旅費

の不用額273万5,946円、（節）使用料及び賃借

料の不用額234万9,440円につきましては、若年

者の就労支援、家内労働等に対応するため設置

しております雇用推進員の経費や就職相談支援

センターの運営等におきまして、執行残が生じ

たものであります。（節）役務費の不用額221

万6,598円、（節）委託料の不用額716万8,223

円、13ページの（節）負担金補助及び交付金の

不用額3,773万2,464円につきましては、緊急雇

用創出事業臨時特例基金事業費及びふるさと雇

用再生特別基金事業費におきまして実施しまし

た市町村補助事業や、ふるさと雇用再生特別基

金事業費で実施しました民間企画提案型事業の

事業費の確定等による執行残が生じたものであ

ります。次の（節）積立金の不用額3,0 0 0

万1,493円につきましては、緊急雇用創出事業臨

時特例交付金の追加交付額確定等に伴い、執行

残が生じたものであります。

次に、同じ13ページ、（目）労働教育費であ

ります。不用額は161万4,465円、執行率が73.1

％となっております。その主な理由であります

が、（節）報償費の不用額100万円ですが、中小

企業の労使双方からの相談に対しまして助言指

導等を行う労働指導相談事業におきまして、執

行残が生じたものであります。

次に、14ページをごらんください。（目）職

業訓練校費であります。不用額は1,702万4,863

円となっております。その主な理由であります

が、次の15ページをお開きください。（節）報

償費の不用額898万185円につきましては、委託

訓練に係る訓練手当が見込みを下回ったこと等

により執行残が生じたものであります。（節）

委託料の不用額198万8,356円ですが、保安委託

の入札残及び離転職者等に対する委託訓練事業

費が見込みを下回ったこと等により執行残が生

じたものであります。（節）備品購入費の不用

額108万4,355円につきましては、訓練用機械器

具購入におきまして、執行残が生じたものであ

ります。

以上が労働政策課の平成21年度決算でありま

す。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の労働政策課

のインデックスのところ、175ページをお開きく

ださい。まず、１）の安心と活力に満ちた長寿

社会づくりについてであります。主な事業につ

いて、施策推進のための主な事業及び実績欄で

御説明いたします。シルバー人材センター支援

でありますが、高年齢者に就業の機会を提供

し、社会参加の取り組みを促進するため、県内

全域で事業の周知啓発等を行っているシルバー

人材センター連合会への運営費補助を行ったと

ころであります。

次に、176ページをお開きください。１）の産

業人材の確保・育成についてであります。主な

事業について御説明いたします。施策推進のた

めの主な事業及び実績の技能向上対策でありま

すが、ものづくりアドバイザー派遣事業や匠の

技チャレンジ教室等を行い、ものづくり体験を

通じて次代を担う小・中・高校生の勤労観や職

業観の醸成に努めたところであります。また、

一般県民を対象とした技能まつりをイオンモー

ル宮崎内で開催し、多くの方にミニ盆栽や印章

彫刻など各種の技能を体験してもらうことによ

り、技能や技能士に対する認識の高揚に努めた

ところであります。
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次に、177ページをごらんください。県立産業

技術専門校につきましては、平成21年度は４訓

練科、１、２年生合わせて149人に対しまして訓

練を行い、69名を送り出したところであります

が、就職希望者のほぼ全員が希望どおりの就職

をいたしております。また、高鍋校におきまし

ては、３訓練科41人に対しまして訓練を行った

ところであります。委託訓練につきましては、

離転職者や母子家庭の母等を対象とした訓練コ

ースを設け、パソコン操作のスキルアップ等の

訓練を実施し、早期の就職に努めました。

次に、178ページをお開きください。２）就労

支援と職場環境の整備についてであります。主

な事業につきましては、179ページをごらんくだ

さい。Ｕ・Ｉターン対策でありますが、ふるさ

と雇用情報センターの運営や県外３会場でのふ

るさと就職説明会を開催し、Ｕ・Ｉターン希望

者の掘り起こしを行い、県内への有能な人材の

環流促進に努めたところであります。

次に、○改 県内就職促進強化でありますが、県

内６地区での県内就職説明会の開催等、雇用の

掘り起こしや出会いの場の確保、また企業情報

の発信等を行い、県内就職の促進及び県内企業

の人材確保を図ったところであります。

次に、180ページをお開きください。○新緊急雇

用創出事業臨時特例基金事業費と次の○新 ふるさ

と雇用再生特別基金事業費でありますが、現下

の厳しい雇用情勢を踏まえ、非正規労働者、中

高年齢者等の一時的な雇用・就業機会の創出、

または地域求職者等の安定的な雇用機会の提供

を図るため、市町村補助事業等、積極的に事業

を展開し、雇用創出に努めたところでありま

す。

次に、○改 若年者自立支援強化についてであり

ますが、宮崎、延岡に設置しております若年者

就職相談員や地元のキャリアコンサルティング

サポーターを活用した県内４地区での個別就職

相談の実施や、国が設置する宮崎若者サポート

ステーションにおいてセミナーの実施や心理カ

ウンセリング相談等を行い、フリーター、ニー

トなど若年者の職業的自立の促進を図ったとこ

ろであります。

次に、181ページをごらんください。労働福祉

ですが、労働金庫に貸付金の預託を行うことに

より中小企業の労働者を対象とした低利の融資

を実施いたしました。平成21年度は、教育資

金、一般生活資金、合わせて計39件の貸し付け

を行ったところであります。

主要施策の成果についての説明は以上であり

ます。

次に、監査における指摘事項につきまして、

御説明いたします。

決算特別委員会資料にお戻りいただきまし

て、21ページをお開きください。２）の支出事

務についてであります。「シルバー人材センタ

ー連合会支援事業補助金等について、交付決定

事務がおくれているものが見受けられた」とい

う指摘であります。これにつきましては、今後

は、速やかに交付決定事務を行うとともに、適

切な補助金等の執行管理を行うよう職員に周知

徹底を図ったところであります。

監査における指摘事項についての説明は以上

であります。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告すべき事項はありません。

労働政策課の説明は以上であります。

○後沢観光推進課長 観光推進課の平成21年度

歳出決算について御説明いたします。

資料は同じく決算特別委員会資料の２ページ

をお開きください。当課は一般会計と特別会計



- 28 -

がございます。まず、一般会計でございます

が、一般会計予算額は11億8,311万3,000円、支

出済額は11億7,666万5,354円、不用額は644

万7,646円、執行率は99.5％でございます。ま

た、特別会計でございますが、えびの高原スポ

ーツレクリエーション施設特別会計と県営国民

宿舎特別会計の合計の数値が記載されてござい

ます。予算額は７億3,440万7,000円、支出済額

は３億5,460万4,240円、翌年度への明許繰越額

は３億7,968万6,000円、不用額は11万6,760円、

執行率は48.3％でございます。

次に、17ページをお開きください。初めに、

一般会計について御説明いたします。（目）観

光費で不用額が644万7,646円となっておりま

す。主な理由といたしましては、おもてなし日

本一観光案内板整備事業の工事請負費の入札残

や、九州新幹線観光バスルート実証実験事業の

委託料の執行残、そのほか各種補助金の執行残

などによるものでございます。

次に、18ページのえびの高原スポーツレクリ

エーション施設特別会計についてでございま

す。（目）観光費は、予算額２億2,668万3,000

円、支出済額が375万4,666円となっておりま

す。執行率が1.7％となっておりますが、これ

は、修繕工事等につきまして必要な工期が不足

すること等から、翌年度に２億2,289万3,000円

を明許繰り越ししたことによるものでございま

す。

次に、19ページ、県営国民宿舎特別会計につ

いてでございます。（目）観光費でございます

が、予算額１億9,544万8,000円、支出済額3,862

万5,320円となっております。執行率19.8％と

なっておりますが、これは、修繕工事等につき

まして必要な工期が不足すること等から、翌年

度に１億5,679万3,000円を明許繰り越ししたこ

とによるものでございます。

歳出決算の説明は以上でございます。

次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。お手元の平成21年度宮崎県歳入歳出

決算書の特別会計の６ページでございます。え

びの高原スポーツレクリエーション施設特別会

計でございますが、歳入合計欄をごらんくださ

い。予算現額２億2,980万5,000円、調定額２

億2,980万5,178円、収入済み額２億2,980

万5,178円で、収入未済額はございません。

次に、８ページをお開きください。県営国民

宿舎特別会計でございます。歳入合計の欄をご

らんください。予算現額５億460万2,000円、調

定額５億460万3,944円、収入済み額５億460

万3,944円で、収入未済額はございません。

特別会計の歳入予算につきましては、以上で

ございます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

お手元の平成21年度主要施策の成果に関する

報告書、観光振興課のインデックスのとこ

ろ、185ページでございます。経済・交流の舞台

づくりの３の１）の（１）の地域の資源を生か

した元気な観光地づくりについてでございま

す。主な事業につきまして、施策推進のための

主な事業及び実績欄で御説明いたします。○新 観

光振興応援につきましては、観光振興を図る企

画を公募いたしまして、ＮＰＯ法人など県内の

商工観光関係の８団体に委託したものでござい

まして、観光振興のための主体的な取り組みが

進められて、県内観光を支える体制整備の充

実、人材の育成が図られたところでございま

す。

次に、○改 コンベンション等開催支援について

でございます。これまでのノウハウを生かしな
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がら、50件のコンベンション等の開催支援を実

施するとともに、アフターコンベンションの受

け入れノウハウなどが蓄積されたところでござ

います。

次に、○新 創造・再生！新みやざき観光地づく

りについてでございますが、観光地づくりプラ

ンに基づいた取り組みに対して補助を行うもの

でございまして、串間市、えびの市、高原町、

日之影町の４地域におきまして、地域資源を生

かした魅力ある観光地づくりのためのプラン策

定やハード・ソフトの取り組みが進められたと

ころでございます。

次に、186ページをお開きください。○新一村一

祭アピールにつきましては、一村一祭及び宮崎

観光遺産の魅力を県内外にアピールするととも

に、それらを観光面で活用する市町村等の取り

組みを支援したことにより、交流促進など地元

の主体的な取り組みが進められたところでござ

います。

次に、187ページをごらんください。（３）の

効果的な情報発信と快適な受け入れ環境づくり

についてでございます。○改 宮崎おもてなし日本

一実現につきましては、研修会の開催や観光ボ

ランティアの支援のほか、おもてなし日本一に

向けた標語やシンボルマークの作成などにより

まして、県民のおもてなし意識を高めることが

できたところでございます。

次に、188ページをお開きください。○改フィル

ムコミッション促進・展開につきましては、ロ

ケ地情報の提供や撮影の支援等、フィルムコ

ミッションの活動を通じて本県での映画・ドラ

マ等の受け入れが促進されたところでございま

す。

次に、○新 九州新幹線誘客対策につきまして

は、南九州３県連携によるＰＲや観光列車の運

行支援などの実施によりまして、全線開通に

よって身近になる本県のＰＲを実施したところ

でございます。

次に、○新 みやざき恋旅プロジェクトにつきま

しては、宿泊施設等とタイアップしたキャンペ

ーンや携帯電話を活用した周遊企画などの取り

組みを通じまして、恋愛成就や縁結びなどにゆ

かりの地を結ぶ本県の新たな魅力である恋旅の

ＰＲを実施することができたところでございま

す。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は、以上でございます。

次に、監査における指摘事項等についてでご

ざいます。

もう一度資料をお戻りいただいて、決算特別

委員会資料の21ページをお開きください。

（２）の支出事務についてでございます。「お

もてなし推進活動支援事業補助金について、対

象事業の進行管理が適切に行われていなかった

ことから、一部補助事業ができず事業の目的が

十分に達成されない状況となっていた」という

指摘でございます。これにつきましては、職員

に対して補助金交付規則・要綱を遵守するよう

指導を徹底するとともに、受託者に対しまして

も、補助金交付規則・要綱の内容について詳細

に説明するようにし、また受託者と緊密に連絡

・連携をとることで対象事業の進捗状況を的確

に把握し、計画変更等が判明した場合には、受

託者との協議を迅速かつ的確に行い、補助事業

の実施に万全を期するよう指示したところでご

ざいます。

次に、お手元の平成21年度宮崎県歳入歳出予

算決算審査及び基金運用状況審査意見書の38ペ

ージをお開きください。（６）えびの高原スポ

ーツレクリエーション施設特別会計に関する審
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査の意見・留意事項等についてでございます。

「翌年度繰越工事となったレクリエーション施

設（スケート場施設等）については、施設が有

効に活用されるよう、指定管理者と十分連携を

とりながら、効率的な管理運営を行うことが望

まれる」との意見をいただいております。これ

につきましては、スポーツレクリエーション施

設につきましては、建設から20年余が経過した

ため、より安定的かつ快適なサービスが提供で

きるよう、ことし11月末のスケートシーズンに

向けまして、製氷設備の更新工事等を実施して

いるところでございます。今後は、リニューア

ルオープンを機に、より一層のＰＲの強化や利

用の促進が図られ、適正かつ効率的な管理運営

が行われるよう、指定管理者に対する指導・支

援に努めてまいりたいと考えております。

続きまして、同じ資料、40ページをお開きく

ださい。（８）県営国民宿舎特別会計に関する

審査の意見・留意事項等についてでございま

す。「現在、県営国民宿舎は指定管理者に運営

を行わせているが、経営収支は高千穂荘で前年

度に続き利益を計上したものの、えびの高原荘

においては損失を計上している。このため、利

用者の確保や適正な管理運営等について、引き

続き指定管理者と十分連携をとりながら、効率

的かつ安定的な施設の管理運営を行うことが望

まれる」との意見をいただいております。これ

につきましては、これまでも経営改善について

は指導を行っているところでございますが、今

後とも、各指定管理者に対し、基本協定書等に

基づく管理運営が的確に実施されるよう指導・

支援を行うほか、施設が有する宿泊、休養と

いった機能・サービスをより多くの観光客の皆

さんに安定して提供できるようにするため、必

要な施設の修繕や、指定管理者とも連携した当

該エリアへの誘客対策等に努めてまいりたいと

考えております。

観光推進課の説明は以上でございます。

○小八重みやざきアピール課長 みやざきアピ

ール課の平成21年度歳出決算について御説明い

たします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。みやざきアピール課は、一般会計予算額

は１億9,949万9,000円、支出済額は１億9,730

万5,501円、翌年度繰り越しはございません。不

用額が219万3,499円、執行率は98.9％でありま

す。

次に、目の執行残が100万円以上のものについ

て御説明いたします。20ページをお開きくださ

い。本課の場合、予算上の目は観光費一本でご

ざいますが、観光費におきまして、不用額が219

万円3,499円となっております。これは、スポー

ツランドみやざき受け入れ基盤強化事業におい

て市町村が実施いたしますスポーツ施設等整備

に係る補助金の額の確定による減額、こういっ

たものに伴うものでございます。

歳出決算についての説明は以上でございま

す。

引き続きまして、主要施策の成果について御

説明いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書のみ

やざきアピール課のインデックスのところ、190

ページになりますが、お開きをいただきたいと

思います。３の活力ある地域づくりの１）の

（２）スポーツランドみやざきの全県的な展開

についてであります。主な事業については、施

策推進のための主な事業及び実績の表で御説明

いたします。まず、スポーツランドみやざき誘

致促進につきましては、スポーツキャンプ・合

宿の誘致競争が激しくなる中で県外からの一層
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の誘致を図るため、本県の恵まれたスポーツ環

境の情報を発信いたしますとともに、プロスポ

ーツに限らず、企業、大学等、さらには旅行エ

ージェントに対して誘致セールス活動を実施い

たしました。

スポーツランドみやざき受け入れ基盤強化に

つきましては、市町村が有するスポーツ施設の

効果的な改修等を支援し、スポーツキャンプや

合宿の定着化や新規誘致のための環境整備を

図ったところであります。

次に、マリンスポーツパラダイスみやざき強

化につきましては、サーファーに人気の高いサ

ーフスポットであります高鍋町蚊口浜のトイ

レ、シャワー等の施設整備に対し支援を行い、

利便性の向上を図るなどいたしたところでござ

います。

次に、191ページ、（３）効果的な情報発信と

快適な受け入れ環境づくりについてでありま

す。みやざきＰＲネットワーク強化につきまし

ては、本県にゆかりのあります方々や本県に親

しみや興味を持ってくださる方々に、みやざき

大使、みやざき応援隊を委嘱いたしまして、全

国各地で本県に関する情報の発信を行っていた

だいたところでございます。

みやざき総合ＰＲ推進につきましては、農畜

産物や特産品、観光など、本県の総合的な魅力

を効果的にアピールするために、大手民間企業

等と連携をいたしまして、首都圏を中心に集中

的なＰＲを実施いたしますとともに、さまざま

な機会をとらえてマスメディアを活用した情報

発信を行ったところであります。

宮崎情報発信マガジン発行につきましては、

食や旅を中心とした本県の魅力を掲載したグラ

フ誌を作成、発行いたしまして、本県ならでは

の旬の情報を発信したところでございます。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は、以上でございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告すべき事項はございません。

みやざきアピール課は以上でございます。

○水間主査 以上、３課について説明が終わり

ました。委員の皆さんからの御質疑はありませ

んか。

○蓬原委員 177ページです。労働政策課の県立

産業技術専門校、全員就職ができたという報告

だったと思っています。県内、県外、それから

どういう職種に就職をしていったのか、進路を

教えてください。

○篠田労働政策課長 西都の専門校のほうなん

ですけれども、これにつきましては、就職率

は98.6％でございます。69名のうち68名の就職

で、１名の方が決まらなかったという状況でご

ざいます。県内就職が31名、県外就職が37名と

なっております。職種は、皆さんそれぞれ訓練

科で訓練したような職種についております。例

えば、木造建築科であると、工務店関係とか建

設会社等に勤めております。構造物鉄工科であ

れば、やはり鉄工所とか、例えば川崎重工業、

そういうところに就職しております。それか

ら、電気設備科は、県内であれば宮崎の明光

社、三桜電気工業、そういうところに就職して

おります。建築設備科は、宮日設備、管工事協

同組合、そういうところに就職しております。

○蓬原委員 川崎重工、超ビッグビジネス、そ

ういう大きな第一部上場の会社もあるんです

か。

○篠田労働政策課長 職業訓練指導員の方が、

コネかなんかで県外のいろんなところに回られ

て、そういう大手のところにも就職するように

努力されております。
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○蓬原委員 １人だけ。

○篠田労働政策課長 ほかには、例えば構造物

鉄工科でありますと、大きなところでいいます

と、横河ブリッジ、川崎重工業、それから山九

株式会社、北九州にあるんですが、そういうと

ころに就職しております。

○蓬原委員 なかなかいい成果が出ているよう

です。

それから、191ページ、みやざき総合ＰＲ推進

というのがありますね。ここに大手民間企業等

との連携というのがあるんですけれども、これ

は、宣伝する会社の大きいところという意味な

のか、今出た川崎重工とか、そういう大きな会

社の中に入って内部で宣伝するという意味なの

か、ちょっとその辺を教えてください。

○小八重みやざきアピール課長 これは、大手

の量販店、例えばイオンでございますとか、そ

ういったところを指しております。

○蓬原委員 例えば、ナショナルならナショナ

ルという何十万人という企業があります。川崎

重工なら川崎重工という会社があるんです。一

つの村社会と同じですね、企業というのは。そ

ういう内部に入って、内部を利用して宮崎とい

うのを会社の中にＰＲしていくのも一つの手

じゃないのかなということを私は昔から思って

いるものですから、聞いたところでありまし

た。決算ですから、そこまでは議論しません。

あと一点は、フィルムコミッション、188ペー

ジ、鳥取の「ゲゲゲ」の二番せんじ、三番せん

じなんですけれども、都城も二番せんじ、三番

せんじになるんですけれども、都城は「釣りバ

カ日誌」の山崎十三さんという、結構有名な映

画なんですが、先ほど山下委員からも中央商店

街が、市街地がかなり空き店舗が多い、シャッ

ター通りだというような話があったんですけれ

ども、このフィルムコミッションの中で、縁が

あるといえば、山崎十三さんというのは都城出

身なので、私は昔から思っているんだけど、う

まく映画なんかできないのかなと思うんだけれ

ども、実績がないからお尋ねしているんです

が、こういう働きかけしたことはなかったんで

すか。

○後沢観光推進課長 今お名前の出た山崎先生

についてお願いしたということは残念ながらな

いんですけれども、昨年度ということに限らず

過去から、例えば大きい話だと大河ドラマで神

話とか、そういったものが取り上げられないの

かという話を個別に持ちかけるという活動はし

ております。

○水間主査 ほかにありませんか。

○外山三博委員 観光推進課でコンベンション

の範疇に入るものは。

○後沢観光推進課長 最近、コンベンションと

いうよりもＭＩＣＥ（マイス）という言い方を

国なんかはするようになっていますけれども、

いわゆる会議のほかに、例えば見本市みたいな

ものだとか、各種大会とか、そういうものを広

く含む概念としてコンベンションととらえられ

ていまして、うちの県ではずっとコンベンショ

ンという言葉を使っていますが、意識として

は、会議ですとか、見本市ですとか、いろんな

大会、スポーツ大会という意味じゃなくて、そ

ういったものを広く含んでおります。本県の場

合に一番多いのは会議、あとインセンティブツ

アーみたいなもの、この２つが大体を占めてお

ります。

○外山三博委員 スポーツの合宿とスポーツ大

会、全国何とか大会、バスケットとかあります

ね。この辺はどういう区分けというか、スポー

ツの合宿で誘致しているのが204団体、スポーツ
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の大会というのはこれに入っているんですか。

○後沢観光推進課長 スポーツの大会について

は、ここで言うコンベンションの中には含めて

おりません。どちらかというと、会議室とかサ

ミットホールみたいな屋内でやるものをコンベ

ンションということで分類しております。

○外山三博委員 スポーツの大会はこのコンベ

ンションの数には入っていないし、誘致した合

宿にも入っていない。ところが、県外からいっ

ぱい見えますね。これはどこにもカウントして

いないんですか。

○小八重みやざきアピール課長 スポーツの大

会というのをカウントしていないわけではござ

いませんで、例えば、もうすぐ開かれますが、

二軍の野球の秋季リーグ、フェニックスリーグ

というようなものの誘致は我々のほうで行って

おりますし、メーンは合宿とかキャンプでござ

いますが、合宿キャンプと大会を兼ねるような

ものについては、アピール課のスポーツ担当の

範疇とお考えいただいてよろしいと思うんで

す。

○外山三博委員 宮崎県大会は別として、九州

大会、全国大会の少年のソフトボール、バレー

とか、いろんな大会がありますね。これは合

宿、コンベンションに入っていないにしても、

やっぱり人を集めてきた大会はどこかにカウン

トしないとおかしいんじゃないかな。

○小八重みやざきアピール課長 スポーツ大

会、スポーツイベントの誘致等につきまして

は、市町村が主にやりますが、それに対する財

政的な支援等は私どものほうで行わせていただ

いておりまして、例えば昨年でいきますと、全

日本の学生サーフィン大会というのが宮崎市で

開かれました。あるいは実業団のソフトボール

大会というのが延岡市で開かれました。いろん

な大会がございますが、これについての誘致、

そして財政的な支援というのは行っておりま

す。

○外山三博委員 それはわかりますが、どのぐ

らい見えたかというカウントはないんですか。

○小八重みやざきアピール課長 主要施策の成

果報告の191ページ、ここがキャンプ、合宿で見

えた状況ということでございまして、団体数と

して21年度が1,131、参加人数が17万3,000人と

いうところまでは出ておりますが、個々の大会

についてどの程度の人が来たかというのは今、

手元にございませんので、答えはなかなか難し

いんですが、キャンプ・合宿等についてのみ私

どものほうでとっておりますので、その数字は

今のところございません。

○外山三博委員 なければしようがないけれど

も、私は、それをカウントして、どれだけの人

が競技大会に来たかというのは、やっぱり商工

観光労働部のほうでは掌握すべき数字だろうと

思います。今後検討してみてください。

それから、平成17年にコンベンションの件数

が204、その後、180台に落ちていますね。204の

前はどうなんですか。平成17年の前。

○後沢観光推進課長 今手元にあるものです

と、平成16年の数字しかないんですが、平成16

年度の開催件数は202件です。

○外山三博委員 16年が202、17年が204、その

後が落ちてきている。何で18年から落ちてきた

んですか、理由は。

○後沢観光推進課長 一つの原因に絞って言え

ることではないかと思いますけれども、コンベ

ンションの誘致セールスとか、我々が県の観光

コンベンション協会と一緒に回っている中で

は、経済の状況が冷え込んでいるので、インセ

ンティブツアーだとか大規模なコンベンション
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をやるという会社が総数としては非常に減って

きているということが感じられますので、その

あたりが影響しているのではないかというふう

に考えています。

○外山三博委員 全国的な傾向ですか、こうい

うコンベンションが減ってきているというの

は。

○後沢観光推進課長 残念ながら、全国の動向

を調べたものはございませんので、全国の状況

がどうかということはお話しできませんが、我

々が肌感覚で感じていることは、本県に関する

ものだけじゃないので、全国的にそうではない

かと推察はしておりますが、ちょっと数字がな

いので、そこは断定できません。

○外山三博委員 コンベンションの中身です

が、会議、それから見本市等々とありますね。

大ざっぱでいいんですが、どういう数になって

いますか、コンベンションの中身。

○後沢観光推進課長 系統ごとに数字をまとめ

たものがないんですけれども、どういうものが

入っているかというお話を申し上げると、まず

は医師、歯科医師、そういう学会ですとか、医

学だけではなくて工学、生物学、そういった学

会系の大会、これが結構多いです。あとは、学

会とは違いますけれども、労働関係のいろんな

大会みたいなものというのも来ておりますし、

手元の資料で見た感じですと、学会物、特に医

師系の学会物が一番目につきます。

○外山三博委員 前から私は感じておるんです

が、いろんな大会をやると、大概、関連の業界

の展示がくっついてくるんです。ところが、宮

崎の場合は展示会場がほとんどない。グラウン

ドでやっても雨が降ったら大変でしょう。屋内

で展示する会場がないというのが、いろんな大

会を持ってくるときに致命的な欠陥じゃないか

と思うんです。そういう屋内でできる、屋内に

トレーラーまで入るような、そういう展示会場

があるといいなと。ないのは決定的な欠点じゃ

ないかと思っているんですが、その辺はどう感

じられますか。

○後沢観光振興課長 おっしゃるように、展示

会場があれば、またより多くの、広い意味での

コンベンションを引っ張ってこれるんじゃない

かという御指摘だと思いますが、決算からは離

れますけれども、だからこそというと変ですけ

れども、せんだってフェニックス社から提案も

あって、休止中のオーシャンドームを何か利活

用できないかという中で、多目的の屋内施設と

しての利活用ができないかという調査をしてお

りまして、多目的という中には当然、床をコン

クリート打ちしたりして、見本市ができるよう

な仕様のものができないのかという調査をした

というところでございます。残念ながら、調査

の結果、非常に多額な経費がかかるということ

で、県としてそこの整備をしていくことはなか

なか難しいという結論には至っておりますが、

必要性については我々も認識していて、チャン

スがあれば、そういった調査やなんかして可能

性を探っていきたいというふうに考えていま

す。

○外山三博委員 コンベンションをいかに誘致

してくるかというのは、コンベンションビュー

ローを最初は宮崎市が中心につくって、今、県

が主導権を持っていますが、コンベンションを

誘致することによって宮崎を活性化していく、

観光の少し形を変えたそういうものが宮崎は絶

対必要だと思うんです。今後、コンベンション

誘致の方向というか、どういうやり方をしたら

いいかというのが一番肝心なんですが、その

辺、考えはあるんでしょうか。
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○後沢観光推進課長 おっしゃるとおり、コン

ベンションで多くのお客様が来ていただけるの

で、我々もしっかりやっていきたいと思ってい

るんですけれども、これまでは個別に企業を我

々が訪問したりして、うちに来てくれませんか

というセールスをかけていくというほうが中心

だったんですが、今、模索してやり始めている

のが、もっとスケールメリットを生かせるよう

な形でやる―学会なら学会、宮大の先生だと

かを通じて、九州大学の先生でもいいんですけ

れども、そういう方の中にどこで医学学会を開

くとか、そういうのを決めるキーパーソンの方

が何人かおられるようなので、そういう方を中

心に我々がセールスさせていただけるような場

をつくっていただいて、そこに我々が行って、

一々行ってセールスをかけるのではなくて、そ

こで我々がプレゼンをさせていただいて、そこ

で成約ができてもいいですし、今後につながる

ような人脈をつくっていってもいいしといった

取り組みを始めております。そういったことを

民間のほうでもできないかということで考えて

いるところでございます。

○外山三博委員 シーガイアという大きな施設

がありますね。あそこのコンベンションホール

なんていうのはすばらしいホールだし、会社は

倒産したけれども、あれだけの施設はやはり大

きな財産です。これを自信を持って、もっと

もっと売り込んでいけば、コンベンション誘致

に相当効果が出てくると思いますから、よろし

くお願いしたいと思います。

○水間主査 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 なければ、以上をもって後半のグ

ループの審査を終了いたしますが、よろしいで

すか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 それでは、後半のグループの審査

を終了します。

暫時休憩いたします。

午後１時59分休憩

午後２時８分再開

○水間主査 分科会を再開いたします。

前半の分と後半の分が終わりましたので、総

括的に商工観光労働部の決算全般についての質

疑を始めたいと思います。

その前に、商業支援課長から発言の申し出が

ありますから、許します。

○金子商業支援課長 商業支援課でございま

す。午前中、新見委員のほうから、実務型ＩＴ

人材養成事業が在職者を対象とするのはいかが

なものかという御質問をいただきました。昨年

度、やはり内部でもそういう議論をいたしまし

て、22年度からは在職者向けの研修はもうやっ

ておりません。すべて未就職者対象というもの

に切りかえたところでございます。

以上、補足して御説明いたしました。

○水間主査 新見委員、よろしいですか。

それでは、総括的にですが、質疑を始めたい

と思います。どちらからでも結構ですが、何か

ありませんか。

○太田委員 聞き漏れになるかもしれません。

商工政策課のほうにお尋ねいたします。資料

の21ページの監査の指摘事項等であります。こ

の中の中小企業団体中央会等補助金、これは先

ほどの説明で職員の不正があったということを

聞きました。これは刑事事件にまでなったの

か、内部でのある程度の処理で終わったのか、

そのあたりの内容について、簡単で結構です。

○古賀商工政策課長 昨年の４月でございま
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す。組合で保険契約するわけですから、契約者

から現金をお預かりする。お預かりした現金を

一たん金庫に入れる。そして、金庫から出して

口座に入れるというシステムをとっているわけ

ですけれども、口座に入れなければならない担

当の方が実は着服していたというのが、昨年４

月に判明いたしました。調べてみますと、一昨

年、平成20年５月から21年３月まで延べ21回に

わたってそういったことをやっていたと。金額

で申し上げますと、269万円の一時流用といいま

すか、着服があったという事実が判明いたしま

した。そこで、組合では本人に全額返済をさ

せ、さらに懲戒免職をしたということで、損害

の補てんがなされ、また懲戒免職ということで

社会的制裁があったということで、事件の概要

につきましては公表したんですけれども、告発

はしないということで処理をしたところでござ

います。

○太田委員 最近、こういった不正といいます

か、そういうのがいろんな団体で出たりしてい

るものですから、これは、補助金を受けている

団体等での内部できちっとしていくというのが

本来だと思いますが、県のほうとしても補助金

を出しているわけですから、これに対する監査

といいますか、実地調査といいますか、書類

上、上がってきたのをきちっとするというのも

ありますが、実地調査あたりもなされるべきか

なと思いますけれども、その辺、県のほうから

見たときの監査はどうでしょうか。

○古賀商工政策課長 昨年発生した時点で県の

ほうへ報告をいただいております。県では、そ

の状況についてちゃんと最終的には報告書でま

とめていただいて、提出したものを受けまし

て、立ち入り検査を実施いたしております。そ

して、業務改善報告の提出を求め、それにつき

ましては、定期的に確認することにおいて、実

はことしの８月まで改善状況を確認いたしまし

て、そういった改善が定着いたしたというのが

確認をされましたので、今後は通常の状態に復

帰するという格好でやらせていただいていま

す。約１年間にわたって濃密な指導をやったと

いうことでございます。

○太田委員 わかりました。県のほうですべて

をということは本当に難しいだろうと思います

が、そういった風潮といいますか、そういうも

のをつくるべきかなと思います。

○水間主査 ほかにありませんか。

○蓬原委員 農商工連携ですが、農林水産業だ

から農政水産部、環境森林部、具体的に推進

ネットワーク会議を１回開かれて、パンフレッ

ト作成とあるんですが、この事業は商工観光労

働部だけで、ここがキー局というか、キーとい

うことですか。農政水産部と環境森林部にはこ

の事業は並行してあるんですか。

○冨髙工業支援課長 農商工連携につきまして

は、当然、農政水産部と協力しながらやるとい

うことで、農政水産部には連携推進室という窓

口がございまして、一緒に連携しながら取り組

んでいるということでございますが、この事業

そのものの取り組みについては、工業支援課の

ほうで主体的にやっているという形になってお

ります。

○水間主査 ほかにありませんか。

なければ１点だけ確認したいことがありま

す。午前中でしたか、西村委員から話がありま

したが、きのうの総括質疑の中で、県がフリー

ウェイ工業団地について粉飾決算まがいのとい

うような発言があったようなんです。県とし

て、そのことが対外的にどうのこうのじゃない

のかもしれませんけれども、県が粉飾決算に似
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たようなことをやっているんじゃないかという

ような表現になると、ぴしっとした県の対応、

態度も見せるべきと思います。できましたら、

今までの短期、長期のいろいろな金額、先ほど

の話にありましたように、そこらあたりについ

て説明がつくような資料でもあれば出していた

だいて、そういう粉飾的なものはないというこ

とは県としてはっきりすべきだろうと思います

ので、できましたらその資料要求をしたいんで

すが、よろしいですか。

○山口企業立地課長 経緯を取りまとめまし

て、提出をさせていただき、御説明をさせてい

ただきたいと思います。

○水間主査 よろしくお願いします。

なければ、以上で商工観光労働部を終了いた

したいと思います。執行部の皆さん、お疲れさ

までした。

暫時休憩いたします。

午後２時16分休憩

午後２時19分再開

○水間主査 分科会を再開いたします。

皆さんのおかげで順調に進みましたが、あす

の分科会は午前10時に再開して県土整備部の審

査を行うことといたしたいと思いますが、よろ

しゅうございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 何もないようであります。

以上をもって本日の分科会を終了いたしま

す。

午後２時19分散会
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平成22年10月１日（金曜日）

午前９時59分再開

出席委員（９人）

主 査 水 間 篤 典

副 主 査 山 下 博 三

委 員 外 山 三 博

委 員 蓬 原 正 三

委 員 外 山 衛

委 員 西 村 賢

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

県土整備部次長
堀 野 誠

（ 総 括 ）

県土整備部次長
岡 田 健 了

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
佐 藤 徳 一

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 渡 辺 学

管 理 課 長 成 合 修

部参事兼用地対策課長 服 部 芳 邦

技 術 企 画 課 長 図 師 雄 一

工 事 検 査 課 長 今 西 宏 美

道 路 建 設 課 長 白 賀 宏 之

道 路 保 全 課 長 満 留 康 裕

河 川 課 長 野 中 和 弘

ダ ム 対 策 監 小 嶋 雄一郎

砂 防 課 長 平 田 一 善

港 湾 課 長 野 田 和 彦

空 港 ・ ポ ー ト
永 井 義 治

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 井 上 康 志

建 築 住 宅 課 長 川 﨑 俊一郎

営 繕 課 長 伊 藤 信 繁

施設保全対策監 酒 井 正 吾

高速道対策局次長 河 野 俊 春

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 成 延

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

○水間主査 昨日に引き続きまして、分科会を

再開いたします。

それでは、平成21年度決算について執行部の

説明を求めます。

なお、全体の説明時間が長時間に及びますこ

とから、前半、後半の２つに分けて説明をお願

いいたします。

委員の質疑は、前半、後半それぞれの説明が

すべて終了した後にお願いをいたします。

○児玉県土整備部長 県土整備部であります。

当分科会で御審議いただきます平成21年度決

算の認定について、その概要を御説明いたしま

す。決算特別委員会資料と１枚紙の別紙資料と

いうのがございます。この２つを使って御説明

いたします。

まず、決算特別委員会資料のほうですが、１

ページをお開きいただきたいと思います。主要

施策の成果につきまして、宮崎県総合計画の分

野別施策体系表により説明いたします。この表

は、左から順番に基本目標、施策の基本方向、

施策の基本方向の最下層となっております。

まず、県土整備部の柱の一つであります基本
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目標「くらしの舞台づくり」についてでありま

す。

施策の基本方向「自然と共生した環境にやさ

しい社会づくり」として、建設工事リサイクル

の推進、公共下水道の整備、ふるさとの道・川

・海愛護ボランティア支援など、本県の豊かな

自然環境と良好な生活環境を生かし、人と自然

が共生した循環型社会を目指す舞台づくりに取

り組みますとともに、２番目の施策の基本方向

「快適で人にやさしい生活空間づくり」とし

て、沿道修景美化推進、美しい景観づくり、公

営住宅の建設、国県道の整備など、だれもが快

適に暮らせる人にやさしいまちづくりに努めた

ところであります。さらに、３番目の施策の基

本方向「安全で安心な暮らしの確保」としまし

て、交通安全施設の整備、洪水ハザードマップ

の作成支援、並びに災害に強い県土づくりのた

め、緊急輸送道路等の防災対策、河川の改修、

砂防施設の整備及び急傾斜地崩壊対策などに取

り組んだところであります。

次に、基本目標の２つ目「経済・交流の舞台

づくり」についてであります。

４番目の施策の基本方向「工業・商業・サー

ビス業などの活性化」としまして、経営相談、

新分野進出セミナー、建設事業協同組合等への

貸し付けなど、技術と経営力にすぐれた建設業

者が伸びていける環境づくりの推進に努めたと

ころであります。次に、５番目の施策の基本方

向「経済・交流を支える基盤づくり」としまし

て、県政の最重要課題であります東九州自動車

道を初めとする高速道路網の整備促進や港湾の

整備など、広域交通ネットワークづくりに取り

組んだところであります。また、６番目の施策

の基本方向「活力ある地域づくり」としまし

て、宮崎港西地区において緑地内の通路の整備

を行ったところであります。

次に、平成21年度決算の状況について御説明

いたします。

１枚紙のほうをごらんいただきたいと思いま

す。平成21年度県土整備部決算概要を示してお

ります。一般会計の予算措置状況は、予算

額1,137億6,519万4,000円、これに対します執行

状況は、支出済額が807億2,238万4,512円、繰越

額が321億9,847万8,000円、不用額が８億4,433

万1,488円となっております。執行率は71％、繰

越額を含めますと99.3％となります。なお、翌

年度への繰り越しの主な理由といたしまして

は、用地補償交渉や工法の検討等に日時を要し

たこと、あるいは国の予算内示時期の関係等に

より工期が不足したことなどによるものであり

ます。

次に、特別会計について御説明いたします。

まず、宮崎県公共用地取得事業特別会計であり

ますが、予算額15億7,826万2,511円、これに対

する執行状況は、支出済額が15億4,488万7,390

円、繰越額が3,286万8,024円、不用額が50

万7,097円となっておりまして、執行率97.9％、

繰越額を含めますと99.9％となります。翌年度

への繰り越しの理由としましては、用地取得に

伴う移転先の選定等に日時を要したことによる

ものでございます。

次に、宮崎県港湾整備事業特別会計について

でありますが、予算額18億4,400万9,000円、こ

れに対する執行状況は、支出済額が16億2,871

万8,296円、繰越額が２億円、不用額1,529万704

円、執行率88.3％、繰越額を含めますと99.2％

となります。繰り越しの理由としましては、工

法の検討等に日時を要したことによるものでご

ざいます。

次に、監査における指摘事項についてであり
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ます。

指摘状況を一覧にしたものを２ページにまと

めておりますので、ごらんください。平成21年

度県土整備部に係る監査では、指摘事項が11

件、注意事項が20件、合計31件の指摘を受けて

おります。

この主な概要を説明いたしますので、委員会

資料にお戻りいただきたいと思います。５ペー

ジをお開きください。まず、（１）の収入事務

についてであります。土地区画整理事業に伴う

関係市からの協力金について調定の時期がおく

れているとの指摘、ほか１件の指摘事項であり

ます。

次に、６ページをごらんください。（２）の

支出事務ですが、駐車場敷等に係る借り受け契

約書について支出負担行為の時期が誤っている

との指摘、ほか２件の指摘事項であります。次

に、（３）の契約事務ですが、工事完成後に変

更契約を締結していたとの指摘、ほか１件の指

摘事項があります。

次に、７ページをお開きください。（４）の

工事の施工ですが、実施設計業務について、成

果品の部分引き渡しに係る検査が行われていな

かったとの指摘事項であります。次に、（５）

の財産の管理ですが、行政財産について、目的

外使用許可の手続が大幅におくれていたとの指

摘事項であります。

次に、８ページをごらんください。（６）の

物品の管理であります。これは、リースパソコ

ンの紛失事故が発生していたとの指摘事項であ

ります。次の（７）のその他ですが、河川敷占

用許可について、事務処理がおくれているとの

指摘事項であります。

監査指摘の概要については以上であります

が、今後、このようなミスが起きないよう、職

員への注意喚起を行うとともに、規則に基づく

適正な事務処理を指導徹底してまいります。

また、お手元の平成21年度宮崎県歳入歳出決

算審査及び基金運用状況審査意見書の中に、５

件の意見・留意事項がありました。これらにつ

きましては、監査指摘の改善状況とあわせて後

ほど関係課長から説明させます。

以上、平成21年度決算状況、監査指摘事項に

ついて説明いたしましたが、決算の詳細につき

ましては、それぞれ担当課長等から説明させま

すので、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。以上であります。

○成合管理課長 管理課でございます。

県土整備部に係る共通事項と管理課の所管事

項について御説明いたします。

初めに、資料の説明と各課の説明要領につい

てでございます。各課が本日の分科会で説明に

使用いたします議会提出資料は、１つ目が平

成21年度宮崎県歳入歳出決算書、２つ目に、決

算に関する調書、３つ目に、主要施策の成果に

関する報告書、４つ目が宮崎県歳入歳出決算審

査及び基金運用状況審査意見書でございます。

このうち宮崎県歳入歳出決算書と決算に関する

調書につきましては、県土整備部関係分だけを

抜粋いたしまして、先ほどごらんいただきまし

たお手元の決算特別委員会資料のほうにまとめ

ておりますので、各課はこの委員会資料と主要

施策の成果に関する報告書により説明を行いま

すので、よろしくお願いいたします。

それではまず、県土整備部に係る共通事項に

ついてでございます。

まず、委員会資料の２ページをお開きくださ

い。平成21年度歳出予算事項別明細総括表でご

ざいます。この表は、ただいま部長のほうが説

明いたしました予算額、支出済額、翌年度繰越
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額等を各課別に整理したものでございます。

次に、３ページから４ページをお開きくださ

い。この表は、２ページの総括表を科目別に、

いわゆる款項目別に集計したものでございま

す。説明は省略させていただきます。

次に、管理課の決算について御説明いたしま

す。

同じ委員会資料の９ページと10ページをお開

きください。10ページの管理課の計でございま

す。平成21年度の決算額は、予算額17億6,019

万2,000円、支出済額16億5,802万8,871円、不用

額１億216万3,129円でございます。執行率

は94.2％となります。

次に、目の執行率が90％未満のものはござい

ませんが、執行残が100万円以上のものについて

御説明いたします。９ページの土木総務費の不

用額の欄をごらんいただきたいと思いま

す。9,895万9,638円でございます。これは、主

に県費職員の給料、職員手当等の人件費でござ

いますが、これにつきましては、県費で支出を

予定しておりました人件費を、補助公共事務費

で認められる人件費の増額に伴いまして、補助

公共の事務費に振りかえたことによるものでご

ざいます。

次に、10ページの建設業指導監督費の不用額

でございますが、320万3,491円でございます。

これは、主に補助金であります。県では、建設

産業に対しまして新分野進出の補助金を交付し

ておりますが、そのうち１業者が３月に事業の

中止によりまして交付申請を取り下げたこと、

あるいは一部申請額が減額になったこと等など

によるものでございます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書をごらんいた

だきたいと思います。管理課のインデックスが

ついております259ページをお開きください。施

策体系の１の１）挑戦する中小企業への支援で

あります。建設業指導事業でございます。主な

実績内容の欄をごらんいただきたいと思いま

す。この事業によりまして、建設業許可や経営

事項審査を実施いたしましたほか、県内各地で

建設業者研修会を開催し、2,015人の建設業者に

建設業法の許可制度を初め、各種制度について

説明を行ったところでございます。また、経営

相談窓口の設置、あるいは新分野進出セミナー

の開催や、新分野進出に取り組みます企業に対

しまして助成を行うとともに、建設事業協同組

合等への融資原資の貸し付け等を実施するな

ど、経営基盤強化に取り組む業者への支援を

行ったところであります。次に、施策の成果等

でございますが、建設産業を取り巻く経営環境

は依然として大変厳しい状況の中でございます

が、これら経営相談を初め、新分野進出セミナ

ー、助成金などの支援を行いまして、経営基盤

強化の機運の醸成や環境整備が図られたと考え

ておりますが、引き続き、経営基盤等の強化に

取り組む地域の建設業者を育成・支援していく

必要があると考えております。

主要施策の成果は以上でございます。

次に、監査報告について御報告いたします。

委員会資料のほうにお戻りください。５ペー

ジから８ページにかけまして、先ほど部長が御

説明しました監査の指摘事項をまとめておりま

す。管理課の指摘事項は該当がありませんでし

たが、土木事務所や建設技術センターで４件の

指摘を受けております。まず、６ページをごら

んください。（２）支出事務の日南土木事務所

の欄でございますが、「急傾斜工事について、

中間前払い金認定に必要な要件を満たしていな
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い認定申請に対して認定調書を交付し、中間前

払い金を支払っていた」という指摘を受けたと

ころでございます。中間前払い金を支払うため

には、工期及び作業工程が２分の１を経過し、

２分の１以上の請負出来高が必要な要件でござ

いますが、今後、このようなミスが起こらない

ように複数の職員でチェックを行うなど、再発

防止の徹底に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、（２）支出事務の都城土木事務所の欄

でございますが、「交通安全工事について、工

期変更に伴う契約保証の手続が行われていな

かった」との指摘でございます。工期延長の処

理を行う際には、契約保証期間を確認いたしま

して、保証期間の延長が行われたことのチェッ

クが必要でございますが、今後、さらにその

チェック体制を徹底してまいりたいと存じま

す。

次に、（３）契約事務の小林土木事務所にお

きまして、「河川改良工事について、工事完成

後に変更契約を締結していた」という指摘でご

ざいます。これにつきましては、歳入歳出決算

審査意見書の３ページをごらんいただきたいと

思います。（２）工事等の変更契約について、

変更理由等に妥当性を欠くと思われるという指

摘を受けております。これは、変更契約の事務

処理がおくれたために生じたものでございまし

て、これらにつきましても、進行状況を十分確

認し、書類のチェック体制を強化するなど、再

発防止の徹底に取り組んでまいりたいと存じま

す。

次に、委員会資料の８ページをお開きくださ

い。（６）物品の管理についてであります。建

設技術センターにおきまして、業務に使用する

リースパソコンを紛失したため、指摘を受けた

ものでございます。これにつきましても、審査

意見書の４ページ、エの物品の管理について、

物品等の保管管理が適切に行われていないとの

指摘を受けております。今後、このようなこと

が起こらないように、建設技術センターにおき

ましては、規定等を整備しまして、職員一人一

人に周知し、徹底したところでございます。ま

た、この件に関しましては、部内各所属におい

てパソコンのワイヤー施錠状況を初めとする管

理状況を確認するとともに、研修会を実施いた

しまして、備品等の管理を適正に行うように指

導したところでございます。

管理課につきましては、以上でございます。

○服部用地対策課長 用地対策課でございま

す。

当課の決算について御説明をいたします。

委員会資料の11ページから13ページでござい

ますが、当課の予算は一般会計と特別会計がご

ざいますので、まず一般会計のほうから御説明

をいたします。11ページの計の欄をごらんくだ

さい。平成21年度の決算額は、予算額８億5,964

万5,000円、支出済額８億5,926万4,112円、不用

額38万888円となっておりまして、執行率は99.9

％となります。なお、執行残が100万円以上及び

執行率が90％未満のものはありません。

次に、12ページをごらんください。公共用地

取得事業特別会計についてでありますが、決算

額につきましては、先ほど部長が説明をいたし

ましたので、省略させていただきます。なお、

執行残が100万円以上及び執行率が90％未満のも

のはありません。

用地対策課の一般会計、特別会計を合わせま

した決算につきましては、用地対策課計の欄を

ごらんください。予算額24億3,790万7,511円、

支出済額24億415万1,502円、翌年度繰越額3,286
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万8,024円、不用額88万7,985円となっておりま

して、執行率は98.6％で、翌年度への繰越額を

含めますと99.9％となります。

次に、特別会計の歳入についてであります

が、13ページでございますが、歳入合計の欄を

ごらんください。予算現額15億7,826万2,511

円、収入済み額15億7,829万9,378円となってお

りまして、収入未済額はありません。

次に、主要施策の成果についてであります。

報告書をごらんいただきたいと思います。報

告書の用地対策課のインデックス、260ページを

お開きください。公共事業用地取得の推進であ

ります。これは、公共事業を円滑に推進するた

めに特別会計による公共事業用地の先行取得を

行うというものであります。平成21年度は、早

鈴岳下通線ほか３事業につきまして、用地取得

を行ったところであります。

次に、監査委員の決算審査意見書についてで

ありますが、特に報告すべき事項はありませ

ん。

用地対策課は以上でございます。

○図師技術企画課長 技術企画課であります。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の14ページでございます。技術企

画課計の欄をごらんください。当課の平成21年

度決算額は、予算額３億5,305万7,000円、支出

済額３億5,272万4,811円、不用額33万2,189円

で、執行率99.9％となります。なお、目の執行

残が100万円以上及び執行率が90％未満のものは

ございません。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の技術企画課のインデックス、261ペー

ジをお開きください。１）の施策、環境への負

荷が少ない循環型社会づくりでございます。こ

の施策は、廃棄物の発生抑制、適正処理を推進

するとともに、循環型社会の形成に貢献する、

環境にやさしい製品の積極的な利用を促進する

ものであります。技術企画課では、建設副産物

のリサイクル推進に取り組んでおります。施策

推進のための主な事業及び実績の表をごらんく

ださい。建設工事リサイクル推進におきまして

は、建設発生土情報交換システムを活用し、建

設発生土の有効活用を行うなど、宮崎県建設リ

サイクル推進計画に基づき、官民一体となった

建設副産物のリサイクル推進を図ったところで

あります。また、宮崎県新技術活用促進システ

ムを活用し、リサイクルに関する新技術の登録

と利用の促進を図ったところであります。施策

の成果等につきましては、コンクリート塊やア

スファルト塊などの建設副産物について、分別

解体、再資源化が着実に進められたところであ

ります。今後とも、環境への負荷の少ない循環

型社会を構築するための取り組みを推進してま

いりたいと考えております。

262ページをごらんください。４）の施策、情

報通信環境の整備でございます。この施策は、

情報化の推進により県民生活の利便性が向上す

る情報環境づくりを行うものでございます。技

術企画課では、既存システムの機能強化を実施

し、入札に係る事務処理の迅速化、適正化を

図ったところです。施策推進のための主な事業

及び実績でございます。公共事業総合情報シス

テム機能強化では、工事成績等の登録機能の改

修や、総合評価落札方式に利用する工事成績デ

ータの出力機能を追加したところであります。

施策の成果等につきましては、複雑な作業を介

さずに工事成績の最新データを抽出できるよう

になったことなどにより、入札事務の迅速化及

び適正化が図られたところであります。
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次に、263ページをごらんください。２）の施

策、建設業対策の推進でございます。この施策

は、公共工事の品質低下を防止するため、施工

体制監視チームによる施工体制の重点点検を実

施し、品質確保を図るものであります。施策推

進のための主な事業及び実績でございます。公

共工事品質確保強化におきましては、施工体制

監視チームによる施工体制の重点点検を475件、

実施したところであります。なお、この件数に

は環境森林部及び農政水産部発注の工事点検も

含まれております。施策の成果等につきまして

は、元請業者だけでなく、下請業者を含めた全

体の施工体制の重点点検を実施するとともに、

必要に応じて※元請、下請業者に対して適切な指

導を行ったところであります。今後とも、引き

続き施工体制の重点点検を実施し、公共工事の

品質確保を図ってまいりたいと考えておりま

す。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

技術企画課につきましては、以上でございま

す。

○白賀道路建設課長 道路建設課でございま

す。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の15ページからでありますが、ま

ず、16ページの計の欄をごらんください。当課

の平成21年度決算額は、予算額が378億6,948万

円、支出済額が243億2,291万7,477円、翌年度へ

の繰越額が133億962万3,000円、不用額が２

億3,693万9,523円、執行率が64.2％、翌年度へ

の繰越額を含めますと99.4％となっておりま

す。

次に、目の不用額が100万円以上及び執行率

が90％未満のものにつきまして、御説明いたし

ます。15ページでございます。まず、（目）道

路橋梁総務費でありますが、不用額が１億4,930

万1,523円となっております。これは、主に直轄

道路事業負担金の地方負担額の確定によるもの

でございます。

次に、（目）道路新設改良費でありますが、

不用額8,763万8,000円につきましては、主に道

路受託事業において事業費が確定したことに伴

う不用額でございます。また、執行率が56.8％

となっておりますが、これは主に翌年度への繰

り越しによるものでございます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書のインデックス、道路建設課、264ペー

ジをごらんください。３）地域交通ネットワー

クづくりについてでありますが、主な事業内容

及び実績について御説明いたします。まず、公

共道路新設改良でありますが、この事業は、国

の補助を受けて県内国県道の拡幅整備などを実

施するものでございまして、一般国道では、道

路改築で国道218号ほか５路線で事業を実施し、

そのうち900メートルを完成供用したほか、特殊

改良事業としましては、国道219号などで事業を

実施しまして、そのうち300メートルを完成供用

しております。また、地方道では、都城東環状

線ほか２路線などで事業を実施しております。

次に、265ページをごらんください。地方道路

交付金でありますが、この事業は、国から地域

活力基盤創造交付金などの交付を受けまして、

道路の拡幅など整備を実施するものでございま

して、一般国道では、218号ほか11路線などで事

業を実施し、1,460メートルを完成供用しており

ます。また、地方道では、宮崎西環状線ほか47

路線などで事業を実施し、完成及び部分供用を

※47ページ左段に訂正発言あり
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含め、１万168メートルを供用しております。

次に、施策の成果等でありますが、①から④

に掲げておりますように、本県の基礎的な社会

基盤としての国県道の整備を進めてきておりま

して、先ほど御説明しましたように、平成21年

度は新たに約13キロメートルの区間につきまし

て、完成及び部分供用したところであります。

今後とも、必要な道路の整備につきましては、

効率的、効果的に進めることとしております。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

して、特に報告すべき事項はありません。

道路建設課は以上でございます。

○満留道路保全課長 道路保全課でございま

す。

当課の決算について御説明をいたします。

決算特別委員会資料の17ページから20ページ

になりますが、まず、20ページの道路保全課計

をごらんください。当課の平成21年度決算額

は、予算額228億7,680万8,000円、支出済額168

億9,380万5,317円、翌年度繰越額59億8,263

万9,000円、不用額36万3,683円、執行率は73.8

％、翌年度繰越額を含めますと99.9％となりま

す。

次に、目の執行残が100万円以上のものはござ

いませんので、執行率が90％未満のものについ

て御説明をいたします。17ページにお戻りくだ

さい。まず、（目）道路橋梁総務費になります

が、執行率が75.3％となっております。

続きまして、18ページをごらんいただきたい

と思います。（目）道路維持費ですが、執行率

が77.4％となっております。

最後に、19ページをごらんください。（目）

橋梁維持費でありますが、執行率が38.2％と

なっております。

これらは、いずれも事業の翌年度への繰り越

しに伴い、執行率が90％未満となったものであ

ります。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

報告書の道路保全課のインデックス、267ペー

ジからになります。まず、269ページをごらんい

ただきたいと思います。３）の施策、地域交通

ネットワークづくりの地方道路交付金でありま

す。宮崎須木線ほかで交通安全事業での自転車

歩行者道の整備や、日之影宇目線ほかで災害防

除事業での落石対策等を行っております。

施策の成果等といたしましては、交通環境の

安全性や利便性が向上しており、今後も、計画

的に道路の整備や維持管理を行う必要があると

考えております。

続きまして、３の安全で安心な暮らしの確保

の１）の施策、交通安全対策の推進についてで

あります。270ページにお移りください。まず、

公共交通安全施設でありますが、宮崎北地区ほ

かで自転車歩行者道の整備や歩道の段差改善等

を実施しております。続きまして、県単道路維

持でありますが、県が管理いたします国道16路

線、県道199路線において、路面、のり面、安全

施設等の日常的な維持補修を実施しておりま

す。

271ページをごらんください。施策の成果等と

いたしましては、交通環境の安全性、快適性が

向上しており、今後も、引き続き計画的に交通

安全施設等交通環境を整備する必要があると考

えております。

次に、３）の施策、災害に強い県土づくりに

ついてであります。公共道路維持につきまし

て、国道219号ほかで落石防止対策やトンネル補

修、また同じく国道218号ほかで橋梁の補修工事

や耐震対策工事を実施しております。
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272ページをごらんください。施策の成果等と

いたしましては、緊急輸送道路については重点

的に整備を進めておるところでございまして、

落石対策についてはまだ未対策箇所が多く残っ

ております。橋梁の耐震対策とあわせ、引き続

き計画的に整備をする必要があるものと考えて

おります。

次に、指摘・要望の処理状況でありますが、

監査委員の決算審査意見書に関して、特に報告

すべき事項はございません。

道路保全課は以上でございます。

○渡辺高速道対策局長 高速道対策局でござい

ます。

まず、決算について説明いたします。

委員会資料の47ページと48ページです。48ペ

ージの高速道対策局の計の欄をごらんいただき

たいと思います。当局の平成21年度決算額につ

きましては、予算額が33億6,750万円、支出済額

が31億5,434万2,211円、翌年度繰越額が1,329

万9,000円、不用額が１億9,985万8,789円、執行

率93.7％で、翌年度繰越額を含めると94.1％と

なります。

次に、目の執行率が90％未満のものはありま

せんので、執行残が100万円以上のものについて

説明いたします。道路橋梁総務費の不用額が１

億9,985万8,789円となっておりまして、これは

主に直轄高速自動車国道事業負担金、いわゆる

国の直轄事業に係る地方負担額の確定によるも

のでございます。

次に、主要施策の成果について説明します。

報告書の高速道対策局のインデックス、301ペ

ージをお開きいただきたいと思います。１）の

施策、広域交通ネットワークづくりについてで

すけれども、主な事業について御説明いたしま

す。まず、高速道路網整備促進についてであり

ますけれども、この事業につきましては、高速

道路の早期実現に向けて各種大会及びシンポジ

ウムなどの開催や、国及び関係機関等への要望

活動を実施してきたものでございます。

高速道周辺特別対策につきましては、次ペー

ジの地域自立・活性化交付金とあわせて何を

やっているかといいますと、高速道路の整備に

伴うインターチェンジへの案内標識の整備や、

先行的に行う必要がある工事用道路の整備など

を行ったものでございます。

次に、施策の成果等についてでありますけれ

ども、302ページをお開きください。東九州自動

車道につきましては、西日本高速道路株式会社

が施行する高鍋―西都間が当初より半年ほど前

倒しの７月17日に開通し、また門川―日向間に

ついても年内の12月４日の開通予定であること

が示されているところでございます。今後は、

都農―高鍋間が平成24年度に、日向―都農間が

平成25年度供用に向けて整備が進められており

ます。さらに、国土交通省より、大分県境―北

浦間、国道10号延岡道路の北川―延岡間が平

成24年度の開通を目標に順調に事業が進められ

ているところでございます。また、九州中央自

動車道（九州横断自動車道延岡線）につきまし

ても、国道218号高千穂日之影道路が現地の調査

に入りまして、北方延岡道路の蔵田―北方間も

工事に初めて着手するなど、整備が進められて

いるところでございます。なお、東九州自動車

道の早期完成を図るためには用地取得が必須で

あり、用地難航箇所につきましても、法的な手

続を進めていくなど、今後とも、引き続き関係

機関と連携を図りながら、早期に用地取得が行

えるよう取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

最後になりますけれども、監査委員の決算審
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査意見書に関しては、特に報告する事項はござ

いません。以上でございます。

○水間主査 今、前半の説明が終わりました

が、これより質疑を行います。

○図師技術企画課長 技術企画課でございま

す。申しわけございません。先ほど御説明いた

しました中で１点だけ訂正をさせていただきた

いと思います。主要施策の成果に関する報告書

の263ページでございます。２）建設業対策の推

進についてでございます。施策の成果等のとこ

ろの説明で、施工体制監視チームが元請業者だ

けでなく下請業者を含めた全体の施工体制の点

検をするとともに、必要に応じて、元請業者並

びに下請業者にも指導するというふうに申し上

げましたけれども、施工体制の点検は、元請、

下請業者いずれもヒアリング等を行って点検い

たしますが、指導につきましては、元請業者の

みに指導を行っております。訂正させていただ

きます。

○水間主査 御了解ください。

質疑はありませんか。

○外山三博委員 ここで聞くのかどうかよくわ

かりませんが、さっき、物品の管理の指摘事

項、建設技術センターでリースパソコンの紛失

事故が発生しておるという説明がありました。

もう少し詳しく、パソコンがどういう経緯でな

くなったのか、そしてその後どういう処理をさ

れたのかということの説明をお願いします。

○成合管理課長 委員からの御質問でございま

すけれども、委員会資料の８ページの監査の指

摘事項（６）の物品の管理、先ほど御説明しま

した建設技術センターにおいて業務用リースパ

ソコンの紛失事故が発生しております。事件の

経緯でございますけれども、建設技術センター

におきましては、青年隊あるいは民間の建設業

者の研修、職員の研修、いろいろ研修を業務と

してやっておりまして、昨年の８月に、この業

務用リースパソコン１台、通常１階に保管して

いたものを２階の研修室のほうに運びまして、

その際に、パソコンを机と一体化するためにワ

イヤーで施錠することになっておりますけれど

も、その施錠を外しまして、職員が研修に使っ

たところでございます。研修が終わりまして、

本来なら、そのパソコンを２階の研修室からも

との保管場所のほうに戻すことになっておるん

ですが、別の職員が片づけたということで、研

修室に置いてある別のパソコンと同じ扱いをし

まして、そこに置いたということでございま

す。その間に紛失が確認されまして、その後、

建設技術センターにおいてはパソコンの所在に

ついてずっと確認を続けたわけでございますけ

れども、どうしても見つからないということ

で、紛失届を警察のほうに提出したということ

でございます。

○外山三博委員 警察に届けられて、その後、

警察が何か捜査したんですか。

○成合管理課長 紛失届は受理されておりま

す。捜査の内容については承知していないとこ

ろでございます。申しわけありません。

○外山三博委員 これは生徒が使うパソコンで

すか。

○成合管理課長 通常は職員が使うパソコンで

ございます。

○外山三博委員 ということは、データなんか

が、ソフトが入っておるパソコンですか。

○成合管理課長 このパソコンは主に研修用に

使っておりまして、個人データ等は一切なかっ

たということでございます。

○外山三博委員 以後、気をつけてください。

○水間主査 ほかにございませんか。
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○西村委員 個別的な道路建設事業を聞くのは

はばかられるんですけれども、宮崎の西環状道

路を順次建設中だと思うんですけれども、西環

状道路の進捗状況と、今後に向けて、当然その

道路が開通しますと、宮崎市西側を迂回してい

く道路が完成するんですが、一ツ葉有料道路の

無料化の時期との兼ね合いというものを教えて

いただきたいと思います。

○白賀道路建設課長 まず、宮崎西環状線でご

ざいますけれども、今現在、松橋工区、古城工

区ということで２工区で事業を進めておりま

す。この進捗状況につきましては、今、資料を

見つけきらないので、後ほどお知らせいたしま

す。

もう一つ、一ツ葉有料道路ということでござ

いますけれども、一ツ葉有料道路につきまして

は、平成32年までの料金期間延伸を認めていた

だいておりまして、現計画は32年に無料開放す

るという予定で進めております。西環状線を宮

崎の大きな外環状線として整備しているんです

けれども、外環状線として整備するためには、

今、松橋工区、古城工区で進めておりますが、

さらに国道220号まで延ばす必要があるというこ

とで、都市計画決定も含めまして、その計画は

ございます。まだ事業実施には至っておりませ

んけれども、220号に西環状線がタッチしまし

て、そして一ツ葉有料道路を使うというような

外環状線としての構想は持っております。その

ためにも、将来の有料道路の無料化というのは

避けて通れないというふうには思っております

けれども、今現在は平成32年に償還してからの

無料開放という計画で進んでおります。

○西村委員 後でまた資料が出そろえば説明い

ただきたいんですけれども、西環状線も早くで

きてほしいんですが、できると、今度はまた一

ツ葉の交通量が減ってしまうこともありまし

て、日向の小倉ヶ浜有料道路も、すぐ隣に無料

の一般道路ができたせいで激減しました経緯も

あったものですから、その辺をまた踏まえたい

なと思って、また後ほど伺います。

○蓬原委員 １点だけ、263ページ、技術企画課

ですけれども、過度な価格競争によって落札率

が低下して手抜き工事や云々というのがあるわ

けですね。過度な価格競争というのは、事業量

が減って、最低制限価格がかなり下がったわけ

ですから、当然といえば当然だし、逆に言え

ば、県土整備部として、それが結果的には品質

の悪いものを生まれさせたということを認めて

いらっしゃるのかなと、この文章を見る限りは

そういうふうにも、はっきり言って受け取れま

す。会社というのはもうからないかんわけだか

ら、いかに手間をかけないようにするか、当然

のことなんです。それで、私が聞きたいのは、

適切な指導を行われたということなんですが、

落札率が過度な価格競争によって低減したこと

によって、技術企画課として指導した件数との

関連というか、従来の指名競争入札、それから

こういうことに変わって、手抜き的な工事、指

導しないといけない回数の相関関係、ふえたと

いうことでしょうか。

○図師技術企画課長 技術企画課でございま

す。施工体制監視チームに関する御質問でござ

います。施工体制監視チームの導入に当たりま

しては、委員御指摘のとおり、入札制度改革に

伴い、落札率の低下等がございまして、元請業

者が下請業者にしわ寄せをするというようなこ

とから、工事の品質確保が危ぶまれるという懸

念がございましたので、施工体制監視チームを

導入したところでございます。

もともと、施工体制の点検と申しますのは、
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平成12年に公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律というのがございまして、そ

れに基づきまして、そもそも発注者が点検をす

ることになっておりました。ただ、宮崎県の場

合に平成19年度から入札制度改革を本格実施し

たわけですが、それまでは品質確保に関する懸

念が余りないというようなこともございまし

て、現場の発注側の監督員も、品質確保に対し

てそんなに懸念は持っていなかったということ

がございました。ただ、先ほども申しますよう

に、入札制度改革から、落札率の低下等により

まして、そこの品質確保に関する懸念が出てま

いりまして、発注側の監督員だけの施工体制点

検ではどうも不十分ではないかということがご

ざいまして、この施工体制監視チームを導入し

たという経緯がございます。

発注側の監督員は、月に１回とはいわず、１

週間に１回程度行ったりしております。その中

で、おおむね現場の点検はしておるんですけれ

ども、例えば下請が入るような場合に、元請業

者が下請業者にどういう下請の委託をしている

のか、あるいは下請に対してどういう関与をし

ているのかというようなところへの監視という

のが不十分な点等もございまして、そのあたり

を特に重点的に施工体制監視チームが点検をす

るということで品質確保の向上につなげるとい

うことでございます。話が長くなりましたけれ

ども、平成19年度に試行を行いまして、20年度

から３カ年でこの事業を行ってまいりました。

平成21年度につきましては、公共三部でござい

ますけれども、3,065件の工事がございまして、

このうち475件の工事について点検しておりま

す。１件の工事につきまして複数回点検してお

りますので、延べ件数でいいますと、1,019件の

点検ということになっております。

○蓬原委員 品確法に基づく法律に基づいて当

然やってくる。ここに入札制度改革が行われ

て、過度な競争が行われたと。当然、そのしわ

寄せが下請に行くと。品質が確保されないんで

はないかという懸念―懸念という言葉を使わ

れたですね。言葉じりをとらえるわけじゃない

んですが、当然懸念があったと。その結果、そ

の懸念は実際どうだったのかという現実、決算

ですから、どうだったのか、どの程度の例えば

手直しをさせたとか、後でもう一回工事のやり

直しをさせたとか、具体的にあると思うんです

が、その懸念が当たったのか、懸念したけれど

も、やっぱり業者はしっかりして、内部的に

ちゃんとした工事をやってくれたのかという、

そこのところを、実際のところを教えてくださ

い。経緯は今の説明でよくわかりました。

○図師技術企画課長 施工体制監視チームが現

場の点検に参りまして、例えば下請業者への関

与と申しますか、例えば下請業者に対する契約

の内容が不明確であったりとか、あるいは下請

の作業員のところまで十分把握していなかった

りとかいうようなところがございまして、施工

体制監視チームのほうでそのあたりをしっかり

点検して、元請業者の指導をしたところでござ

います。いわゆる公共工事の品質という点につ

きましては、例えば工事の完成検査のときにお

いて不合格となるような案件というのはござい

ませんでしたので、公共工事の品質が全く図ら

れないといいますか、そういう事例はございま

せんでした。

○蓬原委員 １点だけ。関連があるようですか

ら。点数つけるじゃないですか。例えば、過去

は優等生で高かったけれども、これが来てから

点数が相対的に平均として下がったということ

は数値としてはあらわれていないんですか。
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○図師技術企画課長 完成検査の工事点数とい

うことだと思います。これは全体的なものにな

ります。個別のものではございませんけれど

も、公共三部の工事成績、過去３年程度を見て

みますと、やや上昇傾向にございます。これ

は、一概に監視チームの影響かどうかというの

ははっきり申すことはできません。いろいろな

要因があるかと思いますけれども、ただ、工事

成績の平均点を見る限りでは、品質低下が起き

ている状況はないのではないかなというふうに

考えております。

○外山 衛委員 関連になりますけれども、僕

は、公共工事の落札率については、いつも言う

んですけれども、ゴルフでいえばショートホー

ルのニアピンですよ。県の設計価格により近い

ほうがとっていいんじゃないかという持論を

持っているんですが、逆行しますけれども、そ

れは別として、関連ですが、特に悪質なものが

ありましたでしょうか。もちろん、指名停止と

か、あるいはいろんな処分の対象にはならない

が、ちょっと悪質というか、ございましたか。

○図師技術企画課長 特に悪質というものは、

平成21年度はございませんでした。

○外山 衛委員 結構です。

○西村委員 関連。これは何度も出ていること

で、何度も業界の方からも言われるんですけれ

ども、入札制度改革で競争原理が増すと。これ

も淘汰の時代であって、しようがない一面もあ

りますが、やはり技術力がある、もしくは努力

をする企業は残っていくということが大前提に

あったと思うんですが、その中で、業者も勉強

しまして、日々、とれなかった工事に対しても

開示請求をしたりして資料を集めていって、次

の入札に備えてくるけれども、一番多いのが、

最終的に最低制限価格に集中すると。そのとき

に、これは何度も出ていますが、結局ランダム

係数を最後は掛けられて、その微妙な金額で万

年２位、３位、４位と。１位じゃないと意味が

ないのに、そういう苦しい―勉強しろとか努

力しろと言っておいて、努力してもそうじゃな

いかという不満は非常に大きいんですが、これ

に対して、今までもほかの議員からも来ていま

すが、それに対してはどうでしょうか。

○図師技術企画課長 委員のお尋ねは、いわゆ

るランダム係数のことでよろしいかと思います

けれども、ランダム係数を導入いたしましたの

は、委員御指摘のとおり、最低制限価格に応札

が集中する傾向がございまして、特に積算が割

と単純な工種について、例えば同点になってく

じ引きが発生するというような事例等がござい

ました。そういうくじの発生等がございました

こととか、入札に関する情報、最低制限価格の

情報漏えい等に関するセキュリティーといいま

すか、管理を徹底するというようなことから、

ランダム値を導入したところでございます。完

璧ではないとは思いますけれども、くじ引きを

回避するということ、入札情報管理を徹底する

ということから、ランダム値を導入していると

ころでございます。

○西村委員 永遠のテーマになってくると思い

ます。事後公表をふやしていくというのもその

一つかもしれませんけれども、絶えずこれは研

究、検証していただきたいと思います。

あと２点あります。入札によって最低制限価

格近くでとられていくということは、下請とか

資材納入業者をたたいて資材調達を安くして入

札に臨んでいくと。これを数年繰り返していき

ますと、資材の物価自体が下がっていくわけで

す。そうなったときに、１年目は85％だったと

すると、それが翌年はさらに85％の85％、次の
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年は90％に上がったとしても85％掛ける90％と

いうことで、年々厳しくなっていくと思うんで

すが、そのあたりはどうなんでしょうか。

○図師技術企画課長 資材購入に当たって、例

えば資材業者に不当に安い価格で製品を納入さ

せるというようなことがないように、これに関

しては一つは建設業法の中で、不当に安い価格

で購入しないようにという規定がございます。

今回の施工体制監視チームにおいても、これは

下請業者あるいは元請業者へのヒアリングによ

る確認しかできないんですけれども、そのあた

り、不当に安い価格で購入していないかという

ヒアリング等は行っているところでございま

す。

○西村委員 そうじゃなくて、不当か不当じゃ

ないかというのは、資材の会社が利益を削って

やっていることで、利益以下にすると不当かも

しれませんけれども、そうじゃなくて、１年目

が９割、２年目が９割だったら、0.9掛ける0.9

じゃないですか。３年目はさらに0.9になってい

くわけですね。そういうことでよろしいんです

か。

○図師技術企画課長 委員の御指摘は、デフレ

スパイラルみたいな状況になることかと思って

います。そういう状況になることは我々として

も、適正でございませんので、経済の安定とい

うことも考えると、一定の価格、双方に赤字が

出ないような価格で取引がなされることが適正

だというふうに考えております。

○西村委員 県としての思いではなくて、事実

上そうなのかどうかということなんです。21年

度までで３カ年、入札制度改革から進んできて

いるわけで、３カ年の間に0.9、0.9、0.9と、９

割、９割、９割でいけば、もとの値が下がって

きていると思うんですが、おっしゃるようなデ

フレスパイラルではあるんですけれども、それ

は容認していられるのか、実際そういう入札制

度体制になっているのか。

○図師技術企画課長 資材の価格につきまして

は、毎年、定期的に調査しておりますけれど

も、ここ数年、国全体の経済の動きはございま

すけれども、宮崎県の建設関係の資材につい

て、特別大きく下がったというものはないとい

うふうに考えております。

それから、もう一つ、労務のほうの単価につ

きましても、同様のことが言えるかと思ってお

ります。これについては、ここ数年、やや低減

といいますか、安くなる傾向はございましたけ

れども、平成21年度ごろで大体下げどまったと

いうような状況になっているかなというふうに

も考えております。また、あわせまして、全国

の土木関係の部長会議等において、委員御指摘

のような、デフレスパイラルにならないような

単価設定について国に対しても要望していると

ころでございます。

○西村委員 ３年前ぐらい、19年度ぐらいを１

として考えて、その１から見て今がどうなの

か、これは今お答えはいいですから、また検証

していただいて、前年比でいくと余り変わって

いないかもしれませんけれども、３年ぐらい前

にさかのぼると、やっぱりこの改革によって非

常にデフレが業界内で進んでいる可能性もあり

ますし、当然、どこの業者も利益圧縮でやって

いますから、そこあたりの検証をしていただき

たい、そういう時期に達しているのかなと思い

ます。

最後に、これは要望というか、業界側も非常

に努力されて、現場の方も、現場をよく知るプ

ロの方から見ると、工事のときに技術提案をし

たがる方もいらっしゃって、ただ、そのときに
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現場の工事担当者という方にいろいろ余計なこ

とを言うと点数を悪くつけられるんじゃないか

とか、非常に怖がっているわけです。企業側か

ら技術提案がしたくてもできないとか、その土

壌を見たときに、自分はこう思うからこうした

ほうがいいということが言えないことに対し

て、そのあたりはどう考えているのか、伺いた

いと思います。

○図師技術企画課長 発注者と受注者の間のコ

ミュニケーションが十分図れないんではない

か、そういう御指摘も時々耳にすることがござ

います。今、発注者のほうでは、例えば契約を

締結した段階で、発注者と建設業者の双方の担

当者同士が一つのテーブルでその工事の施工計

画等について意見交換をして、十分お互いに工

事の内容等を把握して、そして工事に着手する

ようなことをやっております。そういう場を通

しまして、さらに発注者、受注者のコミュニケ

ーションが図れて、委員御指摘のような、言い

たいことも十分言えないというようなことがな

いように、今、指導しているところでございま

す。

○西村委員 発注者に余計なことを言ってし

まって、工事検査とか監査で気分を害した人が

点数を下げたりとか意地悪するということは、

まずないと考えてよろしいでしょうか。こうい

うクレームは多いものですから。

○図師技術企画課長 現時点で全くないかどう

か把握しておりませんけれども、十分コミュニ

ケーションが図れるように今後ともしっかり指

導してまいりたいと考えております。

○西村委員 お願いします。

○水間主査 ほかにありませんか。

○太田委員 １つだけ、管理課のほうにお尋ね

しておきます。監査の意見書の関係で、６ペー

ジの契約事務のところの説明がありましたが、

小林土木事務所で工事完成後に変更契約を締結

していたということでありますが、ほかのとこ

ろも大方そういう感じなのかなと思って、代表

的に聞かせていただきますが、例えば工事完成

後に変更契約を結ぶというのは基本的にはあり

得ないことだろうと思うんですけれども、こう

いったのがうっかりしてしまったとか、もしく

は変更契約に値しない、変更というものに値し

ないという認識だったとか、そういううっかり

したものであったのか、もしくは業務的に忙し

くなってきているんですよというところもある

のかなと思いまして、このあたりはうっかりで

あれば、今後、研修とか、そういった中で資質

の向上を図っていけば解決されると思います

し、こういったところで余り職員の皆さんが萎

縮してもいかんなと思いながら聞かせてもらい

ましたが、どうだったんでしょうか。認識が

ちょっと甘かったのか、それとも業務の中で忙

しくてちょっとずれてしまったのか、どうだっ

たんでしょうか。

○成合管理課長 委員の御指摘は、委員会資料

の６ページの（３）契約事務の小林土木事務所

の案件でございまして、先ほど御説明いたしま

したように、小林土木事務所の河川改良工事に

おきまして、変更契約を締結しておりますが、

その日付が工事完成日後になっていたという指

摘でございます。この案件につきましては、小

林土木事務所でございますけれども、工期が21

年12月から22年の３月25日と、年度末にかかっ

ております。その関係で、途中で河川の、これ

は工事の内容としては、河道掘削のような工事

でございまして、発生土砂が増加したというこ

とで、設計変更を本来するわけですけれども、

こういった場合は通常、監督員が指示書なりを
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切りまして、発生土砂数が幾らになると。その

場合には請負金額も変更になるわけでございま

すけれども、その都度変更契約をいたします

と、非常に事務処理に手間がかかるということ

で、完成前に変更契約を結ぶというのが通常で

ございまして、ほとんどの場合はそういう処理

をしているんですが、このケースの場合は、た

またま工事を請け負った完成業者が３月の中旬

ということで早目に完成届を出されまして、年

度末ということで支払いの関係もあったと思う

んですが、３月中旬に完成届を出しまして、そ

の後、完了検査―支払いは当然、変更契約後

に行われておりますけれども、変更契約の手続

が、契約事務がちょっと遅くなりまして、こう

いう逆転になってしまったということです。総

体的に考えますと、事務処理に不手際があった

ということでございまして、今後、このような

ことがないように、契約担当と工事担当、指示

書を切ったり変更契約を結ぶ前段階の連携、そ

ういう進行管理、チェック体制が不十分であり

ましたので、その辺の点検を徹底させていきた

いと考えております。

○太田委員 わかりました。

○新見委員 技術企画課長にお尋ねしたいんで

すが、成果の261ページ、建設工事リサイクル推

進の中で、実績内容として、県の新技術活用促

進システムの活用による云々という表現がござ

います。このシステムの簡単な概要と、新技術

の登録状況、そして何より一番大事なのが利用

の促進じゃないかと思うんですが、その３点に

ついて教えてください。

○図師技術企画課長 新技術・新工法の登録の

システムでございます。これにつきましては、

本県の場合、建設技術推進機構に登録事務を委

託しておりまして、建設技術推進機構で受け付

けをすることとしております。例えば、新技術

・新工法につきましては、国にも新技術・新工

法の登録等のシステムがございまして、国に登

録されている工法につきましては、ほぼ自動的

に登録ができると。それ以外の工法、技術につ

きましては、県土整備部におきまして、新技術

・新工法の委員会を設けておりまして、その委

員会で審査して登録を認めるというシステムが

ございます。登録する場合に、大きく３段階に

分けておりまして、ある程度技術力が認められ

て汎用性があるというものにつきましては、公

共工事でほぼ自由に使ってもいいというふうに

しております。技術的にはほぼオーケーだけれ

ども、まだ汎用性といいますか、実績が余りな

いというものについては、モデル的に実証しな

さいと。技術的にもまだ十分確認できないとい

うものについては、まだ登録は無理ですよとい

う３段階に分けて登録を行っているところでご

ざいます。

本年９月現在の登録数でございますけれど

も、新工法あるいは新材料、新製品等、全部含

めまして、登録数が304件となっております。こ

のうち、実際に公共工事で活用された件数が43

件というふうになっております。

○新見委員 多分この一覧表みたいなものは県

庁のホームページにも掲載されていると思いま

すが、掲載はされたが、なかなか利用に結びつ

かないということもちらちら聞くんです。その

辺で、後は業者の努力なのかなという思いもあ

るんですけれども、特に県として、せっかくこ

のシステムに乗ったものに対して何らかの利用

できるような、利用してもらえるような体制と

いうのはとっていらっしゃらないんでしょう

か。

○図師技術企画課長 一つは、技術企画課が毎
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年、各土木事務所に対しまして、その年度の歩

掛かりの改定状況や単価の改定状況、そういう

説明会を実施する機会がございます。そういう

機会などを通して、発注者の担当者にも、こう

いう新技術・新工法という制度があるというこ

ととあわせて、先ほど公共事業で自由に使って

もいいというランクがあると申しましたけれど

も、そういうものについては工法決定の比較検

討をする際に十分活用して比較検討しなさいね

というような指導をしております。コンサルタ

ント等につきましては、コンサルタント等の努

力に負っているという部分が確かにあるかと

思っております。

○新見委員 わかりました。

○白賀道路建設課長 先ほどの西村委員の御質

問にお答えいたしたいと思います。県道宮崎西

環状線の進捗状況ということでございます。ま

ず、松橋工区でございますけれども、全体延

長3.1キロメートル、全体事業費が約200億円で

ございます。平成11年度から事業に着手してお

りまして、22年度、本年度末の進捗予定としま

しては、45％を予定しております。といいます

のが、御案内のように、新相生橋という大きな

構造物もあるというのと、大淀川の激特事業も

進捗に影響を与えたということで、本年度末

で45％程度の進捗になろうかと考えておりま

す。

もう一つ、古城工区でございますけれども、

これにつきましては、全体延長1.2キロ、全体事

業費約50億で考えております。平成20年度に事

業着手いたしまして、今現在、地元に説明等を

行っています。一部測地等をやっているという

状況で、進捗につきましては、まだこれからの

進捗かなというふうな状況でございます。以上

でございます。

○西村委員 全体の見通しはまだまだ読めない

ということでよろしいんですか。

○白賀道路建設課長 完成予定ということなん

でしょうか。松橋工区につきましては、今、新

相生橋の下部工事等、鋭意事業を進めておりま

して、用地につきましては、ほぼめどはついて

おりますけれども、何とか26年ぐらいで完成で

きないかなと、26年度を目標に事業を進めてお

ります。

○蓬原委員 高速道路について、この前、延岡

で道路促進大会がありました。宮崎県を挙げて

悲願だということで、高速道路を早くつくって

くださいという運動を各地でやるわけですが、

よく言われることに、北海道の高速道路を見る

と車がほとんど走っていない、逆説的にそうい

う話があって、都会の人から見ると、田舎にそ

んなに高速道路が要るのかという議論の原因で

もあったのかなと思うので、逆に、つくろうと

いう運動をするからには、できたら大いに利用

しようという利用率アップを図ることを一生懸

命考えないと、東九州自動車道はある程度めど

は立ちましたが、中央道について本当に要るの

かという話になって、我々が運動する割には、

どうも向こうのほうの答えがよくないというよ

うなことになるのかなと思うので、利用アップ

ということについて何か考えておられることが

あるんですか。

○渡辺高速道対策局長 大変重要な問題だと思

いますけれども、この間の大会でも今のような

お話があったんですが、北海道と比べて、向こ

うのほうが通らないのに、こちらのほうが―

要するに優先順位的にどうなのかという話題

だったかと思います。その点については、必要

性の点を十分に国のほうというか、東京のほう

に訴えなきゃいけないという今は段階だと思い
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ます。特に中央道につきましては、東京のほう

から、何でこんな山の中の道路が必要なんだと

いうのは本音のベースで聞こえてきておりま

す。そこについては、細島港との連携だとか、

扇のかなめということで、例えばメディカル、

医療との関係で福岡港から全部出ている―一

つの例ですけれども、何で具体的に中央自動車

道が必要なのかといったものはいろんなところ

からデータをいただきながら、理論武装を固め

ながら、資料なんかを使いつつ要望をしてきて

いるところで、これからもそれを充実しなが

ら、その必要性をさらに訴えかけていきたいと

思います。

今後の利用活用につきましては、当然、企業

誘致、観光誘致、そういう観点をさらに開通ま

でにやっていかなければいけないということで

すので、ほかの部局とも連携しながら、また経

済界とも連携しながら、その辺は考えていきた

いと思います。中央道じゃなくて東九州道、

今、続々と開通していますけれども、例えば東

児湯だと、観光ネットワークやそういう団体と

も連携しながら、東児湯の地域が東九州道を

使ってどう活性化するかみたいな話は県も連携

しながら取り組んできておりますので、そうい

うような取り組みを九州中央自動車道について

もこれからやっていきたいと思いますので、ま

た逆に委員の方々の御協力をこれからもよろし

くお願いいたしたいと思います。

○蓬原委員 商工観光労働部との連携というの

は非常に大事かなと思うんですが、高鍋までで

きましたけれども、将来的に東九州道のバス路

線の設置というのは、25年となると余り時間が

ないんですが、何か計画が進んでいるもので

しょうか。

○渡辺高速道対策局長 バスの路線につきまし

ては、高速バスのバス停の場所は、計画段階で

県と自治体と宮崎交通と一度やって、一たん決

まっております。東九州道はこれから開通して

いく段になってきていますので、高速バスの乗

り入れの意向があるのかどうなのかとか、その

辺は再度確認させていただきたいと思いますけ

れども、今のところ、具体的にはこれからの調

整かなというふうに思っています。計画段階で

は、バス停の位置を決めるという段階では一度

調整しているんですけれども、実際に25年度開

通したらどういうふうにバス交通が入るかとい

うのはこれからの調整になります。

○蓬原委員 これからの話ということですが、

私は前から思っていることがあって、都城市議

会でもかなり議論になったみたいだけれども、

例えば都城北というバス停があるんです。博多

まで行くのに非常に便利だと。あそこに車を置

いて、バスに乗って行って帰ってきて、また車

で帰ればいいということで、高速道路のバス停

というのは鉄道の駅みたいなものだと。当然、

そこには乗降する人たちのための車を置く駐車

スペースがあると―そのバス停にもよるわけ

ですが、山田町のバス停と都城の北にあるバス

停とは乗降客が全然違うわけだけれども、乗降

客の多いところというのは大きな駐車スペース

をつくってあげると、高速道路の予算とはまた

別でしょうけれども、周辺のほうの話になると

思うんですが、かなり利用度は上がるというこ

とがあって、なかなかのようですけれども、民

間がそこにつくればいいのかもしれませんが、

なかなかそうはいかない。ましてや、一般的に

高速道路は畑地帯を走っていますので、転用も

きかないところや制約があるのかもしれないけ

れども、願わくば、利用率アップという観点か

らすれば、乗降客の多いバス停のところは一つ
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の駅だと考えて、ＪＲの駅前駐車スペースみた

いなものがあれば利用率アップにつながるん

じゃないかという考えを持っていまして、これ

はまだ計画段階ですから、答えは要りませんけ

れども、ずっと前、一般質問をしたことがあっ

たんですけれども、つくりますということだっ

たけれども、できないようですから、申し上げ

ておきます。

○渡辺高速道対策局長 ハードのほうは、先ほ

ど言ったように、過去に一度、調整していまし

て、具体的に言いますと、東九州道の今、供用

している区間については、宮崎西インター付近

と国富の２カ所に停留所があります。これはい

ずれも高速道路の本線上に設置されています。

これから開通する予定のところについては、西

都インターの付近と門川インターの付近の２カ

所が高速道路本線上、日向インター線上の料金

所外側と延岡インター線の市道交差点付近にお

のおの１カ所ということで、４カ所これから停

留所が設置されるということで、先ほど言った

ように自治体とバス会社と県と一度やって、ハ

ード的なものは一度は固まっていると。後、ど

ういうバス路線が入るかというのは、これから

バス会社となんですけれども、委員言われたよ

うに、確かに外側から来た人がバスに乗るの

に、駐車場というのはいろんなところで設置さ

れて、あれは自治体のほうの財政負担になるん

ですけれども、今言ったところの駐車場の計画

が具体的にどうなっているかというのは今手元

にないので、また調べさせていただきたいと思

います。これからの４カ所に駐車スペースがも

し計画されていないとなれば、これから設置す

れば自治体との調整というふうになります。

○蓬原委員 お願いします。

○図師技術企画課長 先ほど新見委員から御質

問の新技術・新工法に関してでございます。活

用促進に当たりまして、特に設計コンサルタン

トにつきまして、コンサルタントの自主性に任

せているというようなことを申し上げましたけ

れども、設計業務を委託する場合に、設計業務

の共通仕様書というのがございまして、その中

で、新技術・新工法に登録してあって、公共事

業に使ってもいい工法につきましては、設計の

工法を検討する際に、そこの工法比較のテーブ

ルに載せなさいということを明記しておりま

す。発注者に対しても我々は指導しております

けれども、あわせましてコンサルタントのほう

にも共通仕様書のほうで明記していると。さら

に、工事につきましても、工事のほうの共通仕

様書というのがございますが、ことし７月に共

通仕様書の改定を行いました。その際に、建設

工事のほうについても工事現場で使えるような

工法がある場合には、それを発注者と話をし

て、使えれば使うようにというようなことを共

通仕様書に明記しているところでございます。

正直なところ、登録数に対して活用数がまだそ

れほど多くないという現実はございますので、

今後とも、活用促進について努力していきたい

というふうに考えています。

○水間主査 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 なければ、後半の説明をいただき

たいんですが、後半の説明が約40分かかります

ので、お昼からでよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 それでは、後半の６課については

お昼からということにいたします。

暫時休憩いたします。

午前11時37分休憩
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午後１時５分再開

○水間主査 分科会を再開いたします。

後半の説明をまず河川課からお願いします。

○野中河川課長 河川課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の21ページからでございます

が、26ページの河川課計をごらんください。当

課の平成21年度決算額は、予算額225億2,701

万8,000円、支出済額141億2,858万8,344円、翌

年度繰越額81億9,984万7,000円、不用額１

億9,858万2,656円、執行率62.7％で、翌年度繰

越額を含んだ執行率は99.1％となります。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたしま

す。21ページにお戻りください。まず、（目）

河川総務費でありますが、執行率が85.8％と

なっております。22ページの（目）河川改良費

でありますが、執行率が63.8％となっておりま

す。これらは主に翌年度への繰り越しによるも

のであります。また、河川改良費の不用額１

億1,085万800円につきましては、主なものとし

まして、直轄河川工事負担金の地方負担額の確

定による執行残であります。

次に、23ページをお開きください。（目）海

岸保全費でありますが、執行率が31.8％となっ

ております。24ページの（目）水防費でありま

すが、執行率が79％となっております。これら

も主に翌年度への繰り越しによるものでありま

す。

次に、25ページをお開きください。（目）土

木災害復旧費でありますが、執行率が40.5％と

なっております。これも主に翌年度への繰り越

しによるものであります。また、不用額の8,664

万832円につきましては、主に20年災のすべての

箇所が完了し、流用する箇所がなかったことな

どによる執行残であります。

26ページの（目）直轄災害復旧費であります

が、執行率が84.6％となっております。これに

つきましては、直轄災害復旧事業負担金の地方

負担額の確定による執行残であります。

次に、主要施策の成果について主なものを御

説明いたします。

主要施策の報告書の河川課インデックスの273

ページをお開きください。１の３）の豊かな自

然環境の保全・創出についてであります。ふる

さとの道・川・海愛護ボランティア支援では、

県民と行政が協働して美化活動を実施したもの

であります。河川や海岸の清掃などのボラン

ティア活動について必要な資材の貸し出しや支

給などを行い、21年度は70団体、約１万人の実

績がありました。

次に、274ページをごらんください。３の２）

の施策、危機管理体制の強化であります。275ペ

ージをごらんください。洪水ハザードマップ作

成支援であります。これは、災害発生時に住民

や市町村などが的確に行動できるよう洪水ハザ

ードマップを作成する市町村に対し、国と県で

費用の一部を補助するとともに、作成に関して

指導助言などを行ったところであります。これ

によりまして、平成21年度までに作成が必要な

すべての市町村で作業が完了したところであり

ます。

次に、３の３）の施策、災害に強い県土づく

りであります。276ページをごらんください。○新

河川管理施設維持管理計画策定（河川のカルテ

作成）でありますが、平成21年度から３カ年の

予定ですべての河川で実施する予定としており

ますが、平成21年度は代表的な河川、清武川ほ

か３河川において維持管理計画の策定に取り組

んだところであります。
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水防災対策であります。これは、五ヶ瀬川な

どの河川におきまして、輪中堤の整備や宅地の

かさ上げなどを行うことにより、家屋の浸水被

害の防止軽減に取り組んだところであります。

次に、277ページをごらんください。河川激甚

災害対策特別緊急であります。これは、平成17

年の台風14号により甚大な浸水被害を受けた宮

崎市の大淀川水系の県管理河川におきまして、

堤防かさ上げや排水機場の増設など、緊急的、

重点的に取り組んだところであります。

県単河川改良であります。これは、湯の元川

ほか64河川におきまして、河川の堆積土砂の除

去などに取り組んだところであります。

次に、278ページをごらんください。公共土木

災害復旧であります。平成21年度は、20年

災、21年災をあわせまして、石崎川ほか11カ所

を実施し、災害箇所の早期復旧に努めました。

このうち石崎川ほか８カ所を22年度に繰り越し

ましたが、ことしの９月までに67％が完成して

おります。

次に、補助事業のダム施設整備及び県単事業

のダム施設管理でありますが、管理設備の改良

工事や機器の更新、補修工事に取り組んだとこ

ろであります。

279ページをごらんください。施策の成果等に

つきまして御説明いたします。平成21年度の成

果としましては、17年の台風14号などで浸水被

害が大きかった箇所を中心に河川改修を実施し

ておりますが、平成21年度に大淀川水系の大谷

川と瓜田川で実施しておりました激特事業がお

おむね完了し、現在繰り越し工事中の箇所も今

年度内に完了する予定であります。災害につき

ましては、決定箇所の100％に着手しており、今

後とも早期復旧に努めていくこととしておりま

す。

続きまして、監査結果の報告についてであり

ます。

委員会資料にお戻りいただきまして、８ペー

ジをお開きください。（７）その他の指摘事項

であります。西都土木事務所の河川敷占有許可

について、許可及び調定の事務処理がおくれて

いるとの指摘であります。これにつきまして

は、歳入歳出決算審査意見書の４ページをお開

きください。アの収入事務について、行政財産

使用料等において、調定処理のおくれにより収

納日が遅延しているとの指摘を受けておりま

す。今後は、財務規則などの諸規定に基づきま

して適正に処理し、担当リーダーなどによる複

数の職員による精査を再度徹底し、再発防止に

万全を期すよう、関係する全所属に対して指導

を行ったところであります。

河川課につきましては、以上でございます。

○平田砂防課長 砂防課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の27ページから28ページでござい

ますが、28ページの砂防課計をごらんくださ

い。当課の平成21年度決算額は、予算額74

億6,410万8,000円、支出済額54億2,473万7,660

円、翌年度繰越額20億3,157万9,000円、不用

額779万1,340円、執行率72.7％で、翌年度への

繰越額を含めますと99.9％となります。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたしま

す。27ページをごらんください。（目）砂防費

でございますが、執行率が72.5％となっており

ます。これは主に繰り越しによるものでござい

ます。また、不用額779万1,340円につきまして

は、直轄砂防事業負担金の執行残でありまし

て、国の事業費の変更決定がおくれたことによ

るものであります。
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次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の砂防課のインデックス、280ページを

お開きください。３の３）の施策、災害に強い

県土づくりでありますが、主な事業について御

説明いたします。通常砂防でありますが、高千

穂町の城屋敷川ほか30渓流において堰堤工や護

岸工を整備し、土石流による災害の防止対策を

実施いたしております。

281ページをお開きください。特定緊急砂防で

ございます。平成19年度に被災しました日之影

町の綱の瀬川流域において再度災害を防止する

ため、堰堤工を実施しております。

次に、急傾斜地崩壊対策でありますが、宮崎

市の元神南地区ほか43地区において擁壁工及び

のり面工を実施いたしております。

282ページをお開きください。県単砂防等修繕

でございます。この事業は、主に既設の砂防施

設や地すべり防止施設等の維持修繕を行うもの

でありますが、平成21年度は経済・雇用緊急対

策として、老朽化した砂防堰堤等の修繕及び除

石等を実施いたしました。

施策の成果等についてでありますが、283ペー

ジをお開きください。本県の土砂災害危険箇所

の整備状況につきましては、平成21年度末

で27.3％の整備率となっており、おおむね想定

しました成果となっております。今後とも、災

害発生箇所の早期復旧を図り、土砂災害危険箇

所の整備を推進するとともに、災害時の避難を

円滑にする防災情報の提供や警戒区域の指定等

のソフト対策を進めてまいりたいと考えており

ます。

諸施策の成果については以上でございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関し

て、特に報告すべき事項はありません。以上で

ございます。

○野田港湾課長 港湾課でございます。

当課の決算について御説明をいたします。

委員会資料の29ページからでございますが、

港湾課には一般会計と特別会計がございます。

まず、一般会計から御説明いたします。32ペー

ジの一般会計の計の欄をごらんください。平

成21年度決算額は、予算額68億613万8,000円、

支出済額61億579万9,001円、翌年度繰越額６

億6,030万7,000円、不用額4,003万1,999円、執

行率89.7％、翌年度繰越額を含めますと99.4％

となります。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたしま

す。29ページにお戻りください。（目）土木総

務費でありますが、執行残が303万6,790円と

なっております。これは、主に空港整備の直轄

事業負担金の執行残でありまして、国の事業費

の変更決定がおくれたことによるものでござい

ます。

次に、30ページをごらんください。（目）港

湾管理費でありますが、執行残が3,643万108円

となっております。これは、主に委託費と直轄

の港湾事業の負担金の執行残でありまして、国

の事業費の変更決定がおくれたことなどによる

ものでございます。

次に、31ページをごらんください。（目）港

湾建設費でありますが、執行率が83.8％となっ

ております。これは、主に翌年度への繰り越し

によるものであります。

次に、33ページをお開きください。港湾整備

事業の特別会計の決算についてでございます。

決算額等につきましては、先ほど部長のほうか

ら御説明いたしましたので、省略させていただ

きます。
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次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

（目）港湾管理費でありますが、執行残が1,328

万9,646円となっております。これは、主に港湾

の運営費に係る需用費及び工事請負費の執行残

であります。

次に、（目）港湾建設費でありますが、執行

率が20％となっております。これは、工事に関

して翌年度への繰り越しによるものでありま

す。

次に、34ページをごらんください。（目）予

備費でございますが、平成21年度は予備的費用

が発生しなかったことから、200万円全額が未執

行となっております。

次に、港湾課の計の欄をごらんください。当

課の一般会計、特別会計を合わせました平成21

年度決算額は、予算額が86億5,014万7,000円、

支出済額が77億3,451万7,297円、翌年度繰越額

が８億6,030万7,000円、不用額5,532万2,703

円、執行率89.4％、翌年度繰越額を含めます

と99.4％となります。

次に、35ページをお開きください。港湾整備

事業特別会計の歳入についてでございます。歳

入合計でありますが、予算額が18億4,4 0 0

万9,000円に対し、収入済み額が※16億7,298

万9,839円となっております。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明をいたします。

報告書の港湾課のインデックスの284ページを

お開きください。１の自然と共生した環境にや

さしい社会づくりの３）豊かな自然環境の保全

・創出についてであります。主な事業及び実績

でありますが、ふるさとの道・川・海愛護ボラ

ンティア支援は、海岸の清掃事業に取り組んで

いる団体等に対し、必要なごみ袋等を支給し、

活動を支援したものであります。施策の成果等

につきましては、海岸の清掃活動に24団体

で1,433人の参加をいただいたところであり、県

民の方々の自主的な活動が海岸環境の保全に大

きく貢献したものと考えております。21年度の

参加人数が減少しているのは、県北の海岸など

台風等による流木の海岸漂着がなかったために

例年より減少したものと考えております。

次に、２の快適で人にやさしい生活空間づく

りの１）美しい景観づくりについてでありま

す。285ページをごらんください。主な事業及び

実績でありますが、みやざき臨海公園運営は、

宮崎港の一ツ葉地区にありますみやざき臨海公

園の管理運営を指定管理者に委託しているもの

でございます。施策の成果等につきましては、

公園全体の利用者数は25万400人で、前年度に比

べ１万3,800人の増となっており、各種イベント

等の開催により利用促進が図られたものと考え

ております。

次に、286ページをお開きください。２の経済

・交流を支える基盤づくりの１）広域交通ネッ

トワークづくりについてであります。主な事業

及び実績でありますが、港湾改修は、細島港ほ

か２港におきまして、港内の静穏度を確保する

ために防波堤の整備を行ったものであります。

次に、287ページをごらんください。ポートセ

ールス推進でありますが、県内外で港湾セミナ

ーを開催するとともに、本県港湾の利用促進の

ために企業訪問やＰＲパンフレット作成などを

行ったものであります。

次に、○新 細島港港湾計画見直し基礎調査であ

ります。この事業は、平成20年代の前半を目標

年次とした現在の細島港の港湾計画について、

見直しの必要性を判断するために、平成21年度

※65ページ左段に訂正発言あり
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と22年度の２カ年かけて調査を行うものであり

ます。平成21年度は、県内及び隣県の企業ある

いは日向市民に対してアンケートやヒアリング

などの調査を行っております。

次に、○新 油津港整備（上屋整備）であります

が、油津港ではコンテナ船の定期航路が開設さ

れており、紙製品や木製品などのコンテナ貨物

が増加しております。今後、さらにコンテナ貨

物量の伸びが見込まれるために、新たに上屋の

整備を行ったものであります。

次に、288ページをお開きください。施策の成

果等でございますが、まず港湾整備につきまし

ては、既存施設の有効活用を図りながら、重点

的、効果的な整備を行ったことによりまして、

安全性や信頼性の向上など、港湾の機能強化に

つながったものと考えております。次に、ポー

トセールス活動につきましては、昨年度、東京

都と宮崎市で港湾セミナーを開催しまして、

約300人に御参加いただいたところでございま

す。また、港湾の利用促進を図る企業訪問等を

精力的に実施したことにより、昨年４月から大

阪向けのローロー船が他社の船の接続によりま

して関東向けのサービスも開始したところでご

ざいます。

主要施策の成果については以上でございま

す。

次に、監査報告についてであります。

また委員会資料にお戻りいただきまして、６

ページをお開きください。油津港東地区の舗装

工事において、契約日が契約締結期限を超えて

いるとの指摘がありました。これは、落札日か

ら１週間以内に契約を行うことになっておりま

すが、ちょうど落札日が年末にかかったため

に、７日以内に契約ができなかったという事例

でございます。今後、このようなことがないよ

うに財務規則の内容の周知徹底を図りまして、

適正な事務の執行に努めるように指導してまい

ります。

港湾課につきましては、以上でございます。

○井上都市計画課長 都市計画課でございま

す。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の36ページから39ページでござい

ますが、まず、39ページの一番最後の段をごら

んください。都市計画課の平成21年度決算額

は、予算額55億9,601万3,000円、支出済額が41

億1,631万4,150円、翌年度繰越額が14億7,879

万8,000円、不用額が90万850円、執行率が73.6

％、翌年度繰越額を含めますと99.9％となって

おります。

次に、目の執行残が100万円以上のものはござ

いませんので、執行率が90％未満のものについ

て御説明いたします。37ページをお開きくださ

い。（目）街路事業費であります。執行率

が69.8％になっておりますが、これは主に繰り

越しによるものであります。

次に、38ページをごらんください。（目）公

園費であります。執行率が82.9％になっており

ますが、これも主に繰り越しによるものであり

ます。

次に、主要施策の成果について主なものを御

説明いたします。

報告書の都市計画課のインデックスのとこ

ろ、290ページをお開きください。まず、１の

２）きれいな空気・きれいな水の確保でござい

ます。施策推進のための主な事業及び実績の表

の○新 下水道県過疎代行をごらんください。これ

は、財政力や技術力が十分でない市町村の下水

道整備を県が代行して行うものであり、日南市

（旧北郷町）におきまして、幹線管渠の整備を
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行ったところであります。

施策の成果等であります。291ページをごらん

ください。県内の平成21年度現在の公共下水道

人口普及率は、これまで整備を進めた結

果、52.4％となったところでございます。今後

も、平成18年度に改定した第２次宮崎県生活排

水対策総合基本計画に基づき、市町村の実情に

応じたより一層の効率的、経済的な整備を進め

る必要があると考えております。

次に、291ページの２の１）美しい景観づくり

でございます。施策推進のための主な事業及び

実績の表の○新 民間活力を生かした景観・地域づ

くり支援をごらんください。これは、住民、事

業者が主体となった景観形成を推進する事業で

ありますが、地域住民等を対象に景観形成に関

する実践的なセミナーを２回開催するととも

に、景観向上に向けた社会実験や調査研究を実

施したところであります。

施策の成果であります。292ページをごらんく

ださい。③でございますが、良好な景観の形成

に関するさまざまな活動を行うものとして県が

指定した景観整備機構と協働して事業を行い、

地域住民や事業者がみずから継続的に景観形成

活動に取り組む体制を整備したところでありま

す。

次に、293ページの３）地域交通ネットワーク

づくりでございます。施策推進のための主な事

業及び実績の表の○新 暮らしやすい都市圏をつく

る交通推進をごらんください。これは、宮崎都

市圏の総合交通戦略の進行管理及び利用者の意

識啓発を行うものであります。宮崎都市圏総合

交通戦略推進協議会を開催するとともに、自動

車からバスなど他の交通手段への利用転換を図

るため、住民に対し啓発を行ったところであり

ます。

次に、294ページ、地方道路交付金の欄をごら

んください。延岡市の中心部の交通混雑緩和や

まちづくりを推進するために、平成20年度に引

き続き、延岡西環状線の一部をなす愛宕通線の

岡富橋、須崎中川原通線の祝子橋の整備を進め

たところであります。そのほか９路線で街路の

整備を行ったところであります。

施策の成果等であります。295ページをごらん

ください。②にありますとおり、宮崎都市圏総

合交通戦略協議会を開催し、学識経験者や交通

利用者、行政機関等が一体となって関連する事

業の進捗管理などに取り組むとともに、天満・

加納バイパス沿線の住民に対し、自動車から他

の交通手段への転換を促すため、情報の提供な

どを行い、意識啓発を図ったところでありま

す。また、③でありますが、街路整備の推進に

より、放射・環状線、交通結節点へのアクセス

道路、歩道のバリアフリー化など、人にやさし

い交通環境に資する道路、まちづくりと一体と

なった道路などの整備を図ったところでありま

す。今後とも、都市部における安全で円滑な交

通を確保する道路整備を進めるとともに、安全

で快適な都市空間の整備に取り組んでまいりた

いと考えております。

次に、296ページ、３の３）災害に強い県土づ

くりでございます。施策推進のための主な事業

及び実績の表の公共都市公園整備をごらんくだ

さい。災害時の対策拠点施設として活用するた

め、都市公園施設の整備を行うものですが、県

総合運動公園の体育館の耐震補強工事を行った

ところであります。

施策の成果等であります。297ページをごらん

ください。大規模災害に備えるため、県総合運

動公園の設備耐震化等により災害対策拠点施設

としての機能強化を進めるとともに、県及び市
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町の既存都市公園による防災ネットワークの整

備を進め、防災伝達訓練の実施などにより広域

連携による防災機能を充実させたところであり

ます。

次に、監査報告についてであります。

指摘内容を御説明いたします。委員会資料の

５ページをお開きください。まず、（１）収入

事務についてであります。「組合等施行土地区

画整理事業に伴う関係市からの協力金につい

て、調定の時期がおくれているものがあった」

との指摘であります。これにつきましては、お

手元の歳入歳出決算審査意見書の４ページをお

開きください。アの収入事務について、「行政

財産使用料等において、調定処理のおくれによ

り収納日が遅延しているもの、納入期限を誤っ

ているもの及び調定額の算定を誤っているもの

が見受けられた」との指摘を受けております。

これにつきましては、組合施行の土地区画整理

事業に伴う延岡市からの協力金の調定に係るも

のでありますが、協力金の協定締結の担当者と

調定の担当者との連携が十分でなかったために

認定のおくれが生じたものであります。この件

につきましては、両担当者間で情報共有を図る

など連携強化により適切な進行管理を行うよ

う、対策を講じたところであります。

委員会資料の６ページ、（２）の支出事務で

あります。「駐車場敷等に係る国有林野有償借

受契約書について、支出負担行為の整理時期を

誤っているものが見受けられた」との指摘でご

ざいます。これにつきましても、歳入歳出決算

審査意見書の４ページをお開きください。イの

支出事務について、「賃貸借契約等において、

支出負担行為の整理時期がおくれているものが

見受けられた」との指摘を受けているところで

あります。これは、本来、契約を締結するとき

に整理すべきであった支出負担行為を支払いの

際に同時に行っていたものであります。この件

につきましては、指摘を受けた都市公園総合事

務所が22年４月の組織再編により廃止されたた

め、当該事務所の事務を引き継いだ宮崎土木事

務所に対し、財務規則等に十分留意し、適切な

対応をとるよう指導したところであります。

都市計画課につきましては、以上でございま

す。

○川﨑建築住宅課長 建築住宅課であります。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の40ページからでありますが、44

ページの建築住宅課計の欄をごらんください。

当課の平成21年度決算額は、予算額29億5,528

万9,000円、支出済額27億4,254万7,864円、翌年

度繰越額１億9,925万1,000円、不用額1,349

万136円、執行率92.8％、翌年度への繰越額を含

めますと99.5％となります。

次に、目の執行率が90％未満のものまたは不

用額が100万円以上のものについて御説明いたし

ます。40ページにお戻りいただきたいと思いま

す。（目）建築指導費の不用額が1,214万4,140

円となっておりますが、これは、主に構造計算

適合判定申請件数が当初予定した件数を下回っ

たことや、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業

として実施いたしました建築計画概要書電算化

業務委託において、受託業者の雇用実績が当初

予定した人員を下回ったことなどにより、不用

額が生じたものであります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の建築住宅課のインデックスの298ペー

ジをお開きください。まず、２の２）のゆとり

ある住空間づくりについてであります。これ

は、住宅や居住環境の質の向上を図るととも
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に、住宅の流通を円滑にする市場の整備や住宅

セーフティネットの充実などにより、だれもが

快適に暮らせるゆとりある住空間づくりを目標

としておりまして、次の施策推進のための主な

事業及び実績の欄にあります事業に取り組んだ

ところであります。まず、公共県営住宅建設事

業におきましては、宮崎市の平和ヶ丘団地３号

棟ほか１棟の合わせて65戸を新規着工し、宮崎

市の花ヶ島団地５号棟の65戸が完成、日南市の

馬越団地２号棟の20戸の整備を継続して行って

いるところであります。また、環境整備事業と

して、都城市の都原団地ほかにおいて外壁改修

などを実施したところであります。

次に、市町村営住宅建設促進事業におきまし

ては、高齢者や障がい者世帯向けの公営住宅31

戸を整備する宮崎市など５市町に対し、人にや

さしい公営住宅整備促進事業として、その整備

費の一部を助成したところであります。

299ページをごらんください。次に、住まいづ

くり対策事業におきましては、県民の住まいづ

くりを支援するため、「住まい・る・メッセ」

や木造住宅セミナーなどのイベントや講習会を

開催し、住まいに関する情報の提供などに努め

たところであります。

次に、施策の成果等についてでありますが、

ただいま御説明いたしました取り組みなどを

行ってまいりました結果、住宅に対して満足し

ている県民の割合は高く維持され、また県営住

宅のバリアフリー化率が向上するなど、一定の

成果が得られたものと考えております。

300ページをお開きください。次に、３の２）

の危機管理体制の強化についてであります。こ

れは、県民の防災意識の高揚を図り、自然災害

を初めとする多様な危機事象に迅速に対応する

ため、危機管理体制の強化に努めることを目標

としておりまして、次の施策推進のための主な

事業及び実績の欄にあります建築物防災対策事

業に取り組んだところであります。この事業に

おきましては、建築物防災展の開催などの建築

物地震対策事業を初め、木造住宅耐震化促進事

業などに取り組んだところであります。この結

果、次の施策の成果等にありますとおり、建築

物所有者などの防災意識の高揚を図るととも

に、県内９市町で35戸の耐震診断と３市１町

で32件のアドバイザー派遣を実施したところで

あります。今後も、引き続きこれらの事業の促

進に努めてまいりたいと考えております。

次に、監査における指摘事項の処理状況につ

いてであります。

委員会資料をごらんいただきたいと思いま

す。５ページをお開きください。（１）収入事

務について、県営住宅等使用料について、一部

の土木事務所で収入未済額が前年度と比較して

増加しているとの指摘であります。県全体とし

ては収入未済額を圧縮したところであり、今後

とも、滞納の初期段階からの納入督促の徹底

や、住宅の明け渡しと滞納家賃の支払いを求め

る法的措置の強化など、一層の収入促進に努め

てまいりたいと考えております。

次に、７ページをお開きください。（５）の

財産の管理であります。県営馬越団地集会所に

おける目的外使用許可の手続が大幅におくれて

いたとの指摘であります。今後、この案件の許

可の更新に当たっては、公有財産取扱規則に基

づいた適切な手続を行うよう関係職員に周知徹

底したところであります。

建築住宅課は以上であります。

○伊藤営繕課長 営繕課であります。

当課の決算について説明いたします。

委員会資料の45ページから46ページに記載し
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ておりますけれども、まず、46ページの営繕課

計をごらんください。当課の平成21年度の決算

状況は、予算額13億2,994万6,000円、支出済額

９億6,331万4,694円、翌年度繰越額３億2,313

万5,000円、不用額4,349万6,306円となり、執行

率は72.4％、翌年度繰越額を含んだ執行率

は96.7％となっております。

次に、目の執行残が100万円以上のもの及び執

行率が90％未満のものについて説明をいたしま

す。45ページをごらんください。（目）財産管

理費でありますが、不用額が4,293万9,233円と

なっております。これは、組織改正に伴う執務

室改修等に係る修繕費の執行残と、庁舎公舎等

に係る営繕工事の執行残であります。

次に、主要施策の成果でありますが、当課は

該当はございません。

次に、監査における指摘事項の処理について

であります。

７ページをお開きください。（４）の工事の

施工であります。「日南振徳高校建設工事ほか

実施設計業務の委託について、成果品の部分引

き渡しに係る検査が行われていなかった」との

指摘であります。このことから、部分引き渡し

を指定した部分についての成果物引き渡し申出

書、検査調書、業務完了検査書の書類の整備を

直ちに行いました。今後は、検査漏れがないよ

うチェックを強化し、再発防止に努めてまいり

ます。

営繕課は以上であります。

○野田港湾課長 説明の訂正をさせていただき

ます。委員会資料の35ページでございまして、

歳入の合計の欄がございますが、収入済み額

が16億7,242万6,244円という数字になっており

まして、先ほどは隣の調定額の数字を説明した

ようでございます。訂正をさせていただきま

す。

○水間主査 ただいま説明が終わりました。質

疑はございませんか。

○蓬原委員 成果に関する報告書の279ページ、

河川課であります。平成17年の台風14号、あの

ときは宮崎市は大変な被害を受けまして、当時

の部長も家族ともども避難されたという話も

あったやに聞いております。事実関係はともか

くとして、そんな話があったように覚えており

ます。大淀川の河川激甚災害対策特別緊急事業

は平成21年度でおおむね完成とあるんですが、

この文章だけからいくと、平成17年の台風14号

程度の雨があったとしても、宮崎市民の皆さん

方は避難騒動はもう起こさなくていい状況に

なったというふうに理解していいんですか。

○野中河川課長 大淀川の河川激甚災害特別緊

急事業につきましては、17年発生の災害でござ

いまして、５カ年で完了することとなっており

ます。21年が最終年度でございますけれども、

おおむね完成はしておりますけれども、一部繰

り越して施工して今年度内には終わることとし

ております。委員のおっしゃられております17

年の台風14号相当の雨に対しては安全に流下で

きるような、浸水被害が発生しない計画で整備

しておるところでございます。

○蓬原委員 小さな川がいろいろあって、排水

路とかいろいろありましたね。そのあたりも含

めてもう心配ないと理解していいですか。

○野中河川課長 基本的には、内水等もござい

ますけれども、17年災の雨で床上浸水をしない

ような、なくなるような計画でございます。ま

た今、激特で整備している河川は、そのような

整備、17年の台風14号で対処しておりますけれ

ども、まだ未整備の河川がございますので、そ

の河川につきましては、順次、整備に努めてお
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るところでございます。

○蓬原委員 わかりました。

298ページの市町村営住宅建設促進、高齢者・

障がい者向けの住宅に対する補助は、市町村が

主体だと思いますが、補助率はどれぐらいなん

でしょうか。

○川﨑建築住宅課長 298ページの人にやさしい

公営住宅整備促進事業でございますが、手元に

資料がございませんので、しばらく時間をいた

だけますか。

○蓬原委員 後で結構です。

その間、あと１件だけ。委員会資料の31ペー

ジの港湾課、説明の欄に長寿命化計画策定とい

うのがありますが、ついこの前の委員会で橋梁

の長寿命化の話があって、トンネルはどうなん

ですかという話をしたことを記憶しております

が、港湾課の場合の長寿命化計画というのはど

ういうものか、教えてください。

○野田港湾課長 港湾施設の維持補修につきま

しては、県単事業と、補助事業で補助対象にな

る部分もございまして、そういう予算を使いな

がら維持補修を行っておるわけですが、今回、

補助事業に係る維持補修につきましては、県の

ほうでそれぞれの施設の点検を行って、今どれ

ぐらい劣化して、劣化をある程度延命化するた

めにどういうふうに計画していくのか、延命化

計画をしていくのかという、長寿命化の計画を

策定しなさいという指導が国のほうからござい

ました。これを策定しないと、今、補助対象に

なっている維持補修について予算がつかないと

いうことになっておりまして、県内の港湾の各

施設につきまして、計画策定の調査を行ってい

るところでございます。20年から24年度までの

５年間でほぼ全部の施設についてそういう長寿

命化の計画を策定するという予定にしていると

ころでございます。以上です。

○蓬原委員 ということは、現在、調査を終え

て策定中ということですね。

○野田港湾課長 今現在、策定中でございま

す。

○蓬原委員 わかりました。

○坂口委員 節の中で、各課にあるんですけれ

ども、職員手当、この中にはどんなものが含ま

れるんですか。

○成合管理課長 職員手当の中身としまして

は、時間外、扶養手当、通勤手当等でございま

す。

○坂口委員 時間外はこの中だろうなと思った

んですけれども、それから資格あたりが入るの

かなと思うんですけれども、執行残が全部ゼロ

なんです。管理課のところで幾らか出ているけ

れども、時間外あたりが―現場というか、各

課、各出先を見ていると、夜、かなり電気がつ

いているというのが前から気になっているんで

す。残業手当なんかがしっかり確保できている

のかというのが気になるんです。商工観光労働

部関係を見ると、職員手当のところ、ほとんど

執行残を持っているんです。県土整備部はこ

ぞってゼロなんです。管理課のところでちょっ

と出ている。そこらが何かなと気になったもの

ですから、特に資格手当とか残業手当というも

のが職員手当の中に含まれるものとすれば、中

途で資格を取る人、それから残業というのは

やってみて初めて何時間という結果が出るもの

で、ここのところが執行残ゼロというと、未払

いみたいな、サービスみたいなものが出てきて

いるんじゃないかなというのが気になるもので

すから。全部なものだから、そこらがしっかり

手当てがされているのかどうかというのが気に

なってですね。
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○成合管理課長 委員の御質問は、職員手当等

の不用額でございましょうか。例えば、管理課

の予算で手当てしております土木総務費、９ペ

ージでございますが、そこに計上しております

給料、職員手当等、共済費、これを通常、人件

費と申しておりますけれども、これらについて

は、不用額の欄に掲げておりますように、人件

費の一部を補助公共事業に振りかえたために、

多くは執行残が残ったものでございますけれど

も、不用額として残っている分が、職員手当等

で見ますと管理課分として2,997万6,000円余と

いうことでございます。委員のほうから時間外

の御指摘がございまして、事務所によっては、

昨年度はたまたま災害等が少のうございまし

て、職員の時間外手当については、常々その縮

減と適切な執行について各事務所のほうをまた

さらに指導してまいりたいというふうに考えて

おります。

○坂口委員 ゼロだから一番適切で、それに

ぴったり当てはまったというと理想ではあるん

ですけれども、残業時間というのは物すごく不

確定だと思うんです。商工観光労働部を後でで

も参考に見ていただくとわかるんですけれど

も、ことごとく執行残を持っているんです。と

いうことは、的確に支出がなされて残ったと単

純に考えやすいんですけれども、こぞってゼロ

となると、足りずにゼロになったということが

あると、ちょっと気がかりなものですから、管

理課の土木総務費の職員手当等の不用額3,000

万、93％弱の執行率で、ここだけですね。だか

ら、ちょっと気になって。

○成合管理課長 商工観光労働部の関係は存じ

ておりませんけれども、県土整備部は従来から

事務費を集中管理しておりまして、管理課のほ

うで県単事務費以外の補助公共事務費、この中

に時間外も計上しておりまして、一応各課分は

吸い上げるような形で集中管理している関係

で、管理課のほうですべて管理して調整をさせ

ていただいているということでございます。

○坂口委員 そうなると、まず給付と支出、特

に管理課以外の課とか出先、具体的にお金の請

求と給付、受け取り、それから給与としての支

払いというのはタイミング的にはどうなってく

るんですか。予算を立てるとなると、今月は何

時間の残業時間を予定して幾らの予算が必要で

ということで要求が出る。決定する。出されて

いく。結果として、締めたときに過不足が出

る。過のときは返ってくる勘定になりますね。

管理課の一元管理―不足のときは出ていくと

いうシステムをそこでとれるわけですか。

○成合管理課長 御意見のとおりでございま

す。

○水間主査 ほかにありませんか。

○川﨑建築住宅課長 先ほどの蓬原委員の人に

やさしい公営住宅事業の県の補助はどうなって

いるかというお尋ねでございます。例えば、市

町村が100の事業をこれでやるとした場合に、国

から交付金が45％入ってまいります。残りの55

％に対して、３分の１にさらに財政力指数とバ

リアフリー化率を掛けて県は補助しておりまし

て、係数がちょっと絡んできておりますので、

一律にはなりませんが、約７％から26％、その

範囲で県が市町村を支援するという形になって

ございます。以上でございます。

○蓬原委員 ありがとうございます。

○外山三博委員 港湾課の説明の中で、観光宮

崎の再生という項目がありますね。自然や伝統

文化を掘り起こして磨いていくことが地域の活

性化につながるというような説明があって、こ

れは港湾課に聞くんじゃないんですが、場合に
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よっては道路とか河川の絡みがあるんですが、

土木行政でやられた中というか、関係ある中

で、過去の、江戸はともかく、明治の古い橋と

か河川、例えば河川で石積みがすばらしいと

か、観光のスポットとして利用できるようなも

のがあるんじゃないかと私は思うんです。これ

は商工観光労働部との関係もあるんですが、そ

ういう調査を県土整備部としてされたかどう

か。

○児玉県土整備部長 これにつきましては、全

建という土木技術者の集まりがありますが、以

前、その組織の中で、委員がおっしゃったよう

な、自慢できる土木の構造物について県内全域

調査しまして、それを整理して、ＣＤもつくっ

たり、外向きにアピールもしたことがあるんで

すが、そういった資料も整理しております。ま

た、全国的な話の中では、そういった古い構造

物について土木遺産として登録しているような

ものもございまして、例えば耳川にあります九

電がつくっている塚原ダム、そういった指定さ

れているものもございます。今おっしゃったよ

うに、場合によっては観光資産としても使える

ものもございますので、今後とも、積極的にＰ

Ｒに努めてまいりたいと思います。以上でござ

います。

○外山三博委員 せんだって北海道に行きまし

て、山の中に昔使った鉄橋と鉄道が一部、50メ

ートルぐらいあって、昔、石炭を運ぶ鉄道で

あって、今全然使われていないんです。それを

標識をしてＰＲすることによってお客さんが見

に来ているんです。それから、災害の現場が一

つありまして、これは御承知でしょうが、大き

な災害で橋がぼんと落ちて、落ちた橋をそのま

ま残して、観光資源じゃないんですが、後世に

これを見てもらうと。上のほうに新しい橋があ

る。そういうものを表に出すことによってお客

さんがいっぱい来ているんです。今、部長がそ

ういう調査をされたということですが、今の時

代は、観光に来た方に何がアピールするかとい

うのは、思いもせんようなものがアピールする

んです。きのうおとといか、新聞を見ておりま

したら、シーガイアの中の、これは環境森林部

の所管ですが、あそこの松林の中に遊歩道が５

～６キロ、ずっとあるんです。私もしょっちゅ

う歩きます。これを何か指定した。日ごろあそ

こに行ってみて、もったいないなと。もう

ちょっとあそこに来た人が、市民でもいいです

が、歩いたらいいなと思いますし、それから青

島から運動公園まで、海岸にすばらしい道路を

つくっていますね。これも今、トレッキングば

やりでしょう。小１時間かかるんですが、私も

何回も行きます。青島神社に参ってあの道路を

ずっと歩いていって、運動公園の日本庭園で昼

飯とか、こういうものをもう少し表に出してい

く。さっき部長が言われたように、調査してお

られるということですが、これを商工観光労働

部あたりと連携して、どこが認定するという問

題もあるんでしょうが、表に出していくことに

よって宮崎の観光に脚光を当てていくと思うん

です。ですから、これ以上言いませんが、ぜひ

そういう方向で御検討いただいて、また年度末

ぐらいにどういう検討されたかもお聞きしたい

と思いますので、どうかよろしくお願いしま

す。

○野田港湾課長 一例をちょっと、港湾のほう

で取り組んでおります油津の堀川運河というの

がございまして、これは御承知のとおり、300年

前、400年前に掘られた運河でございますが、こ

れが近年は石積みが壊れかけたり、あるいはコ

ンクリートで補強されて、昔の石積みが見えな
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くなっているというところを県土整備部の港湾

の予算で復元を図ったと。復元を図る際に、そ

れをまちづくりに生かしていこうということ

で、地元のまちづくり団体等と一緒になって、

どのように復元していき、そしてどのようなま

ちづくりに生かしていくかというところを協議

してやったという例はございます。

○水間主査 ほかにありませんか。

私のほうからお尋ねをしたいんですが、先ほ

ど管理課長から全部説明があったんですが、５

ページから８ページにわたる監査結果の指摘事

項ですが、本課と出先の関係、ぱっと数えた

ら31件なんですが、本課でこれが起きてしまう

こと、軽微なこと、ちょっとしたことなんだけ

れどもというのがあったり、あるいは出先でい

えば、私も小林ですから、小林も４件か５件か

あります。日南さんもそうですが、本課で起き

ちゃいけない部分、出先だったらしようがない

部分とか、これは指摘事項ですから、起きちゃ

いけないことなんでしょうが、ここらあたりに

ついて、21年度決算ですから、今は改善してこ

ういうことがないように、よく知事が言うコン

プライアンスとかいう表現があったんですけれ

ども、ここらあたりについて、監査の指摘を受

けて、本課として、管理課として、あるいは部

長としてこういうことを受けて今後、ないよう

にしていくことが大事なんだけれども、どうで

すか。

○児玉県土整備部長 私も、今回こういう指摘

事項を見せられて、ことしだけじゃなくて毎年

思っていることなんですが、何でこんなのが上

がるのかというのが結構あるんです。ちょっと

気をつければ防げるようなものもたくさんある

し、その都度、その原因は何なのかを追及した

上で、二度とそういうことが起きないようにと

いうことで組織的に取り組んできているんです

けれども、結果としていまだにこういうのが出

てくる。非常にじくじたる思いをしておりまし

て、ではどうやったらこれをなくせるかという

ことでいろいろ考えているんです。

根本的な原因というのは、私が考えますの

は、一つは仕事のやり方がまずい部分がある

と。その原因というのは組織の問題もあるのか

なというのが一つ。それから、特に土木建築の

技術屋についていうと、技術力に起因する部分

もあるんじゃないか。例えば、忙しいがゆえに

起こってしまうミスもあると思うんですが、何

で忙しいかというと、その一つには技術力が足

りなくて、個人個人の業務をやるのに時間がか

かるという部分もあると思います。ですから、

そういう意味で、技術力を向上するというのは

以前から委員会の中でも指摘されていることな

んですけれども、それが一つの大きな課題かな

と。もう一つは、職員の意識改革といいます

か、意識の持ち方によるものもあるかなと思い

ます。一番大きなところ、技術力向上と意識改

革、これは私が個人的に考えていることです

が、そういった部分を何とかしていかないと、

いつまでもこういったことが起こるんじゃない

かなと。後は、組織として仕事のやり方といい

ますか、あり方を工夫することによって業務の

煩雑さを少し防ぐ部分はないか、そういった部

分、組織をどうするかということも含めて、こ

れは我々が考えていかないかんことだと。そう

いったことをやりながら、つまらないミスが起

きないような根本的な対応というのを考えてい

く必要があるなと考えておりまして、我々もま

たみんなで相談しながら、こういうことを防い

でいくような方策を検討していきたいと考えて

おるところでございます。以上です。
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○水間主査 今、部長がおっしゃったように、

本当に軽微な、調定の事務がおくれるとか、調

定の時期がとか、気をつけたら解決できる問題

ですね。あえて、私も監査委員をしたことがあ

るんだけれども、軽微なことをここまで言わな

いかんのと。切手１枚までというのがあります

ね。しかし、公金ですからと言われると、これ

は言いようがないんだけれども、そういうこと

でひとつ今後、部長がおっしゃったように、こ

ういう指摘事項がないような方向でまた配慮い

ただければと思います。

○蓬原委員 その他でもいいんですけれど

も、21年度があったかどうかわかりませんが、

私の地元で一つあったのが、工事を受けてその

会社が、こういう時期ですから、途中廃業して

しまうという事例です。繰越明許も結構ありま

すが、そういうことが原因かということは説明

がなかったわけですけれども、そのことによっ

て、途中廃業ですから、再入札が行われるわけ

ですね。その間どこまで作業を進めてという、

もう一回積算してやるでしょうから、当然そこ

に時間がかかる。時間がかかって、再入札です

から、工期を当然延ばさないといけないだろう

し、地元としてはそれによって物すごく迷惑を

こうむったり、本来は雨が降る前に終わってな

きゃいかんのに、雨が降る時期になってもまだ

終わらないとか、そういうことを、ほんの数少

ない例なんですけれども、目にしたものですか

ら、恐らく今後ともこういうことは、こういう

時期だからもっと多く起きていくんではないか

なということを感じたりしています。そういう

場合の対策というか、まず聞きたかったのは、

きょうは決算ですから、平成21年度でそういう

事例があって、はっきりした数字を押さえてい

るかどうかわかりませんけれども、そういう傾

向にあるものかどうか。これが発生した場合

の、できるだけ早く工事を終わらせるという対

応、どうするかということを考えておいていた

だかないと、地元としてはかなりいろんな迷惑

をこうむったりとか、そういうこともあるよう

ですが、御見解をちょっと……。あったのかど

うかということと、そういう対応、ことしは確

かに私の近くで１件あっています。

○成合管理課長 委員の御質問のような、契約

をした後に受注企業が倒産して契約解除に至る

ケースが21年度もございまして、契約解除件数

でいいますと、工事と業務委託含めて７件発生

しております。明らかに倒産で契約解除したも

のがそのうち６件、同一の企業がございますの

で、企業数としては少なくなっております。こ

ういった倒産が発生した場合には、当然、工事

が打ち切られるわけでございまして、その後

は、委員の御指摘のように、再入札という形に

なります。そういった場合に、例えば災害工事

とか急がなくちゃいけないような工事の場合

に、例えば工期が定まっているとか、そういう

場合には契約の方法についてもいろんな工夫が

できる場合がございますので、そういった短縮

するような方法で検討していくとか、そういっ

た努力をして、できるだけそういう影響が最小

限におさまるように検討していきたいというふ

うに考えております。

○蓬原委員 そういうことでお願いします。全

く素人みたいな考えですけれども、ランクがあ

りますね。例えば、５割済んでいた場合、あと

５割というのは発注金額が少なくなりますね。

本来の工事としては、それだけの大きな技術力

を必要とした仕事ですね。金額から見れば半分

なときに、残りのここを受ける人たちは本来の

価格に合った人たちのランクでするのか、金額



- 71 -

のランクで受けるのか、そのあたりはどうなる

んですか。金額だけが頼りでランクでやってい

くんですか。それともトータル的な技術力とい

う意味で、本来受けたであろう金額でいくの

か、後学のために教えてください。

○成合管理課長 いろんなケースがあろうかと

思いますけれども、仮に５割でき上がって、あ

と少しという場合に、工期が非常に迫ってい

た、そういう場合に、例えば緊急性を要すると

いうことで随契でやる場合には特段、ランクと

いうのはございませんけれども、一般競争入札

とか改めて再入札をする場合には、当然、再

度、設計額、残りの設計を立てますので、予定

価格に見合ったランクの業者ということになろ

うかというふうに考えております。

○蓬原委員 わかりました。

○水間主査 では、よろしいですか。

それでは、以上をもちまして、県土整備部を

終了いたします。執行部の皆様、御苦労さまで

した。

暫時休憩いたします。

午後２時16分休憩

午後２時20分再開

○水間主査 分科会を再開いたします。

分科会の採決につきましては、10月４日の13

時30分から採決ということにいたしたいと思い

ますが、よろしゅうございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 それから、主査報告の骨子案につ

いてであります。４日の採決の後にお聞きする

わけですが、今回、採決の日が休日も挟みまし

て月曜になります。現時点において項目などに

ついて何かありましたら、委員の御意見でもお

聞かせいただければと思います。４日でよろし

いですか。頭に入れてその日に御報告いただく

ようにお願いします。

それでは、来週の４日の採決の後に、主査報

告の骨子案についてはお伺いをいたします。よ

ろしくお願いをいたします。

それでは、以上で本日の分科会を終了いたし

ます。

午後２時21分散会
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平成22年10月４日（月曜日）

午後１時29分開会

出席委員（９人）

主 査 水 間 篤 典

副 主 査 山 下 博 三

委 員 外 山 三 博

委 員 蓬 原 正 三

委 員 外 山 衛

委 員 西 村 賢

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 本 田 成 延

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

○水間主査 分科会を再開いたします。

まず、本分科会に付託されました議案の採決

を行いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 それでは、議案第24号についてお

諮りいたします。

原案どおり認定することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 御異議ありませんので、原案のと

おり認定すべきものと決定いたしました。

次に、主査報告骨子案についてであります。

主査報告の内容として御要望等はありません

か。

暫時休憩いたします。

午後１時30分休憩

午後１時30分再開

○水間主査 分科会を再開いたします。

それでは、主査報告につきましては、正副主

査に御一任いただくことで御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 それでは、そのようにいたしま

す。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○水間主査 以上で分科会を終了いたします。

午後１時31分閉会




